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未来とやまの将来像

政　策

未
来
と
や
ま

第
3
節

Ⅰ子育て支援、教育の充実

	 1�子育ての支援
	 2�家庭や地域における健やかな子どもの育成
	 3�義務教育等の充実
	 4�高等学校教育の推進
	 5�大学教育・学術研究・科学技術の振興
	 6�生涯をとおした学びの推進

Ⅱ多彩な県民活動の推進

	 7�自主的な社会活動の推進
	 8�男女共同参画の推進
	 9�若者や中高年世代の活躍の場の拡大
	 10�人権を尊重し心がふれあう地域社会の形成
	 11�芸術文化の振興
	 12�国際化の推進

Ⅲ魅力ある地域づくり

	 13�交流人口の拡大、定住・半定住の促進

	 14�自然、歴史、伝統文化など� �地域の魅力の継承・再発見

	 15�美しい景観づくり・歴史や� �文化を活かしたまち並みづくり

	 16�農山漁村の活性化
	 17�豊かで美しい森づくり・花と緑の地域づくり

明日を担う人材が健やかに育まれ、

多彩な県民活動、美しい県土づくりが進められている

「未来」への希望に満ちた県

社会に学ぶ14歳の挑戦
2歳児と一緒に昼食の時間。職場体験を通し
て社会性を高め、生きる力を育てる「14歳
の挑戦」。この活動を通して自分が生きる場
所としての社会を実感し、将来への具体的な
夢をつかんでいく。
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子育ての支援

●本県の出生数は平成13年以降毎年１万人を割り込み、合計特殊出生率も全国値

よりはやや高い水準にあるものの全体として低下傾向が続いており（Ｈ17　1.37、

全国1.26）、少子化の進行に歯止めがかかっていません。その背景としては、

未婚率の上昇や平均初婚年齢の急速な上昇（Ｈ17　男性29.7歳、女性27.7歳）

などが考えられています。

●核家族化や都市化の進行に伴い、家庭や地域の子育て力が低下し、子育て家庭

の育児に対する不安や負担感が大きくなっています。このため、家族や地域の

ふれあいや絆を深めるとともに、地域、企業など社会全体で子育て家庭を応援

する気運を醸成する必要があります。

●晩婚化に伴い出産年齢が高くなることや、不妊に悩む夫婦が増加傾向にあると

いわれていることから、安全で安心な妊娠・出産のためのよりきめの細かい支

援体制や相談体制の充実などが望まれています。

●本県の女性の就業率は高く（Ｈ17　50.8％、全国5位）、また女性の平均勤続年

数も11.5年（Ｈ17　全国1位）と長いものの、育児休業を取得しにくい職場の雰

囲気があることなど、企業の子育て支援が進んでいない状態です。

　子育て期にある30歳台の男性の就業時間は、5人に１人が週60時間以上と長い

ことや、女性にはある程度定着した育児休業制度についても、男性については

取得が進んでいない（Ｈ17　女性87.8％、男性0.2％）状況であり、男性が育児

に参加できるよう、労働時間の短縮などの取組みが求められています。

●安定した職業に就けないなど経済的に不安定な若者の増加や、若者の結婚や出

産に対する意識の変化が見受けられます。結婚や出産は一人ひとりの生き方に

関わることではありますが、「結婚して子どもを生み育てる」という生き方を伝

えていくことが重要です。

　子どもを持ちたいと願う人誰もが、家庭や地域の人々に支えられながら、
子育てしやすい職場環境などのもとで、安心して子どもを生み育てることが
できること。

●子どもを社会の宝と考え、子育て家庭が喜びをもって、安心して子どもを育て

ることができるよう、身近な地域における相談体制や多様な保育サービスなど

の充実を図るとともに、企業や商店街などの協力を得て実施する「とやま子育

て応援団」（※1）などにより地域全体で子育て家庭を応援していく気運の醸成や

地域における支援活動の活性化に努めます。

●妊産婦や乳幼児に対する相談体制、医療体制の充実など、安心して子どもを生

み育てることができる生活環境の整備に取り組みます。

●職場において子育てを応援する意識づくりを進めるとともに、企業の子育て支

援の取組みを促進し、仕事と子育てが両立できる環境の整備に努めます。

●次世代の親となる若者の精神的・経済的な自立を促すとともに、結婚・子育て

の意義や家庭の役割などについての意識啓発や、出会いの機会の創出などに取

り組みます。

合計特殊出生率の推移 年齢階層別女性未婚率の推移

とやま子育て応援団：企業や商店街などの協力を得て、「とやま県民家庭の日（毎月第3日曜日）」から始まる１週間（とやま家族
ふれあいウイーク）を中心に、子ども連れの家族が協賛店舗や施設等を利用した場合に割引や特典を受けられる制度。18年度は
事業初年度にもかかわらず、1,700以上の店舗や施設等が参加。
地域子育て支援センター：保育所や児童館などに開設されている、地域の子育て支援の拠点となる場所。子育てに関する相談や
情報提供、親子の交流事業などを実施。
とやまっ子子育てミニサロン：保育所や富山型デイサービス施設等に子育て相談員を配置して、子育て相談、親子が交流する機
会の提供等を行う「富山型ミニ子育て支援センター」。
とやまっ子さんさん広場：地域住民やボランティア団体等が公民館や民家などを活用して自主的に取り組む異年齢の子どもの居
場所づくり活動。

1
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

富山
S47
2.12

富山
H17�
1.37

全国
H17
1.26

重点施策

重点施策 内　　　容

・地域子育て支援センター（※2）やとやまっ子子育てミニサロン（※3）の設置促進、電

話・電子メール相談の充実など、子育てに関する情報提供・相談体制の充実

・市町村による要保護児童対策地域協議会の設置促進など、児童虐待の予防と要保護

児童への支援の充実

・延長保育や緊急時の保育サービス、小学校低学年児童等の放課後の居場所づくりなど、

多様な保育サービスの充実

・親の就労の有無にかかわらず、就学前の子どもに教育と保育を総合的に提供する「認

定こども園」など幼保連携の促進

・市町村による乳幼児等の医療費助成や多子世帯に係る保育料軽減への支援など、子

育て家庭の経済的負担の軽減

・「とやま子育て応援団」の展開やフォーラムの開催など、地域全体で子育て家庭を応

援する気運の醸成

・とやまっ子さんさん広場（※4）など異年齢の子どもが集う居場所の設置促進

・元気な高齢者など地域の子育てを支援するボランティア人材の育成・認定と地域の

子育て力を活かした支援活動の促進

・児童館などの整備による遊びの場の充実と地域における多様な体験・交流活動の促

進

家庭における
子育てへの支援

地域全体による
子育て支援の
促進

1

2

現状と課題

取組みの
基本方向
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（※1）

（※2）

（※3）

（※4）
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仕事と子育て両立支援推進員：企業を訪問し、それぞれの企業の状況に応じて、労働者が安心して子育てできる雇用環境づくり
についての助言や情報提供を行う専門員。
一般事業主行動計画：次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備について事
業主が策定する計画。

Ⅰ子育て支援、教育の充実

・妊産婦や乳幼児の健康などに関する相談体制や訪問指導の充実

・学校保健と連携した健康教育やインターネットを使った情報提供による、命の大切

さなどを学ぶ思春期保健対策の充実

・不妊治療費の助成及び不妊専門相談センターや厚生センターにおける相談体制の充

実

・県立中央病院を核とする周産期医療体制の充実や新生児や母体搬送の充実による安

心できる出産環境の整備

・医療圏ごとの小児救急医療体制の充実

・学校安全パトロール隊をはじめとする見守り活動など、子どもを事故や犯罪から守

る地域ぐるみの安全対策の推進

・仕事と子育て両立支援推進員（※5）の中小企業訪問や職場における子育て研修への

講師派遣などによる一般事業主行動計画（※6）の策定支援

・中小企業の子育て支援を促進する取組みへの支援

・事業主を含めた職場全体の意識改革を促すためのセミナーの開催や、積極的な取組

みを実施する企業の表彰、表彰企業の取組事例の紹介による他企業への普及啓発

・男性に対する育児休業制度等の定着促進や事業所内保育施設の整備促進

・ノー残業デーの導入や有給休暇の取得促進など、労働時間の短縮に向けた取組みの

啓発や、子育て期の多様な勤務形態(短時間勤務等)の導入促進

・出産や子育てを機に離職した者に対する再就職支援や事業主に対する再雇用制度の

普及啓発

・中高生が乳幼児とふれあう機会を増やすなど、生命の尊さや家庭の役割を学ぶ教育

の充実

・結婚や子育ての意義や喜びに関する若者の意識啓発

・出会いの機会の創出や出会いをサポートする取組みの実施

・インターンシップの実施やヤングジョブとやまにおける就業支援など若者の職業教

育や就業支援の充実

・カウンセリングや社会適応訓練、職業体験などによるフリーターやニートの若者に

対する自立支援

・同年代の若者や「人生の達人」との交流による心身の鍛錬や再チャレンジを促す場の

創出

県民等に期待する
主な役割安心して子どもを

生み育てることが
できる
生活環境の整備

子育てと
両立できる
職場環境の整備

3

4

生命の尊さの
啓発と
若者の自立の促進

5

企　業

県　民
ＮＰＯ等

市町村
・行動計画の策定と取組み

・子育てを応援する職場の意識づくり

・子育てしやすい職場環境の整備

・家族の共同による育児、家事、

　教育の実践
・子育て経験者と若い子育て世代との交流

・ＮＰＯ活動等を通じた地域における子育

　て支援

・地域全体で子育てを支援する気運の醸成

・地域の実情に応じた子育て支援施策の推進

・多様な保育サービスの提供

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね5年前 現況 平成27年度の姿

保育所入所待機児童
数
保育所への入所資格を有

し入所を希望しているも

のの、入所できない児童

の数

育児休業取得率
育児・介護休業法に基づ

く育児休業を取得した労

働者の割合

一般事業主行動計画
を策定済みの中小企
業数（累計）
仕事と子育て両立支援推

進員が訪問した企業（労働

者300人以下）のうち、次

世代育成支援対策推進法

に基づく行動計画策定を

国に届け出たものの数

合計特殊出生率
一人の女性が一生の間に

生む子どもの数を示す値

年々保育ニーズは高まっているが、適正な

定員の確保により引き続き入所待機児童が

発生しないよう努める。

男性の育児休業取得は、職場での理解不足

などにより全国的に進んでいない状況であ

るが、男性の子育て参加を進める。

12人

（H12.4）
0人

男 増加させる

女 90%以上

0人

（H18.4）

男 0.2% 

女 87.8%

（H17）

男 0.0% 

女 75.6%

（H12）

制度発足時の件数は、１年50社程度で、今

後の小規模企業からの届出は厳しい状況に

あるが、推進員の訪問等により、10年間で

500社以上（対象企業の概ね２割以上）を

目指す。

500社以上
43社

（H18.3）
―

社会・経済動向などに左右される面が大き

いが、子育て支援・少子化対策の幅広い取

組みにより、長期的な低下傾向に歯止めを

かけることを目指す。

低下に

歯止め

1.37

（H17）

1.45

（H12）

地域子育て支援センター とやまっ子さんさん広場

子育て家庭応援優待制度
シンボルマーク

（※5）

（※6）
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仕事と子育て両立支援推進員：企業を訪問し、それぞれの企業の状況に応じて、労働者が安心して子育てできる雇用環境づくり
についての助言や情報提供を行う専門員。
一般事業主行動計画：次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備について事
業主が策定する計画。

Ⅰ子育て支援、教育の充実

・妊産婦や乳幼児の健康などに関する相談体制や訪問指導の充実

・学校保健と連携した健康教育やインターネットを使った情報提供による、命の大切

さなどを学ぶ思春期保健対策の充実

・不妊治療費の助成及び不妊専門相談センターや厚生センターにおける相談体制の充

実

・県立中央病院を核とする周産期医療体制の充実や新生児や母体搬送の充実による安

心できる出産環境の整備

・医療圏ごとの小児救急医療体制の充実

・学校安全パトロール隊をはじめとする見守り活動など、子どもを事故や犯罪から守

る地域ぐるみの安全対策の推進

・仕事と子育て両立支援推進員（※5）の中小企業訪問や職場における子育て研修への

講師派遣などによる一般事業主行動計画（※6）の策定支援

・中小企業の子育て支援を促進する取組みへの支援

・事業主を含めた職場全体の意識改革を促すためのセミナーの開催や、積極的な取組

みを実施する企業の表彰、表彰企業の取組事例の紹介による他企業への普及啓発

・男性に対する育児休業制度等の定着促進や事業所内保育施設の整備促進

・ノー残業デーの導入や有給休暇の取得促進など、労働時間の短縮に向けた取組みの

啓発や、子育て期の多様な勤務形態(短時間勤務等)の導入促進

・出産や子育てを機に離職した者に対する再就職支援や事業主に対する再雇用制度の

普及啓発

・中高生が乳幼児とふれあう機会を増やすなど、生命の尊さや家庭の役割を学ぶ教育

の充実

・結婚や子育ての意義や喜びに関する若者の意識啓発

・出会いの機会の創出や出会いをサポートする取組みの実施

・インターンシップの実施やヤングジョブとやまにおける就業支援など若者の職業教

育や就業支援の充実

・カウンセリングや社会適応訓練、職業体験などによるフリーターやニートの若者に

対する自立支援

・同年代の若者や「人生の達人」との交流による心身の鍛錬や再チャレンジを促す場の

創出

県民等に期待する
主な役割安心して子どもを

生み育てることが
できる
生活環境の整備

子育てと
両立できる
職場環境の整備

3

4

生命の尊さの
啓発と
若者の自立の促進

5

企　業

県　民
ＮＰＯ等

市町村
・行動計画の策定と取組み

・子育てを応援する職場の意識づくり

・子育てしやすい職場環境の整備

・家族の共同による育児、家事、

　教育の実践
・子育て経験者と若い子育て世代との交流

・ＮＰＯ活動等を通じた地域における子育

　て支援

・地域全体で子育てを支援する気運の醸成

・地域の実情に応じた子育て支援施策の推進

・多様な保育サービスの提供

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね5年前 現況 平成27年度の姿

保育所入所待機児童
数
保育所への入所資格を有

し入所を希望しているも

のの、入所できない児童

の数

育児休業取得率
育児・介護休業法に基づ

く育児休業を取得した労

働者の割合

一般事業主行動計画
を策定済みの中小企
業数（累計）
仕事と子育て両立支援推

進員が訪問した企業（労働

者300人以下）のうち、次

世代育成支援対策推進法

に基づく行動計画策定を

国に届け出たものの数

合計特殊出生率
一人の女性が一生の間に

生む子どもの数を示す値

年々保育ニーズは高まっているが、適正な

定員の確保により引き続き入所待機児童が

発生しないよう努める。

男性の育児休業取得は、職場での理解不足

などにより全国的に進んでいない状況であ

るが、男性の子育て参加を進める。

12人

（H12.4）
0人

男 増加させる

女 90%以上

0人

（H18.4）

男 0.2% 

女 87.8%

（H17）

男 0.0% 

女 75.6%

（H12）

制度発足時の件数は、１年50社程度で、今

後の小規模企業からの届出は厳しい状況に

あるが、推進員の訪問等により、10年間で

500社以上（対象企業の概ね２割以上）を

目指す。

500社以上
43社

（H18.3）
―

社会・経済動向などに左右される面が大き

いが、子育て支援・少子化対策の幅広い取

組みにより、長期的な低下傾向に歯止めを

かけることを目指す。

低下に

歯止め

1.37

（H17）

1.45

（H12）

地域子育て支援センター とやまっ子さんさん広場

子育て家庭応援優待制度
シンボルマーク

（※5）

（※6）
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家庭や地域における健やかな子どもの育成

●社会的マナーや善悪の判断力、思いやりの心などが十分身についていない子ど

もが増えるとともに、子育てに悩み、自信の持てない親も増加しており、家庭

の教育力の低下に対する懸念が高まっています。

●県政世論調査結果（平成18年度）によると、子どもの教育において家庭が役割を

果たしていると思う県民が14.3％にとどまっています。しかし、三世代同居の

世帯においては、その割合は18.2％と比較的高くなっています。この三世代同

居割合については、本県は他県に比べて高い状況にあります（Ｈ17：富山県

19.0％（全国5位）、全国8.6％）。

●地域においても、子どもたちが同年代の仲間や大人たちと触れ合う機会が減り

つつあり、人間関係の希薄化に伴う教育力の低下が指摘されていることから、

地域ぐるみで見守り育て、子どもが安全で安心して活動できる環境づくりを進

めることが必要となっています。

　子どもたちが、家族や地域の人々との触れ合いのなかで、基本的な生活習
慣や社会性を身につけ、精神的に自立した若者に成長していくこと。

●三世代同居の割合が比較的高いという富山の特長も活かしながら、子どもの成

長を支える最も基本である家庭機能の回復と向上を図り、子どもの基本的な生

活習慣づくりを推進します。

●地域の子どもを地域で育てる意識の定着を図り、地域において魅力ある遊び場

や子どもの居場所を確保するとともに、子ども同士がかかわり合い励まし合って、

地域の人々とふれあい、豊かで美しい自然を体験するなど、多様な活動を促す

ことにより、子どもたちの心の豊かさや社会性を育んでいきます。

●地域ぐるみの広報啓発活動など、社会全体で心身ともに健全な青少年を育成し

ていく取組みを進めます。

子どもの教育において家庭が役割を果たしていると思う人の割合

2
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

・早寝早起き、朝食の摂取等、望ましい生活習慣を身につけた元気なとやまっ子を育

む運動の推進

・子どもとのふれあいを深める親子自然体験活動、父親の会の活動等への支援

・就学時や思春期における家庭教育講座など、子どもの発達段階に応じた接し方や家

庭教育のあり方を見つめ直す親の学習機会の充実

・親の役割について親が自ら学び、自信を持って子育てを行うための学習プログラム

の作成と普及、家庭教育学習リーダーの養成および家庭訪問型支援の実施

・多様な世代の人々が働く職場における家庭教育講座等の開催

・親や子ども自身からの電話やメールによる相談対応の充実、親または親子へのカウ

ンセリングの実施

・公民館や余裕教室等を活用し、地域の人々の参画を得て進める遊び場の確保や勉強、

スポーツ・文化活動、交流活動等の支援

・青少年教育団体等による、子ども同士のふれあいを深め、とやまの自然を再発見さ

せる体験活動の推進

・三世代が一緒に行う地域探訪等、子どもから高齢者までの異世代間交流の促進

・家庭を離れ、異年齢集団においての生活作業や遊び、自然体験、文化活動等をとお

した自主性や協調性、社会性の伸長

・子育てサークルの相互連携の推進

・「とやま県民家庭の日」（※1）や「とやま家族ふれあいウィーク」（※2）の普及等、家

族のふれあいを促進する幅広い活動の展開

・青少年育成県民運動推進指導員の配置や心のふれあいあいさつ運動、広報啓発活動

等の展開

・有害図書等の指定や立入調査の実施等による有害環境の浄化

・青少年健全育成ボランティア等の活動支援

家庭における
健やかな
成長の促進

地域での
豊かな心の育成

1

2

社会全体による
青少年の
健全育成

3

現状と課題

取組みの
基本方向

154 第2編─第1章（第3節） 155第2編─第1章（第3節）

【全体】 【家族構成別比較】

果たしている
14.3％

果たしていない
58.1％

わからない
26.1％

無回答 1.5％

資料：平成18年県政世論調査

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0（％）

一人

夫婦のみ

夫婦と子ども

親と子どもと孫

11.1％

18.2％

13.5％

11.0％

とやま県民家庭の日：明るく楽しい家庭づくりのため、県民総ぐるみによる運動として、毎月第3日曜日を「とやま県民家庭の
日」（愛称：とやまふれあいサンデー）と設定。
とやま家族ふれあいウィーク：県民・企業・学校・行政など県民総ぐるみで「とやま県民家庭の日」に関連した取組みの拡充を
図るため、「とやま県民家庭の日」を初日とする1週間を「とやま家族ふれあいウィーク」として設定。

（※1）

（※2）
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家庭や地域における健やかな子どもの育成

●社会的マナーや善悪の判断力、思いやりの心などが十分身についていない子ど

もが増えるとともに、子育てに悩み、自信の持てない親も増加しており、家庭

の教育力の低下に対する懸念が高まっています。

●県政世論調査結果（平成18年度）によると、子どもの教育において家庭が役割を

果たしていると思う県民が14.3％にとどまっています。しかし、三世代同居の

世帯においては、その割合は18.2％と比較的高くなっています。この三世代同

居割合については、本県は他県に比べて高い状況にあります（Ｈ17：富山県

19.0％（全国5位）、全国8.6％）。

●地域においても、子どもたちが同年代の仲間や大人たちと触れ合う機会が減り

つつあり、人間関係の希薄化に伴う教育力の低下が指摘されていることから、

地域ぐるみで見守り育て、子どもが安全で安心して活動できる環境づくりを進

めることが必要となっています。

　子どもたちが、家族や地域の人々との触れ合いのなかで、基本的な生活習
慣や社会性を身につけ、精神的に自立した若者に成長していくこと。

●三世代同居の割合が比較的高いという富山の特長も活かしながら、子どもの成

長を支える最も基本である家庭機能の回復と向上を図り、子どもの基本的な生

活習慣づくりを推進します。

●地域の子どもを地域で育てる意識の定着を図り、地域において魅力ある遊び場

や子どもの居場所を確保するとともに、子ども同士がかかわり合い励まし合って、

地域の人々とふれあい、豊かで美しい自然を体験するなど、多様な活動を促す

ことにより、子どもたちの心の豊かさや社会性を育んでいきます。

●地域ぐるみの広報啓発活動など、社会全体で心身ともに健全な青少年を育成し

ていく取組みを進めます。

子どもの教育において家庭が役割を果たしていると思う人の割合

2
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

・早寝早起き、朝食の摂取等、望ましい生活習慣を身につけた元気なとやまっ子を育

む運動の推進

・子どもとのふれあいを深める親子自然体験活動、父親の会の活動等への支援

・就学時や思春期における家庭教育講座など、子どもの発達段階に応じた接し方や家

庭教育のあり方を見つめ直す親の学習機会の充実

・親の役割について親が自ら学び、自信を持って子育てを行うための学習プログラム

の作成と普及、家庭教育学習リーダーの養成および家庭訪問型支援の実施

・多様な世代の人々が働く職場における家庭教育講座等の開催

・親や子ども自身からの電話やメールによる相談対応の充実、親または親子へのカウ

ンセリングの実施

・公民館や余裕教室等を活用し、地域の人々の参画を得て進める遊び場の確保や勉強、

スポーツ・文化活動、交流活動等の支援

・青少年教育団体等による、子ども同士のふれあいを深め、とやまの自然を再発見さ

せる体験活動の推進

・三世代が一緒に行う地域探訪等、子どもから高齢者までの異世代間交流の促進

・家庭を離れ、異年齢集団においての生活作業や遊び、自然体験、文化活動等をとお

した自主性や協調性、社会性の伸長

・子育てサークルの相互連携の推進

・「とやま県民家庭の日」（※1）や「とやま家族ふれあいウィーク」（※2）の普及等、家

族のふれあいを促進する幅広い活動の展開

・青少年育成県民運動推進指導員の配置や心のふれあいあいさつ運動、広報啓発活動

等の展開

・有害図書等の指定や立入調査の実施等による有害環境の浄化

・青少年健全育成ボランティア等の活動支援

家庭における
健やかな
成長の促進

地域での
豊かな心の育成

1

2

社会全体による
青少年の
健全育成

3

現状と課題

取組みの
基本方向
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【全体】 【家族構成別比較】

果たしている
14.3％

果たしていない
58.1％

わからない
26.1％

無回答 1.5％

資料：平成18年県政世論調査

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0（％）

一人

夫婦のみ

夫婦と子ども

親と子どもと孫

11.1％

18.2％

13.5％

11.0％

とやま県民家庭の日：明るく楽しい家庭づくりのため、県民総ぐるみによる運動として、毎月第3日曜日を「とやま県民家庭の
日」（愛称：とやまふれあいサンデー）と設定。
とやま家族ふれあいウィーク：県民・企業・学校・行政など県民総ぐるみで「とやま県民家庭の日」に関連した取組みの拡充を
図るため、「とやま県民家庭の日」を初日とする1週間を「とやま家族ふれあいウィーク」として設定。

（※1）

（※2）
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Ⅰ子育て支援、教育の充実

県民等に期待する
主な役割

企　業

県　民

ＮＰＯ等

市町村
・親子のふれあいを可能とする

　職場環境の整備

・親としての子育て力の向上

・子どもの生活習慣づくり

・親子のふれあい充実

・子どもの交流・体験活動への参加と協力

・地域の青少年の健全な成長の見守り
　・子どもの交流・体験活動や居場所

　　づくりの支援

　・地域での子育て活動への支援

　・家庭・地域教育に関する啓発、相談

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね5年前 現況 平成27年度の姿

子どもの教育におい
て、家庭が役割を果
たしていると思う人
の割合
県政世論調査において、「最

近の家庭は子どもの教育

において役割を果たして

いる」と答える人の割合

子どもの地域活動体
験率
学校の授業や行事以外で

の活動（地域の祭礼や清掃

活動等）を体験した子ども

の割合

放課後子ども教室等
を実施している小学
校区の割合
県内全小学校区のうち、

放課後子ども教室、放課

後児童クラブ、とやまっ

子さんさん広場のいずれ

かを実施している小学校

区の割合

県民の意識に関わる数値のため、数値目標

の設定が困難であることから、「役割を果

たしていると思う県民の割合の増加」を目

標とする。

―
増　加

させる

14.3％

（H18）

― 80％
75.9％

（H18）

― 95％
87.8％

（H18）

現況は、小・中学生が8割を超えているが、

高校生が6割程度にとどまっており、今後

高校生の体験率が高まるよう働きかける。

へき地・小規模校を除く全小学校区での実

施を目指す。

子どもの居場所づくり（読み聞かせ） 親子自然体験活動（オリエンテーリング）

地域での子育て活動（ふるさと学習） 企業における家庭教育アドバイス講座
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Ⅰ子育て支援、教育の充実

県民等に期待する
主な役割

企　業

県　民

ＮＰＯ等

市町村
・親子のふれあいを可能とする

　職場環境の整備

・親としての子育て力の向上

・子どもの生活習慣づくり

・親子のふれあい充実

・子どもの交流・体験活動への参加と協力

・地域の青少年の健全な成長の見守り
　・子どもの交流・体験活動や居場所

　　づくりの支援

　・地域での子育て活動への支援

　・家庭・地域教育に関する啓発、相談

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね5年前 現況 平成27年度の姿

子どもの教育におい
て、家庭が役割を果
たしていると思う人
の割合
県政世論調査において、「最

近の家庭は子どもの教育

において役割を果たして

いる」と答える人の割合

子どもの地域活動体
験率
学校の授業や行事以外で

の活動（地域の祭礼や清掃

活動等）を体験した子ども

の割合

放課後子ども教室等
を実施している小学
校区の割合
県内全小学校区のうち、

放課後子ども教室、放課

後児童クラブ、とやまっ

子さんさん広場のいずれ

かを実施している小学校

区の割合

県民の意識に関わる数値のため、数値目標

の設定が困難であることから、「役割を果

たしていると思う県民の割合の増加」を目

標とする。

―
増　加

させる

14.3％

（H18）

― 80％
75.9％

（H18）

― 95％
87.8％

（H18）

現況は、小・中学生が8割を超えているが、

高校生が6割程度にとどまっており、今後

高校生の体験率が高まるよう働きかける。

へき地・小規模校を除く全小学校区での実

施を目指す。

子どもの居場所づくり（読み聞かせ） 親子自然体験活動（オリエンテーリング）

地域での子育て活動（ふるさと学習） 企業における家庭教育アドバイス講座
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義務教育等の充実

●核家族化、都市化の進展に伴い、小・中学校期に幅広い世代とつきあい様々な

体験をする機会が減少していることから、規範意識や社会性の希薄化が進み、

基本的生活習慣や互いを理解し合う態度が十分身についていない児童生徒の増

加が懸念されています。今まで以上に、家庭や地域の協力を得ながら、学校教

育を通じ人間形成の基礎基本を培うことが必要です。

●学習意欲の向上や学習習慣の定着が求められており、富山の特色を生かした幼・

小・中・高一貫した指導の充実を図る必要があります。

●いじめについては、これまで児童生徒の心の悩み等への相談体制の充実等に努

めてきていますが、最近は直接的な暴力よりも冷やかしやからかいが多くなる

など、大人の目から見えにくくなってきている実態にあり、不登校とともに引

き続き深刻な問題となっています（中学校の場合、いじめの千人あたり発生件数

Ｈ17：富山県2.8件、全国3.8件；不登校の出現率Ｈ17：富山県2.54%、全国

2.89%（以上、文部科学省調査による））。

　また、都市化による生活習慣の変化などにより、体力・運動能力の低下が懸念

されています。

●通常の学級に在籍する学習障害（ＬＤ）（※1）などの発達障害（※2）等の子どもへ

の教育的支援や、盲・聾・養護学校を障害の重度・重複化等に対応した学校へ

と見直すことが求められています。

　小・中学校では、生涯にわたる人間形成の基本と将来の自立に必要な力を
培い、個性と創造性を伸ばす教育が行われていること。

●教育熱心な県民性、勤勉で質の高い教員、豊かな自然や文化に恵まれた教育環

境など、富山県の特性を活かした教育を推進します。

●基本的生活習慣やコミュニケーション能力を身につけさせるとともに、知的好

奇心や探求心、学習意欲を高め、創造性豊かでバランスの取れた子どもの成長

を図ります。

●悩み等への相談体制の充実や教員の相談能力の向上、児童生徒の運動・スポー

ツ習慣の定着を図り、子どものたくましい心と体を育てます。

　いじめ、不登校については、いのちの教育や子ども同士の良好な人間関係づくり、

相談体制の一層の充実、家庭や地域と連携した取組みなどにより、未然防止や

早期対応に努めていきます。

●発達障害を含め障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指

導や支援を行うとともに、盲・聾・養護学校を複数の障害に対応できる学校へ

と見直し、障害のある子どもの教育の向上を図ります。

●地域の宝である子どもの健全な成長を、学校と家庭や地域が一体となって支援

するなど、すべての県民が協力し、心豊かでたくましい子どもを育てます。

学習障害（ＬＤ）：基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する等の能力のうち特定のもの
の習得と使用に著しい困難を示す様々な状態をいう。
発達障害：学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）（年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力や衝動性、多動性を特徴
とする行動の障害）、高機能自閉症（他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ等を特徴とする行動の障害である
自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないもの）等、発達障害者支援法の対象となる障害をいう。

3
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

富山の教育の
継承と創造

確かな学力の
育成

1

2

健やかな心と体
の育成

3

特別支援教育の
充実

4

現状と課題

取組みの
基本方向
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・優れた教育理念や指導技術を継承し、教育への情熱や使命感を高めるとともに、今

日的な教育課題に対応した実践力や指導力の向上を図るため、教員の自発的な研修

を支援し、教員相互による校内研修を促すなど教員研修を充実

・富山の歴史や先人の業績を学び郷土への愛着と誇り、感動や感謝の心を育む、ふる

さと学習や体験学習の充実

・知、徳、体のバランスの取れた子どもの育成を目指した、分かりやすい数値指標設定、

外部評価、成果の公表など「とやま型学校評価システム」の充実

・学校運営に必要な管理・経営能力の向上による学校教育の改善

・全国学力・学習状況調査の結果等を分析・活用し、学校改善や授業改善に生かす取

組みを支援するプランの策定と支援策の推進

・「基礎的な知識・技能」や「自ら学び考える力」を育成するための、少人数指導などき

め細かな指導の推進と知的好奇心や探求心を育む教育の充実

・教師の授業力を高めるための「授業力向上アドバイザー」の派遣や優れた授業実践事

例の蓄積と活用の促進

・望ましい生活習慣や学習習慣の定着を図るための家庭等との連携促進

・学校、家庭、地域が一体となった、一人ひとりの子どもたちが生まれてよかったと

実感できる「いのちの教育」の推進

・いじめに対する子どもの意識を高める自己点検活動や子どもの人間関係づくりの推

進

・いじめ、不登校等の未然防止のため、子どもや親が悩みを気軽に相談できる、地域

の人たちやスクールカウンセラー等の専門家による相談体制づくりの推進

・ＮＰＯ等との連携による不登校等児童・生徒への支援の推進

・自然とふれあう活動や「社会に学ぶ14歳の挑戦」、ものづくりの現場体験など、限り

あるいのちの尊さを学び、社会に役立つ喜びを味わうとともに、規範意識や社会性

を高める体験活動の充実（⇒コラム 3-3）

・食を大切にする心を育む食育及び健康教育の推進、小学校低学年からの運動・スポ

ーツの習慣化

・医療・福祉機関や富山型デイサービス、ＮＰＯ等との連携による、障害のある子ど

も一人ひとりの「個別の教育支援計画」の作成と、ニーズに応じた教育の推進

・校内支援体制の充実および、発達障害を含め障害のある子どもを支援するボランテ

ィアの活用など、地域の人々が小・中学校を支援する仕組みの整備・充実

・盲・聾・養護学校の再編など、複数の障害に対応できる特別支援学校への円滑な移

行と教育環境の充実

・小・中・高校の空き校舎や余裕教室等を活用した養護学校分校等の設置など、障害

に対する理解を深め、共に支え合って育つ共生・共育の推進

・福祉や労働・雇用関係機関との連携による、就業体験の機会拡大と勤労意欲の醸成、

就業体験先や就業先の開拓

（※1）

（※2）
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義務教育等の充実

●核家族化、都市化の進展に伴い、小・中学校期に幅広い世代とつきあい様々な

体験をする機会が減少していることから、規範意識や社会性の希薄化が進み、

基本的生活習慣や互いを理解し合う態度が十分身についていない児童生徒の増

加が懸念されています。今まで以上に、家庭や地域の協力を得ながら、学校教

育を通じ人間形成の基礎基本を培うことが必要です。

●学習意欲の向上や学習習慣の定着が求められており、富山の特色を生かした幼・

小・中・高一貫した指導の充実を図る必要があります。

●いじめについては、これまで児童生徒の心の悩み等への相談体制の充実等に努

めてきていますが、最近は直接的な暴力よりも冷やかしやからかいが多くなる

など、大人の目から見えにくくなってきている実態にあり、不登校とともに引

き続き深刻な問題となっています（中学校の場合、いじめの千人あたり発生件数

Ｈ17：富山県2.8件、全国3.8件；不登校の出現率Ｈ17：富山県2.54%、全国

2.89%（以上、文部科学省調査による））。

　また、都市化による生活習慣の変化などにより、体力・運動能力の低下が懸念

されています。

●通常の学級に在籍する学習障害（ＬＤ）（※1）などの発達障害（※2）等の子どもへ

の教育的支援や、盲・聾・養護学校を障害の重度・重複化等に対応した学校へ

と見直すことが求められています。

　小・中学校では、生涯にわたる人間形成の基本と将来の自立に必要な力を
培い、個性と創造性を伸ばす教育が行われていること。

●教育熱心な県民性、勤勉で質の高い教員、豊かな自然や文化に恵まれた教育環

境など、富山県の特性を活かした教育を推進します。

●基本的生活習慣やコミュニケーション能力を身につけさせるとともに、知的好

奇心や探求心、学習意欲を高め、創造性豊かでバランスの取れた子どもの成長

を図ります。

●悩み等への相談体制の充実や教員の相談能力の向上、児童生徒の運動・スポー

ツ習慣の定着を図り、子どものたくましい心と体を育てます。

　いじめ、不登校については、いのちの教育や子ども同士の良好な人間関係づくり、

相談体制の一層の充実、家庭や地域と連携した取組みなどにより、未然防止や

早期対応に努めていきます。

●発達障害を含め障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指

導や支援を行うとともに、盲・聾・養護学校を複数の障害に対応できる学校へ

と見直し、障害のある子どもの教育の向上を図ります。

●地域の宝である子どもの健全な成長を、学校と家庭や地域が一体となって支援

するなど、すべての県民が協力し、心豊かでたくましい子どもを育てます。

学習障害（ＬＤ）：基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する等の能力のうち特定のもの
の習得と使用に著しい困難を示す様々な状態をいう。
発達障害：学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）（年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力や衝動性、多動性を特徴
とする行動の障害）、高機能自閉症（他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ等を特徴とする行動の障害である
自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないもの）等、発達障害者支援法の対象となる障害をいう。

3
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

富山の教育の
継承と創造

確かな学力の
育成

1

2

健やかな心と体
の育成

3

特別支援教育の
充実

4

現状と課題

取組みの
基本方向
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・優れた教育理念や指導技術を継承し、教育への情熱や使命感を高めるとともに、今

日的な教育課題に対応した実践力や指導力の向上を図るため、教員の自発的な研修

を支援し、教員相互による校内研修を促すなど教員研修を充実

・富山の歴史や先人の業績を学び郷土への愛着と誇り、感動や感謝の心を育む、ふる

さと学習や体験学習の充実

・知、徳、体のバランスの取れた子どもの育成を目指した、分かりやすい数値指標設定、

外部評価、成果の公表など「とやま型学校評価システム」の充実

・学校運営に必要な管理・経営能力の向上による学校教育の改善

・全国学力・学習状況調査の結果等を分析・活用し、学校改善や授業改善に生かす取

組みを支援するプランの策定と支援策の推進

・「基礎的な知識・技能」や「自ら学び考える力」を育成するための、少人数指導などき

め細かな指導の推進と知的好奇心や探求心を育む教育の充実

・教師の授業力を高めるための「授業力向上アドバイザー」の派遣や優れた授業実践事

例の蓄積と活用の促進

・望ましい生活習慣や学習習慣の定着を図るための家庭等との連携促進

・学校、家庭、地域が一体となった、一人ひとりの子どもたちが生まれてよかったと

実感できる「いのちの教育」の推進

・いじめに対する子どもの意識を高める自己点検活動や子どもの人間関係づくりの推

進

・いじめ、不登校等の未然防止のため、子どもや親が悩みを気軽に相談できる、地域

の人たちやスクールカウンセラー等の専門家による相談体制づくりの推進

・ＮＰＯ等との連携による不登校等児童・生徒への支援の推進

・自然とふれあう活動や「社会に学ぶ14歳の挑戦」、ものづくりの現場体験など、限り

あるいのちの尊さを学び、社会に役立つ喜びを味わうとともに、規範意識や社会性

を高める体験活動の充実（⇒コラム 3-3）

・食を大切にする心を育む食育及び健康教育の推進、小学校低学年からの運動・スポ

ーツの習慣化

・医療・福祉機関や富山型デイサービス、ＮＰＯ等との連携による、障害のある子ど

も一人ひとりの「個別の教育支援計画」の作成と、ニーズに応じた教育の推進

・校内支援体制の充実および、発達障害を含め障害のある子どもを支援するボランテ

ィアの活用など、地域の人々が小・中学校を支援する仕組みの整備・充実

・盲・聾・養護学校の再編など、複数の障害に対応できる特別支援学校への円滑な移

行と教育環境の充実

・小・中・高校の空き校舎や余裕教室等を活用した養護学校分校等の設置など、障害

に対する理解を深め、共に支え合って育つ共生・共育の推進

・福祉や労働・雇用関係機関との連携による、就業体験の機会拡大と勤労意欲の醸成、

就業体験先や就業先の開拓

（※1）

（※2）
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Ⅰ子育て支援、教育の充実

・熱意ある地域人材の活用、伝統ある教育諸団体や地元の知的拠点である大学等との

連携の拡充

・子どもたちが地域における運動・スポーツや、伝統文化の伝承等の文化活動に参加

する取組みへの支援

・学校安全パトロール隊をはじめとする見守り活動など、登下校時における児童生徒

の安全を確保する地域ぐるみの安全対策の推進

・幼・保・小・中・高の連携促進による異校種間の円滑な接続

県民等に期待する
主な役割

県民みんなで
育てる
教育の推進

5

企　業

県　民

ＮＰＯ等 市町村
・体験学習の受入れ・支援

・企業経営者による学校での講演

・児童生徒の生活習慣づくり

・ＰＴＡ活動への参加

・子どもとのあいさつ

・ふるさと学習への協力

・ 障害のある児童生徒のサポート

・ 児童生徒の安全確保への支援

・ 児童生徒の地域での活動場所の提供

・小・中学校の管理・運営

・学校と地域の連携促進

・児童生徒の地域での活動場所

　の整備

・ 優れた教員の養成

・ 教員の資質向上支援

・ 学生による学習サポート

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね5年前 現況 平成27年度の姿

１か月に１冊以上本を
読む児童生徒の割合
1か月に1冊以上本を読む

小学校 5 年生、中学校 2

年生の調査対象者全体に

対する割合

家族や近所の人にあ
いさつをする児童生
徒の割合
家族や近所の人にあいさ

つしていると答える小学

校5年生及び中学校2年生

の調査対象者全体に対す

る割合

いじめの発生件数
（千人あたり）
小・中学校の児童生徒千人

あたりのいじめ発生件数（文

部科学省の定義による）

不登校の出現率
小・中学校における不登

校の児童生徒の割合（文部

科学省の定義による）

運動に取り組む児童
の割合
運動実施記録ノート（みん

なでチャレンジ3015）の

目標点に到達した小学校

3～6年生の割合

始業前の朝読書を県内全小中学校に普及し

ていくことにより、小学生の約95％、中学

生の約75％が、1か月に1冊以上の本を読

むことを目指す。

家庭や地域との連携促進などにより、ほと

んどの児童生徒が自ら進んであいさつする

ようになることを目指す。

小  77.0％

中  52.0％

（H14）

小  95%

中  75%

増加させる

小  87.5％

中  66.9％

（H16）

小  88.6％

中  81.1％

（H18）
―

いのちの教育の推進などにより、いじめが

無くなることを目指す。

できるだ

けゼロに

近づける

できるだ

けゼロに

近づける

小  0.9件

[全国値 0.7件]

中  2.8件

[全国値3.8件]

（H17）

小  0.30％

[全国値0.32％]

中  2.54％

[全国値2.89％]

（H17）

小  1.0件

[全国値1.3件]

中  2.4件

[全国値5.1件]

（H12）

小  0.27％

[全国値0.36％]

中  2.32％

[全国値2.77％]

（H12）

心の悩み相談体制の充実などにより、不登

校が無くなることを目指す。

運動する子としない子の二極化が進む中、

学校、家庭、地域が体力つくりに連携して

取り組むことにより、10％程度の増加を目

指す。

85％
76.4％

（H17）

66.8％

（H12）

一人ひとりの学びを支援する 社会に学ぶ14歳の挑戦

　中学生の職業体験授業として広く知られるようになった「社会に学ぶ『14歳の挑戦』事業」は、平成11年度から開

始され、現在では県内全ての公立中学校で実施されています。

　この事業は、生徒が学校から地域社会に出て、連続 5 日間の校外体験活動を行うことにより、社会性や規範意識

を高めるとともに、自分の生き方を考えるなど、生涯にわたってたくましく生き抜く力を育てることを目的として

います。また、事業実施にあたって、教職員、保護者、受入事業所など地域の人々が参加する事業推進委員会を設

け、三者が力を合わせ、「地域の生徒は地域で育てる」、「事業の効果を地域も受け取る」体制としていることも

特徴です。さらに近年は、早期からの職業観、勤労観の育成の観点から、「フリーター、ニート問題」対策として

も注目が高まっています。

　平成18年度においては、1万人近くの中学2年生が、工場、農家、商店、公共施設、福祉施設など約3,100カ所

の事業所で「14歳の挑戦」に取り組みました。

　また、事業初年度にあたる平成11年度に「14歳の挑戦」を体験した生徒が大学3年生となった平成18年度には、

富山県インターンシップ推進協議会（県内の大学や経済団体により構成）に対し参加登録を行った県内大学等の学

生数が、前年に比べ約200人増え900人を超えました。

　富山県独自の取組みとして始まったこの事業は、文部科学省「キャリア教育実践プロジェクト」のモデルとされ、

平成17年度からは全国の都道府県で展開されています。

社会に学ぶ「14歳の挑戦」事業
コラム3─3

大学等
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Ⅰ子育て支援、教育の充実

・熱意ある地域人材の活用、伝統ある教育諸団体や地元の知的拠点である大学等との

連携の拡充

・子どもたちが地域における運動・スポーツや、伝統文化の伝承等の文化活動に参加

する取組みへの支援

・学校安全パトロール隊をはじめとする見守り活動など、登下校時における児童生徒

の安全を確保する地域ぐるみの安全対策の推進

・幼・保・小・中・高の連携促進による異校種間の円滑な接続

県民等に期待する
主な役割

県民みんなで
育てる
教育の推進

5

企　業

県　民

ＮＰＯ等 市町村
・体験学習の受入れ・支援

・企業経営者による学校での講演

・児童生徒の生活習慣づくり

・ＰＴＡ活動への参加

・子どもとのあいさつ

・ふるさと学習への協力

・ 障害のある児童生徒のサポート

・ 児童生徒の安全確保への支援

・ 児童生徒の地域での活動場所の提供

・小・中学校の管理・運営

・学校と地域の連携促進

・児童生徒の地域での活動場所

　の整備

・ 優れた教員の養成

・ 教員の資質向上支援

・ 学生による学習サポート

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね5年前 現況 平成27年度の姿

１か月に１冊以上本を
読む児童生徒の割合
1か月に1冊以上本を読む

小学校 5 年生、中学校 2

年生の調査対象者全体に

対する割合

家族や近所の人にあ
いさつをする児童生
徒の割合
家族や近所の人にあいさ

つしていると答える小学

校5年生及び中学校2年生

の調査対象者全体に対す

る割合

いじめの発生件数
（千人あたり）
小・中学校の児童生徒千人

あたりのいじめ発生件数（文

部科学省の定義による）

不登校の出現率
小・中学校における不登

校の児童生徒の割合（文部

科学省の定義による）

運動に取り組む児童
の割合
運動実施記録ノート（みん

なでチャレンジ3015）の

目標点に到達した小学校

3～6年生の割合

始業前の朝読書を県内全小中学校に普及し

ていくことにより、小学生の約95％、中学

生の約75％が、1か月に1冊以上の本を読

むことを目指す。

家庭や地域との連携促進などにより、ほと

んどの児童生徒が自ら進んであいさつする

ようになることを目指す。

小  77.0％

中  52.0％

（H14）

小  95%

中  75%

増加させる

小  87.5％

中  66.9％

（H16）

小  88.6％

中  81.1％

（H18）
―

いのちの教育の推進などにより、いじめが

無くなることを目指す。

できるだ

けゼロに

近づける

できるだ

けゼロに

近づける

小  0.9件

[全国値 0.7件]

中  2.8件

[全国値3.8件]

（H17）

小  0.30％

[全国値0.32％]

中  2.54％

[全国値2.89％]

（H17）

小  1.0件

[全国値1.3件]

中  2.4件

[全国値5.1件]

（H12）

小  0.27％

[全国値0.36％]

中  2.32％

[全国値2.77％]

（H12）

心の悩み相談体制の充実などにより、不登

校が無くなることを目指す。

運動する子としない子の二極化が進む中、

学校、家庭、地域が体力つくりに連携して

取り組むことにより、10％程度の増加を目

指す。

85％
76.4％

（H17）

66.8％

（H12）

一人ひとりの学びを支援する 社会に学ぶ14歳の挑戦

　中学生の職業体験授業として広く知られるようになった「社会に学ぶ『14歳の挑戦』事業」は、平成11年度から開

始され、現在では県内全ての公立中学校で実施されています。

　この事業は、生徒が学校から地域社会に出て、連続 5 日間の校外体験活動を行うことにより、社会性や規範意識

を高めるとともに、自分の生き方を考えるなど、生涯にわたってたくましく生き抜く力を育てることを目的として

います。また、事業実施にあたって、教職員、保護者、受入事業所など地域の人々が参加する事業推進委員会を設

け、三者が力を合わせ、「地域の生徒は地域で育てる」、「事業の効果を地域も受け取る」体制としていることも

特徴です。さらに近年は、早期からの職業観、勤労観の育成の観点から、「フリーター、ニート問題」対策として

も注目が高まっています。

　平成18年度においては、1万人近くの中学2年生が、工場、農家、商店、公共施設、福祉施設など約3,100カ所

の事業所で「14歳の挑戦」に取り組みました。

　また、事業初年度にあたる平成11年度に「14歳の挑戦」を体験した生徒が大学3年生となった平成18年度には、

富山県インターンシップ推進協議会（県内の大学や経済団体により構成）に対し参加登録を行った県内大学等の学

生数が、前年に比べ約200人増え900人を超えました。

　富山県独自の取組みとして始まったこの事業は、文部科学省「キャリア教育実践プロジェクト」のモデルとされ、

平成17年度からは全国の都道府県で展開されています。

社会に学ぶ「14歳の挑戦」事業
コラム3─3

大学等
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高等学校教育の推進

●情報化や国際化、少子化の進行など、高校教育をめぐる社会環境が大きく変化

しており、教育内容・方法の改善や学習環境の整備を進めるとともに、教員の

指導力や資質の向上を図ることが求められています。

　高校では、生徒数の減少に伴う学校の小規模化（県立全日制高校の平均学級数：

S63年7.0学級→H18年4.3学級）により、学習活動や部活動等において、生徒

相互が切磋琢磨する機会が減少するなどの問題が懸念されています。また、生

徒の価値観や進路意識の多様化が進んでおり、それぞれの個性や能力に応じた

教育を充実させるための新たな対応が求められています。

●知識理解に偏らないバランスの取れた学力を身につけさせるとともに規範意識

や社会性の希薄化への対応が一層重要となっており、調和のとれた全人教育が

求められています。

●私立学校においては、独自性を活かした特色と魅力ある学校づくりにより、多

様化する教育ニーズに応えることが求められています。

　高校では、自らの将来を切り拓いていくための、確かな学力、規範意識や
社会性とともに、社会に積極的に貢献しようとする意欲と態度を身につける
教育が行われていること。

●社会環境の変化や生徒の個性・価値観の多様化などもふまえながら、将来の富

山を担う若者の育成に取り組みます。

　生徒が相互に切磋琢磨し、充実した高校生活を送ることができるよう学校の適

正な規模や配置を確保するとともに、新しいタイプの高校を導入するなど県立

高校の改革に取り組みます。

　また、教師に対する生徒や保護者の信頼を揺るぎないものとするため、教員研

修の改善・充実、教員評価制度の充実に取り組みます。

●学習指導要領が目指す自ら学び考える力や学ぶ意欲の向上を図るとともに、自

らを律し、社会の変化に主体的に対応できる力を育てることにより、確かな学

力と規範意識、生涯にわたって学び続ける姿勢を身につけた若者を育てます。

●地域との連携も図りながら職業体験、異年齢交流など体験的な学習を推進する

ことによって、豊かな人間性や社会性を育むとともに、進路についての意識を

高め、社会に意欲的に貢献し、社会に信頼される若者の育成に努めます。

●私立高校等の独自性を活かした特色ある教育や、私立専修学校・各種学校によ

る多様な教育の充実に努めます。

●学校教育情報の積極的な公表を進めるとともに、地域の人材などを活かしながら、

地域に開かれ信頼される高校教育を推進します。

全日制県立高校の募集定員と学校数の推移

4
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

・将来の富山を担うたくましい人材の育成の観点に立ち、学校の適正な規模や配置に

配慮した高校再編や充実した教育活動の展開

・中高一貫教育校やものづくりを重視した高校など、新しいタイプの学校・学科の設

置の推進

・地元中学校や地域、大学等高等教育機関との連携拡充による新たな高校教育システ

ムの導入

・教育への情熱や使命感、教師としての人間性を高めるとともに、今日的な教育課題

に対応した実践力や指導力の向上を図るため、教員の自発的な研修を支援し、教員

相互による校内研修を促すなど教員研修を充実

・生涯にわたって自ら学び、考え、行動する力や、豊かな人間関係をつくるためのコ

ミュニケーション能力を育成する教育の充実

・受験指導に偏らず、人として生きていくための基礎・基本を育成する教育の推進

・不登校生徒などが再チャレンジできる柔軟な学習システムの導入

・障害のある生徒の社会参加や自立を促進するための支援の強化

高校教育改革
の推進と
教員の資質向上

自立する力を
伸ばす
教育の充実

1

2

資料：県教育委員会作成
※平均学級数は、学級数÷学校数により、第１学年の学級数の平均を示す。
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7,274人�
（187学級）
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7,474人�
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［S63］�
13,914人�
（320学級）
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徒の価値観や進路意識の多様化が進んでおり、それぞれの個性や能力に応じた

教育を充実させるための新たな対応が求められています。

●知識理解に偏らないバランスの取れた学力を身につけさせるとともに規範意識

や社会性の希薄化への対応が一層重要となっており、調和のとれた全人教育が

求められています。

●私立学校においては、独自性を活かした特色と魅力ある学校づくりにより、多

様化する教育ニーズに応えることが求められています。

　高校では、自らの将来を切り拓いていくための、確かな学力、規範意識や
社会性とともに、社会に積極的に貢献しようとする意欲と態度を身につける
教育が行われていること。

●社会環境の変化や生徒の個性・価値観の多様化などもふまえながら、将来の富

山を担う若者の育成に取り組みます。

　生徒が相互に切磋琢磨し、充実した高校生活を送ることができるよう学校の適

正な規模や配置を確保するとともに、新しいタイプの高校を導入するなど県立

高校の改革に取り組みます。

　また、教師に対する生徒や保護者の信頼を揺るぎないものとするため、教員研

修の改善・充実、教員評価制度の充実に取り組みます。

●学習指導要領が目指す自ら学び考える力や学ぶ意欲の向上を図るとともに、自

らを律し、社会の変化に主体的に対応できる力を育てることにより、確かな学

力と規範意識、生涯にわたって学び続ける姿勢を身につけた若者を育てます。

●地域との連携も図りながら職業体験、異年齢交流など体験的な学習を推進する

ことによって、豊かな人間性や社会性を育むとともに、進路についての意識を

高め、社会に意欲的に貢献し、社会に信頼される若者の育成に努めます。

●私立高校等の独自性を活かした特色ある教育や、私立専修学校・各種学校によ

る多様な教育の充実に努めます。

●学校教育情報の積極的な公表を進めるとともに、地域の人材などを活かしながら、

地域に開かれ信頼される高校教育を推進します。

全日制県立高校の募集定員と学校数の推移

4
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

・将来の富山を担うたくましい人材の育成の観点に立ち、学校の適正な規模や配置に

配慮した高校再編や充実した教育活動の展開

・中高一貫教育校やものづくりを重視した高校など、新しいタイプの学校・学科の設

置の推進

・地元中学校や地域、大学等高等教育機関との連携拡充による新たな高校教育システ

ムの導入

・教育への情熱や使命感、教師としての人間性を高めるとともに、今日的な教育課題

に対応した実践力や指導力の向上を図るため、教員の自発的な研修を支援し、教員

相互による校内研修を促すなど教員研修を充実

・生涯にわたって自ら学び、考え、行動する力や、豊かな人間関係をつくるためのコ

ミュニケーション能力を育成する教育の充実

・受験指導に偏らず、人として生きていくための基礎・基本を育成する教育の推進

・不登校生徒などが再チャレンジできる柔軟な学習システムの導入

・障害のある生徒の社会参加や自立を促進するための支援の強化
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の推進と
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自立する力を
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（※） インターンシップ：生徒が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行う制度。

Ⅰ子育て支援、教育の充実

・生活習慣や規範意識、社会に貢献する意欲・態度等を身に付けさせるための教育の

充実とボランティア活動等社会体験活動の推進

・職業観、勤労観を育てるためのインターンシップ（※）、企業経営者等による講演など、

キャリア教育の推進

・産業界との連携によるものづくり人材の育成など実業教育の充実

・豊かな人間性と社会性を育てるための、乳幼児や小学生、中学生との異年齢交流の

促進

・互いの違いを認め合う心、互いを尊重しあう心を育む「共生・共育」の理念に基づく

教育の推進

・私立学校が行う創意と工夫をこらした様々な特色ある教育に対する支援

・私立専修学校・各種学校が行う、個性と特色を活かし社会のニーズに対応した多様

な教育への支援

・学校運営に必要な管理・経営能力の向上による学校教育の改善

・地域住民や有識者など第三者による外部評価の導入促進と教育情報の公開の推進

・ＮＰＯとの連携などによる地域人材を活用した教育活動の推進と地域との相互交流

の推進

県民等に期待する
主な役割

社会人としての
意識を高める
教育の充実

私立学校教育の
充実

3

4

地域に信頼される
教育の推進

5

企　業

県　民

市町村
・体験学習の受入れ・支援

・企業経営者による学校での講演

・生徒の生活習慣の確立

・ＰＴＡ活動への参加

・地域学習への協力

ＮＰＯ等

・障害のある生徒のサポート

・生徒の地域での活動場所の提供

・学校と地域の連携促進

・高校生の受講受入れ

・教員の資質向上支援

・大学教員による出前講座

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね5年前 現況 平成27年度の姿

授業が分かると答え
る生徒の割合
ほとんどの教科が分かる、

または分かる教科が多い

と答える県立高校 2 年生

の調査対象者全体に対す

る割合

インターンシップ等
体験率
全日制県立高校３年生の

うち３年間で就業体験ま

たは保育・介護体験を体

験した生徒の割合

不登校の出現率
県立高校における不登校

の生徒の割合（文部科学省

の定義による）

生徒の学習習慣の定着や教科に対する興味・

関心の喚起、教師の授業改善などにより、

増加することを目指す。

受入先企業の開拓等により、職業系専門学

科及び総合学科は体験率100％、普通科等

は体験率50％を目標とし、全体では70％

を目指す。

－ 増加させる

70％

60.6％

（H18）

47.0％

（Ｈ18）

18.7%

（Ｈ12）

心の悩み相談体制の充実による早期対応と

きめ細かな支援や再チャレンジ体制などに

より、不登校が無くなることを目指す。

できるだ

けゼロに

近づける

1.49％

[全国値1.73％]

（Ｈ17）

1.27％

[全国値1.91％]

（Ｈ16）

地元大学での高校生の講座 保育体験

大学等
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大学等



未
来
と
や
ま
　
　
大
学
教
育
・
学
術
研
究
・
科
学
技
術
の
振
興

5

第

　
章
1

基 

本 

計 

画

大学教育・学術研究・科学技術の振興

●県内高校卒業生数は、少子化により、最近10年間で全国平均の24.6％減を上回

る32.5％も減少しています。一方、県内高校卒業生の大学進学率は最近10年間

で9.8ポイント上昇（Ｈ8：31.3％→Ｈ18：41.1％）するなど、その半数(50.5％)

が、大学・短大に進学して高等教育を受けています。

●高等教育機関は若者の県内定着に有効であることから、各高等教育機関の魅力

を増し、県内外の多くの優秀な学生に進学してもらえるようにすることが重要

です。

●高等教育機関は地域の経済･文化の発展や振興を図る上でも重要な役割を担って

います。このため、県内各高等教育機関は、相互の連携協力を行う「富山県大学

連携協議会」を平成13年12月に発足させ、各種の地域貢献活動を行ってきまし

た。今後とも、各高等教育機関が「地域の知の拠点」としての役割を果たすこと

が期待されています。

●県と大学等との連携については、平成17年11月には県と富山大学との間で連携

協定を締結し、医療・看護、教育、産業振興、地域振興などに取組み、成果を

上げています。今後さらなる連携協力が期待されます。

●県立大学では、県立大学短期大学部において、卒業生に占める四年制大学等へ

の編入学者比率が大幅に上昇（Ｈ7年度：6.4％→Ｈ17年度：63.0％）しており、

「地域に密着した実践力のある中堅技術者を養成する」という短期大学部の開学

の趣旨と、実態とが乖離しています。

　大学等の高等教育機関を中核として、個性豊かで創造的な人材育成の拠点
や、国内外に発信する学術研究の拠点が形成されているとともに、高等教育
機関と連携した地域振興の取組みが幅広く進められていること。

●高等教育機関における教育水準の向上、基礎科学も含めた研究機能の強化や相

互の連携の活性化を図り、地域の知の拠点としての人材育成・学術研究機能の

強化、魅力の向上を支援します。

●産業発展の基盤となる科学技術の振興については、大学のほか、企業、公設の

試験研究機関などにおける、本県のポテンシャルを活かした研究開発を促進し

ます。

●高等教育機関の地域貢献の推進については、各高等教育機関の独自の取組みや、

相互が連携協力した取組みを積極的に支援していきます。

●県と大学等との連携協力については、医療・看護、教育、産業振興、地域振興

など地域の課題の解決のために積極的に取り組んでいきます。

●環境系の1学科のみとなっている県立大学短期大学部については、現在の二年

制環境工学教育が社会や学生のニーズに適合しているのかどうかそのあり方を

検討していきます。

高校卒業者数と大学・短大の進学者数の推移（富山県）

5
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

・県内高等教育機関による学会の開催や研究への助成

・四年制私立大学に対する寄附講義、研究活性化事業、高大連携事業等への助成

・県内高等教育機関の連携協力組織である「富山県大学連携協議会」が行う「授業の内容・

方法の改善（ファカルティ・ディベロップメント）」などの事業への支援

・公募型研究事業に積極的に取り組むための、研究プロジェクトの拠点となる(財)富山

県新世紀産業機構等の充実や県立試験研究機関の活性化

・ものづくり・ロボット技術、ＩＴ（情報通信技術）、バイオテクノロジー、海洋・深

層水、環境・エネルギー、健康福祉など、重点研究分野における研究開発の推進

・青少年をはじめ多くの県民が科学に親しむ科学技術関連イベントの開催や、小中高

校での体験型学習、講義の実施

・専任コーディネーターの設置など県立大学の地域連携センターや富山大学の地域連

携推進機構などを通じた産学官連携の推進

・社会人の大学・大学院への受入れによるキャリアアップの促進

・県内の全高等教育機関が連携して行う、学生防災ボランティアの養成、合同学園祭「と

やま学生フェスタ」など、地域住民とのつながりを深める取組みの促進

・富山県大学連携協議会の機能強化に向けた協力

・地域の知の拠点としての機能を活かした、幅広い分野における地域貢献の推進

・県内経済活性化に向けた産学官共同研究の推進､デザイン開発・技術協力などによる

伝統産業の再生支援

・現職の小中高教員の富山大学大学院への研修派遣や、教員志望大学生等の児童生徒

の学習補助者、相談相手としての活用

・医学部入学試験の地域枠設定や看護学科の定員増、県内看護師養成施設の教員・学

生への研修の実施など、地域の医師・看護職員の不足に対応した医療・看護人材の

育成

国立・私立大学
等の教育研究
体制の充実

科学技術の振興

1

2

県と富山大学
などとの
連携強化

4

高等教育機関
による地域連携
の取組みへの
支援

3

資料：学校基本調査（毎年5月現在、文部科学省）
（注）括弧内は卒業生に占める比率
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大学進学者　　　短大進学者　　　高校卒業者

4,618
（31.3％） 4,531

（32.1％）
4,455

（33.9％）
4,406

（35.7％）
4,501

（37.7％）
4,509

（38.2％）
4,423

（38.0％）
4,173

（37.2％）
4,010

（37.1％）
4,110

（39.0％）
4,094

（41.1％）

2,140 1,914 1,814 1,646 1,377 1,337 1,286 1,206 1,204 9341,116

14,758
14,107

13,135
12,328 11,934 11,797 11,632

11,231
10,797 11,509

9,955

6,758
（45.8％）

6,445
（45.6％）

6,269
（47.7％）

6,052
（49.1％）

5,878
（49.3％）

5,846
（49.6％）

5,709
（49.1％）

5,379
（47.9％）

5,214
（48.3％）

5,028
（50.5％）

5,226
（49.7％）

大学進学者数
（10年間で11.3％減）

高校卒業者数
（10年間で32.5％減）

大学・短大進学者数�
（10年間で25.6％減）

　＊関連政策：活力3「産学官連携の推進による新技術・新商品の開発」
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大学教育・学術研究・科学技術の振興

●県内高校卒業生数は、少子化により、最近10年間で全国平均の24.6％減を上回

る32.5％も減少しています。一方、県内高校卒業生の大学進学率は最近10年間

で9.8ポイント上昇（Ｈ8：31.3％→Ｈ18：41.1％）するなど、その半数(50.5％)

が、大学・短大に進学して高等教育を受けています。

●高等教育機関は若者の県内定着に有効であることから、各高等教育機関の魅力

を増し、県内外の多くの優秀な学生に進学してもらえるようにすることが重要

です。

●高等教育機関は地域の経済･文化の発展や振興を図る上でも重要な役割を担って

います。このため、県内各高等教育機関は、相互の連携協力を行う「富山県大学

連携協議会」を平成13年12月に発足させ、各種の地域貢献活動を行ってきまし

た。今後とも、各高等教育機関が「地域の知の拠点」としての役割を果たすこと

が期待されています。

●県と大学等との連携については、平成17年11月には県と富山大学との間で連携

協定を締結し、医療・看護、教育、産業振興、地域振興などに取組み、成果を

上げています。今後さらなる連携協力が期待されます。

●県立大学では、県立大学短期大学部において、卒業生に占める四年制大学等へ

の編入学者比率が大幅に上昇（Ｈ7年度：6.4％→Ｈ17年度：63.0％）しており、

「地域に密着した実践力のある中堅技術者を養成する」という短期大学部の開学

の趣旨と、実態とが乖離しています。

　大学等の高等教育機関を中核として、個性豊かで創造的な人材育成の拠点
や、国内外に発信する学術研究の拠点が形成されているとともに、高等教育
機関と連携した地域振興の取組みが幅広く進められていること。

●高等教育機関における教育水準の向上、基礎科学も含めた研究機能の強化や相

互の連携の活性化を図り、地域の知の拠点としての人材育成・学術研究機能の

強化、魅力の向上を支援します。

●産業発展の基盤となる科学技術の振興については、大学のほか、企業、公設の

試験研究機関などにおける、本県のポテンシャルを活かした研究開発を促進し

ます。

●高等教育機関の地域貢献の推進については、各高等教育機関の独自の取組みや、

相互が連携協力した取組みを積極的に支援していきます。

●県と大学等との連携協力については、医療・看護、教育、産業振興、地域振興

など地域の課題の解決のために積極的に取り組んでいきます。

●環境系の1学科のみとなっている県立大学短期大学部については、現在の二年

制環境工学教育が社会や学生のニーズに適合しているのかどうかそのあり方を

検討していきます。

高校卒業者数と大学・短大の進学者数の推移（富山県）

5
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

・県内高等教育機関による学会の開催や研究への助成

・四年制私立大学に対する寄附講義、研究活性化事業、高大連携事業等への助成

・県内高等教育機関の連携協力組織である「富山県大学連携協議会」が行う「授業の内容・

方法の改善（ファカルティ・ディベロップメント）」などの事業への支援

・公募型研究事業に積極的に取り組むための、研究プロジェクトの拠点となる(財)富山

県新世紀産業機構等の充実や県立試験研究機関の活性化

・ものづくり・ロボット技術、ＩＴ（情報通信技術）、バイオテクノロジー、海洋・深

層水、環境・エネルギー、健康福祉など、重点研究分野における研究開発の推進

・青少年をはじめ多くの県民が科学に親しむ科学技術関連イベントの開催や、小中高

校での体験型学習、講義の実施

・専任コーディネーターの設置など県立大学の地域連携センターや富山大学の地域連

携推進機構などを通じた産学官連携の推進

・社会人の大学・大学院への受入れによるキャリアアップの促進

・県内の全高等教育機関が連携して行う、学生防災ボランティアの養成、合同学園祭「と

やま学生フェスタ」など、地域住民とのつながりを深める取組みの促進

・富山県大学連携協議会の機能強化に向けた協力

・地域の知の拠点としての機能を活かした、幅広い分野における地域貢献の推進

・県内経済活性化に向けた産学官共同研究の推進､デザイン開発・技術協力などによる

伝統産業の再生支援

・現職の小中高教員の富山大学大学院への研修派遣や、教員志望大学生等の児童生徒

の学習補助者、相談相手としての活用

・医学部入学試験の地域枠設定や看護学科の定員増、県内看護師養成施設の教員・学

生への研修の実施など、地域の医師・看護職員の不足に対応した医療・看護人材の

育成

国立・私立大学
等の教育研究
体制の充実

科学技術の振興

1

2

県と富山大学
などとの
連携強化

4

高等教育機関
による地域連携
の取組みへの
支援

3

資料：学校基本調査（毎年5月現在、文部科学省）
（注）括弧内は卒業生に占める比率
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大学進学者　　　短大進学者　　　高校卒業者

4,618
（31.3％） 4,531

（32.1％）
4,455

（33.9％）
4,406

（35.7％）
4,501

（37.7％）
4,509

（38.2％）
4,423

（38.0％）
4,173

（37.2％）
4,010

（37.1％）
4,110

（39.0％）
4,094

（41.1％）

2,140 1,914 1,814 1,646 1,377 1,337 1,286 1,206 1,204 9341,116

14,758
14,107

13,135
12,328 11,934 11,797 11,632

11,231
10,797 11,509

9,955

6,758
（45.8％）

6,445
（45.6％）

6,269
（47.7％）

6,052
（49.1％）

5,878
（49.3％）

5,846
（49.6％）

5,709
（49.1％）

5,379
（47.9％）

5,214
（48.3％）

5,028
（50.5％）

5,226
（49.7％）

大学進学者数
（10年間で11.3％減）

高校卒業者数
（10年間で32.5％減）

大学・短大進学者数�
（10年間で25.6％減）

　＊関連政策：活力3「産学官連携の推進による新技術・新商品の開発」
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Ⅰ子育て支援、教育の充実

・少人数によるゆきとどいた教育の実施、学部・大学院を通じた一貫教育体制の確立、

学生の自立を促すキャリア教育の充実など先端技術、環境・資源、人間を重点課題

とした教育研究の推進

・公的機関による外部評価、学生による授業評価の実施

・短期大学部（環境システム工学科）のあり方の検討

県民等に期待する
主な役割

県立大学の
教育研究体制の
充実

5

企　業

県　民

市町村
・産学官連携の推進

・大学の教育研究への協力支援

・キャリアアップでの県内高等教育

　機関の活用

・子どもたちの科学する心の醸成

・高等教育機関との連携協力

・科学技術教育の推進

・大学の地域連携活動への支援

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

県内高等教育機関に
おける日本技術者教
育認定機構（JABEE）
認定の教育プログラ
ムの数
工学系において一定水準

以上の教育レベルにある

と認定されている教育プ

ログラム数（学科単位でカ

ウント）

県内における全国規
模以上の学会開催数
富山県高等教育振興財団

及び富山コンベンション

ビューローの助成件数

競争的資金の獲得状
況
県内高等教育機関及び公

設試験研究機関等におけ

る文部科学省の科学研究

費補助金の採択件数

県内高等教育機関に
おける県内企業との
共同研究件数
高等教育機関と県内企業

との共同研究件数

県内大学の工学部全学科（富山大学4学科、

県立大学4学科）及び高専の工学系全専攻

科（3専攻科）においてＪＡＢＥＥ認定を受

ける。

― 11件
4件

（H17）

学会の誘致は、大学等において長期の準備

期間を要するなど容易ではないが、助成制

度等を活用し、ここ数年間のピークである

21件（H15）を上回る件数を目指す。

25件
16件

（H17）

9件

（H12）

高等教育機関が地域連携の強化に取り組ん

でいることから、概ね倍増（毎年平均7件

程度の増）を目指す。

150件
78件

（H17）

21件

（H14）

全国的な競争のなか、本県のポテンシャル

を活かした研究テーマの提案などによって、

全国的な見込み伸率(8％)を上回る伸び(15％)

を目指す。

350件
305件

（H17）

257件

（H13）

・教育研究体制の充実

・科学技術人材の育成

・県や市町村との連携協力

・産学官連携等の地域連携活動の推進

大学等

富山県立大学　ダ・ヴィンチ祭 富山県立大学研究協力会（産学の技術交流）
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を活かした研究テーマの提案などによって、

全国的な見込み伸率(8％)を上回る伸び(15％)

を目指す。

350件
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257件
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・科学技術人材の育成

・県や市町村との連携協力

・産学官連携等の地域連携活動の推進
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富山県立大学　ダ・ヴィンチ祭 富山県立大学研究協力会（産学の技術交流）
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生涯をとおした学びの推進

●高齢化や情報化、グローバル化の進展、価値観やライフスタイルの変化に伴い、

自由時間を有意義に活用したいという意識が高まるとともに、県民の学習ニー

ズが拡大、多様化、高度化しています。

●県民の学習意欲は全国的にも高く、これに呼応して、人口10万人あたりの県内

講座開催数が818講座（H16、全国平均460講座）となるなど、幅広く学習機会

が提供されるようになっています。

　内訳を見ると、これまでは県・市町村等を中心に学習機会が提供されてきまし

たが、近年、民間事業者の開催講座数の増加が著しくなっており、また、ボラ

ンティア講師による講座開催が増えつつあります。このように、生涯学習につ

いては、基本的に行政主導による学習機会の提供から、県民が主体的に参画し、

学習活動する形態へと移行しつつあります。

●これまで学習機会が少なかった働き盛りの世代、子育て中の世代のニーズに応え、

さらに、ニート・フリーターなどの若者の自立を支援する面からも、多様なメ

ディアを活用した在宅学習の充実が求められています。また、今後、団塊の世

代が退職時期を迎え、学習意欲旺盛な県民の増加が見込まれることから、生き

がいづくりにつながる新たな学習機会の充実が求められています。

　誰もが一人ひとりの目的、ニーズや社会の新たな課題に応じて、自由に学
習の機会や場を選択して学ぶことができること。

●あらゆるライフステージにおいて県民一人ひとりが多様な学習機会を享受し、

自己実現を図るとともに、学習の成果が地域ボランティアの活動など地域社会

に活かされる環境づくりを進めます。

●生涯学習に関わる大学・民間事業者・行政などの相互の適切な連携や、ボラン

ティア活動の推進を図り、県民の主体的、自発的な学習活動を促していきます。

生涯学習講座数の推移（富山県と全国平均の比較）

（※） リカレント教育：一度社会に出た者が学校等で再び学べるようにするなど、生涯にわたって教育の機会を得ることができるよう
働くことと学ぶことが結びついた教育システム。

6
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

・インターネット、ＣＡＴＶなど多様なメディアを活用した在宅学習機会の普及

・図書館の機能を活かす読み聞かせ講座等の開催や、公民館での地域に密着した講座・

教室の開設など教育施設を活用した学習機会の充実

・大学等における一般県民を対象とする公開講座等の充実支援

・看護師や保育士、企業の技術者などの専門職を対象とする大学等の講座・セミナー

の充実支援

・学習の成果を活かしたボランティア活動（自遊塾におけるボランティア講師など）や

地域活動の推進

・とやま学遊ネットなどインターネットを利用した学習情報の収集、提供と図書館の

レファレンス機能の充実

・市町村・大学・民間事業者等と連携した学習サービス向上と相互協力

・自主的な学習グループの育成と相互ネットワークづくりの支援

・県民が自主的に学習活動を行う日の設定や、市町村等との連携による生涯学習啓発

活動、団塊世代の一日講座体験等の実施

・熟年世代や女性など幅広い人々を対象とする、県民の学習活動を支えるボランティ

アやリーダーの育成

・大学等への社会人受入れなどリカレント教育（※）の推進

・職業生活の各段階に応じた自発的な能力開発の支援

・専修学校等におけるキャリア教育に対する支援

多様な
学習活動の支援

県民の学習を
支える基盤整備

1

2

キャリアを磨く
実践的な学びの
推進

3

資料：社会教育調査（3年毎、文部科学省）※講座数を人口10万人あたりに換算

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

（講座数）

H4 H7 H10 H13 H16

現状と課題

取組みの
基本方向
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行政（富山） 　 民間（富山） 　 行政（全国） 　 民間（全国）

419

230

360

224

482

283

484

329

666

311

149

152

108

80

133

37

6844

152

108

80

133

37

6844

0
27 149
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●高齢化や情報化、グローバル化の進展、価値観やライフスタイルの変化に伴い、

自由時間を有意義に活用したいという意識が高まるとともに、県民の学習ニー

ズが拡大、多様化、高度化しています。

●県民の学習意欲は全国的にも高く、これに呼応して、人口10万人あたりの県内

講座開催数が818講座（H16、全国平均460講座）となるなど、幅広く学習機会

が提供されるようになっています。

　内訳を見ると、これまでは県・市町村等を中心に学習機会が提供されてきまし

たが、近年、民間事業者の開催講座数の増加が著しくなっており、また、ボラ

ンティア講師による講座開催が増えつつあります。このように、生涯学習につ

いては、基本的に行政主導による学習機会の提供から、県民が主体的に参画し、

学習活動する形態へと移行しつつあります。

●これまで学習機会が少なかった働き盛りの世代、子育て中の世代のニーズに応え、

さらに、ニート・フリーターなどの若者の自立を支援する面からも、多様なメ

ディアを活用した在宅学習の充実が求められています。また、今後、団塊の世

代が退職時期を迎え、学習意欲旺盛な県民の増加が見込まれることから、生き

がいづくりにつながる新たな学習機会の充実が求められています。

　誰もが一人ひとりの目的、ニーズや社会の新たな課題に応じて、自由に学
習の機会や場を選択して学ぶことができること。

●あらゆるライフステージにおいて県民一人ひとりが多様な学習機会を享受し、

自己実現を図るとともに、学習の成果が地域ボランティアの活動など地域社会

に活かされる環境づくりを進めます。

●生涯学習に関わる大学・民間事業者・行政などの相互の適切な連携や、ボラン

ティア活動の推進を図り、県民の主体的、自発的な学習活動を促していきます。

生涯学習講座数の推移（富山県と全国平均の比較）

（※） リカレント教育：一度社会に出た者が学校等で再び学べるようにするなど、生涯にわたって教育の機会を得ることができるよう
働くことと学ぶことが結びついた教育システム。

6
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅰ子育て支援、教育の充実

重点施策

重点施策 内　　　容

・インターネット、ＣＡＴＶなど多様なメディアを活用した在宅学習機会の普及

・図書館の機能を活かす読み聞かせ講座等の開催や、公民館での地域に密着した講座・

教室の開設など教育施設を活用した学習機会の充実

・大学等における一般県民を対象とする公開講座等の充実支援

・看護師や保育士、企業の技術者などの専門職を対象とする大学等の講座・セミナー

の充実支援

・学習の成果を活かしたボランティア活動（自遊塾におけるボランティア講師など）や

地域活動の推進

・とやま学遊ネットなどインターネットを利用した学習情報の収集、提供と図書館の

レファレンス機能の充実

・市町村・大学・民間事業者等と連携した学習サービス向上と相互協力

・自主的な学習グループの育成と相互ネットワークづくりの支援

・県民が自主的に学習活動を行う日の設定や、市町村等との連携による生涯学習啓発

活動、団塊世代の一日講座体験等の実施

・熟年世代や女性など幅広い人々を対象とする、県民の学習活動を支えるボランティ

アやリーダーの育成

・大学等への社会人受入れなどリカレント教育（※）の推進

・職業生活の各段階に応じた自発的な能力開発の支援

・専修学校等におけるキャリア教育に対する支援

多様な
学習活動の支援

県民の学習を
支える基盤整備
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2

キャリアを磨く
実践的な学びの
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Ⅰ子育て支援、教育の充実

県民等に期待する
主な役割 県　民

市町村

・魅力ある学習機会の提供

・主体的な学習活動

・学習成果の地域への還元

・学習メニューの企画、提供　　

・情報提供や相談受付

・教育施設の充実

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

１年間に生涯学習を
行ったことがある人
の割合
県政世論調査において「過

去１年間に文化・スポー

ツや趣味・教養などの学

習活動を行ったことがある」

と答える人の割合

生涯学習の人口10万
人あたり年間開催講
座数（うち民間講座数）
県・市町村、民間などに

よる生涯学習講座の１年

間における開催講座数（人

口10万人あたりに換算）

県内高等教育機関の
大学院における社会
人の数
大学院在学者のうちの社

会人の数

学習意欲旺盛な熟年世代の増加や生涯学習

を支えるボランティア人材の育成等による

効果を見込み、概ね1/3程度への増加を目

標とする。

これまで県・市町村の講座が中心であったが、

学習ニーズの増大・多様化に対応し、民間

の講座数が引き続き伸びるものと見込む。

－ 35％

900講座

（300講座）

28.3％

（Ｈ18）

818講座

(152講座)

（H16）

519講座

（37講座）

（H10）

近年減少傾向にあるが、各大学院の積極的

な姿勢に期待し、5年前の水準への回復を

目指す。
200人

169人

（Ｈ18）

207人

（Ｈ13）

講座での学びの成果の発表
（自遊塾：カラー影絵講座）

高齢者の介護手法の受講
（暮らしの知恵を学ぶ生涯学習講座）

生涯学習事業者

・県民の学習活動の支援

・公開講座の提供

・リカレント教育の実施

大学等

ボランティア等

高校生と共に学ぶデッサン
（特別講座：デッサン入門）

学習相談
（夏季講座の申込、受講案内等）
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主な役割 県　民

市町村

・魅力ある学習機会の提供

・主体的な学習活動

・学習成果の地域への還元

・学習メニューの企画、提供　　

・情報提供や相談受付

・教育施設の充実

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

１年間に生涯学習を
行ったことがある人
の割合
県政世論調査において「過

去１年間に文化・スポー

ツや趣味・教養などの学

習活動を行ったことがある」

と答える人の割合

生涯学習の人口10万
人あたり年間開催講
座数（うち民間講座数）
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人の数
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学習意欲旺盛な熟年世代の増加や生涯学習

を支えるボランティア人材の育成等による

効果を見込み、概ね1/3程度への増加を目

標とする。

これまで県・市町村の講座が中心であったが、

学習ニーズの増大・多様化に対応し、民間

の講座数が引き続き伸びるものと見込む。
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（300講座）
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（Ｈ18）

818講座

(152講座)

（H16）

519講座

（37講座）

（H10）

近年減少傾向にあるが、各大学院の積極的

な姿勢に期待し、5年前の水準への回復を

目指す。
200人

169人

（Ｈ18）

207人

（Ｈ13）

講座での学びの成果の発表
（自遊塾：カラー影絵講座）

高齢者の介護手法の受講
（暮らしの知恵を学ぶ生涯学習講座）

生涯学習事業者

・県民の学習活動の支援

・公開講座の提供

・リカレント教育の実施

大学等

ボランティア等

高校生と共に学ぶデッサン
（特別講座：デッサン入門）

学習相談
（夏季講座の申込、受講案内等）
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自主的な社会活動の推進

●様々な分野でＮＰＯやボランティアによる自主的な活動が増えています。特に、

富山から生まれ全国に展開した「富山型デイサ－ビス」をはじめ、不登校・ニ－

ト対策、災害救援犬の訓練・派遣などで全国の先駆けとなるＮＰＯ活動が展開

されているほか、医師会ＮＰＯ法人、スキ－場経営を行うＮＰＯもみられるなど、

地域づくりや公共サ－ビスの新たな担い手として期待が高まってきています。

　県内ＮＰＯ法人（※）の活動分野については、全国との比較でみると、保健・医療・

福祉、子どもの健全育成、学術・文化・芸術・スポ－ツの分野で多いのが特徴

となっています。

●県内の活動団体は、組織的、財政的に小規模なものが多く、組織運営、経営、

資金調達、広報等のマネジメント力が十分とは言えません。また、ＮＰＯの法

人化は増加基調にありますが、未だ全国低位（17年度：ＮＰＯ法人数全国42位）

にあり、ＮＰＯ活動への一層の理解促進が求められます。

●「富山県ボランティア・ＮＰＯ協働ガイドライン」（平成16年策定）に基づき、Ｎ

ＰＯ提案による運転教育センタ－における託児など、ＮＰＯと行政との協働の

取組みが進められていますが、協働事業の広がりが十分でない状況です。

●ボランティア活動者は増加していますが、今後、団塊世代の大量退職を迎える

こともあり、経験や知識を活かし、新たにボランティア活動に参加したいと考

える熟年世代が増えるものと期待されます。

　ＮＰＯやボランティアが幅広い人々の参加のもと、地域社会や公共サ－ビ
スの新たな担い手として、様々な分野において活発に活動していること。

●県民のＮＰＯ活動への理解の高まりとＮＰＯのマネジメント力の安定・強化を

図るとともに、福祉、子育てなど地域の課題やニーズに対応するＮＰＯの先駆

的な活動への支援やボランティア支援センターの充実に取り組みます。

●ＮＰＯ、企業、行政等多様な担い手が、それぞれの利点・特性を活かして、共

通する課題の解決に向けて連携できるよう、協働の取組みを推進します。

●活動体験、研修などを通じて、ボランティアの普及啓発や人材養成を進め、学生、

女性、熟年世代、勤労者など幅広い県民のボランティア活動への参加を促進し

ます。

ＮＰＯ法人数及びボランティア
活動者数の推移

ＮＰＯ法人の活動分野別構成比及び法人数

（※） ＮＰＯ法人：ＮＰＯとは、Ｎon－Ｐrofit Ｏrganizationの略で民間非営利組織（営利を目的とせず社会貢献活動を行う組織）をい
う。このうち、特定非営利活動促進法に基づいて非営利活動を行うことを主たる目的として設立された法人をＮＰＯ法人という。

7
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

資料：県男女参画・ボランティア課、内閣府調べ（平成18年 3 月末現在）
（注）一つの法人が複数の分野の活動を行う場合があり、合計は認証法人数とは一致しません。

資料：県男女参画・ボランティア課調べ
県社会福祉協議会調べ　　　　　
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富山県ＮＰＯ法人数

　保健・医療・福祉、子どもの健全育成、学術・文化・芸術・スポ－ツの比率が全国より高く、
法人数も多くなっています。

　ＮＰＯ法人認証数は着実に増加しており、
平成14年度以降の伸びが大きくなってい
ます。
　ボランティア活動者の数は着実に増加し
ています。
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通する課題の解決に向けて連携できるよう、協働の取組みを推進します。

●活動体験、研修などを通じて、ボランティアの普及啓発や人材養成を進め、学生、
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Ⅱ多彩な県民活動の推進

県民等に期待する
主な役割

企　業

県　民 ＮＰＯ等

市町村

・ＮＰＯやボランティア活動への

　理解と支援 

・植林や清掃美化など地域活動へ

　の参加

・多様なＮＰＯやボランティア活動

　への理解と参加

・活動の企画・実施

・行政との協働事業の実施

・県民への参加機会の提供

・ＮＰＯやボランティア活動への

　理解と支援

・協働事業の実施

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

協働のパ－トナ－としてのＮＰＯ －県の協働ガイドラインより－  

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

ＮＰＯ法人認証数
ＮＰＯ法人認証数（累計）

常勤スタッフを有す
るＮＰＯ法人数
常勤有給スタッフを有す

るＮＰＯ法人数

ボランティア活動者
数
地域で継続的に活動して

いるボランティア数

法人設立気運の高まりがみられる一方、今後、

競争と淘汰による解散・合併も想定されるが、

法人制度の普及啓発により、人口当たりで

現況の全国トップレベルまで増加すること

を目指す（Ｈ17の人口当たりの法人数は全

国40位→Ｈ27の400法人は、Ｈ17時点で

は全国１位の東京都39.3法人／10万人に

次いで2位に相当）。

11法人

（H12）
400法人

154法人

（Ｈ17）

－
200法人

65法人

（Ｈ17）

富山型デイサ－ビスなど、事業型ＮＰＯ法

人が少しずつ増えており、常勤スタッフを

有する法人も同様に増えている。マネジメ

ント力の強化支援により、現況の 4 割から

半数への増加を目指す。

70,000人
56,121人

（Ｈ17）

40,793人

（H12）

今後、人口減が見込まれるなか、ボランテ

ィアに関する意識啓発により、団塊世代（約

68千人）の2割程度の新規参加を目指す。

重点施策

重点施策 内　　　容

・地域づくり、公共サービスの提供に取り組む手法としてのＮＰＯ法人制度の普及啓

発や法人設立への支援

・先駆的活動を行うＮＰＯ法人に対する助成や会計税務研修、専門家相談などによる

マネジメント力の強化支援

・インタ－ネットなどを通じたＮＰＯに関する情報提供や意欲的な活動実例の紹介

・ボランティア支援センタ－の充実などＮＰＯが活動しやすい環境づくり

・提案公募型の協働事業実施などＮＰＯと県・市町村との協働事業の推進

・ＮＰＯ公開講座やフォ－ラムの開催、事例紹介などによる協働の理解促進とＮＰＯ

の政策提言力の向上

・協働コーディネータ－の養成、県・市町村の職員研修や相談窓口の設置など協働相

談体制の充実

・ボランティアフェスティバル等の開催やインタ－ネットなどを通じたボランティア

情報の提供

・団塊世代のボランティア参加促進と相談窓口の設置やサポ－ト実施による活動支援

・学生、女性、勤労者など幅広い県民の参加促進と活動支援

・入門からリ－ダ－育成までの体系的な研修や分野毎の専門研修の実施などボランテ

ィアの人材養成

・活動拠点となるボランティア交流サロンの充実

・災害関係機関との連携促進や災害救援コ－ディネ－タ－の養成など、災害救援ボラ

ンティア活動の充実

地域貢献に
取り組むＮＰＯ
法人の活動支援

ＮＰＯと行政と
の協働の推進

1

2

ボランティア
活動の推進

3

・情報提供、相談、交流

・研修など人材の育成

社団・財団法人

地緑団体 社会福祉
法人等

NPO法人

ボランティア
グループ・個人

ガイドラインにおける
NPO（太線枠内）

ボランティア
支援センター

ボランティア団体
（枠内黄色部分）
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数
地域で継続的に活動して

いるボランティア数

法人設立気運の高まりがみられる一方、今後、

競争と淘汰による解散・合併も想定されるが、

法人制度の普及啓発により、人口当たりで

現況の全国トップレベルまで増加すること

を目指す（Ｈ17の人口当たりの法人数は全

国40位→Ｈ27の400法人は、Ｈ17時点で

は全国１位の東京都39.3法人／10万人に

次いで2位に相当）。

11法人

（H12）
400法人

154法人

（Ｈ17）

－
200法人

65法人

（Ｈ17）

富山型デイサ－ビスなど、事業型ＮＰＯ法

人が少しずつ増えており、常勤スタッフを

有する法人も同様に増えている。マネジメ

ント力の強化支援により、現況の 4 割から

半数への増加を目指す。

70,000人
56,121人

（Ｈ17）

40,793人

（H12）

今後、人口減が見込まれるなか、ボランテ

ィアに関する意識啓発により、団塊世代（約

68千人）の2割程度の新規参加を目指す。

重点施策

重点施策 内　　　容

・地域づくり、公共サービスの提供に取り組む手法としてのＮＰＯ法人制度の普及啓

発や法人設立への支援

・先駆的活動を行うＮＰＯ法人に対する助成や会計税務研修、専門家相談などによる

マネジメント力の強化支援

・インタ－ネットなどを通じたＮＰＯに関する情報提供や意欲的な活動実例の紹介

・ボランティア支援センタ－の充実などＮＰＯが活動しやすい環境づくり

・提案公募型の協働事業実施などＮＰＯと県・市町村との協働事業の推進

・ＮＰＯ公開講座やフォ－ラムの開催、事例紹介などによる協働の理解促進とＮＰＯ

の政策提言力の向上

・協働コーディネータ－の養成、県・市町村の職員研修や相談窓口の設置など協働相

談体制の充実

・ボランティアフェスティバル等の開催やインタ－ネットなどを通じたボランティア

情報の提供

・団塊世代のボランティア参加促進と相談窓口の設置やサポ－ト実施による活動支援

・学生、女性、勤労者など幅広い県民の参加促進と活動支援

・入門からリ－ダ－育成までの体系的な研修や分野毎の専門研修の実施などボランテ

ィアの人材養成

・活動拠点となるボランティア交流サロンの充実

・災害関係機関との連携促進や災害救援コ－ディネ－タ－の養成など、災害救援ボラ

ンティア活動の充実

地域貢献に
取り組むＮＰＯ
法人の活動支援

ＮＰＯと行政と
の協働の推進

1

2

ボランティア
活動の推進

3

・情報提供、相談、交流

・研修など人材の育成

社団・財団法人

地緑団体 社会福祉
法人等

NPO法人

ボランティア
グループ・個人

ガイドラインにおける
NPO（太線枠内）

ボランティア
支援センター

ボランティア団体
（枠内黄色部分）
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資料：県男女参画・ボランティア課調べ
資料：平成16年度　富山県男女共同参画社会に関する意識調査報告書

（県男女参画・ボランティア課）

資料：県男女参画・ボランティア課調べ※（ 　）は、全国順位
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男女共同参画の推進

●「富山県民男女共同参画計画」に基づき様々な取組みを進めてきた結果、県職員

や学校における女性管理職の割合は、全国上位で推移しており、県の審議会等

への女性の参画も、直近5年で6.5％増加するなど公的部門の男女共同参画は、

着実に進展しています。また、雇用状況をみると、女性の就業率（Ｈ17:50.8%）

や平均勤続年数（Ｈ17:11.5年）が全国トップクラスにあります。

●一方、民間も合わせた女性管理職の登用は、進んでいない状況（Ｈ12:3.4％（全

国45位））にありますが、製造業のウェイトが高いことや男性中心の職場慣行、

性別による固定的役割分担意識が残っていることなどがその背景にあると考え

られます。

●女性のライフステージに応じた多様な選択が拡がる中で、一人ひとりの女性が

家族の協力や社会の支援のもとに、主体的に人生を切り拓くことによって、そ

の個性と能力を十分に発揮できる社会が求められています。また、配偶者等か

らの暴力に関する相談件数が依然として多い状況にあるなど、ＤＶ（※1）被害が

顕在化しています。

　男女を問わず誰もが、家庭、職場、地域などあらゆる分野の活動に参画す
る機会が確保され、社会の対等な構成員として、共に責任を担っていること。

●政策・方針決定過程や職場、地域での女性の参画を進めるとともに、子育て後

の再就職、起業など様々な分野への女性のチャレンジ支援を推進します。

●県民のあらゆる層を対象とした意識啓発や情報提供を行い、男女共同参画意識

の定着を図ります。また、女性相談センターの機能強化など配偶者等からの暴

力の防止及び被害者対策の充実を図ります。

●職場における均等な機会と待遇の確保や、働き方の見直しなど、男女がともに

いきいきと働くことができる環境づくりに努めます。

県の審議会等における
女性委員の割合

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」
という考え方について

県の女性管理職、小・中・高等学校の女性校長の状況（平成17年度）
及び民間も合わせた女性管理職の登用状況（平成12年度）　　　　��

（※1） ＤＶ（Domestic Violence）：一般的には、「夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性から女性に対してふるわれる暴
力」という意味で使用される。

8
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

10.4

13.3

17.2

25.9

32.4

重点施策

重点施策 内　　　容

・審議会などへの女性の参画促進

・企業における女性管理職候補者の資質向上のための研修の実施など、管理職への登

用促進

・チャレンジ支援コーナーでの相談や各種講座の充実による女性のチャレンジ支援

・富山県女性のチャレンジ支援連絡協議会による効果的な支援体制の構築や、チャレ

ンジに関する総合的なサイトの開設による情報提供の充実

・福祉や農産品加工などの分野での意欲的な起業活動に対する支援

・富山県民共生センターや公民館における男性向けの家事応援講座、家庭教育講座等

の充実

・男女共同参画推進員による地域における意識啓発活動の推進

・男女共同参画の視点に立った制度や慣行（社会通念、習慣、しきたり）の見直し促

進

・児童生徒の発達段階に応じた、学校における男女平等教育の充実

・街頭キャンペーンや公開講座の実施など、女性への暴力を許さない社会の実現に向

けた教育・啓発活動の推進

・女性相談センターの移転改築や相談体制の強化など安全・安心な被害者救済体制の

充実

・富山県ＤＶ対策連絡協議会を通じた関係機関の連携強化や民間団体との協働などに

よる被害者の自立支援体制の強化

女性の参画の拡
大とチャレンジ
支援機能の充実

男女共同参画の
意識啓発

1

2

配偶者等からの
暴力の防止及び
被害者保護対策
の充実 

3

現状と課題 取組みの
基本方向

178 第2編─第1章（第3節） 179第2編─第1章（第3節）

　＊関連政策：未来1「子育ての支援」（仕事と子育ての両立）

富山県

全国平均

5.7％（8位）

4.4％

32.4％（7位）

18.2％

6.0％（15位）

4.8％

6.5％（5位）

3.6％

3.4%（45位）

4.5%

県の女性管理職
の割合

小学校の女性校長
の割合

中学校の女性校長
の割合

高等学校の女性校長
の割合

民間も合わせた
女性管理職の割合

審議会等における女性委員の割合は着実に増加し
ている。

平成16年度調査では、平成2年の調査開始以来、初めて反対が賛成を上回ったが、
男女別に見ると、依然として男性の賛成の割合が高い。

賛成　　　どちらかといえば賛成　　　どちらかといえば反対　　　反対　　　わからない

全　　体

男　　性

女　　性

20 ～ 29 歳

30 ～ 39 歳

40 ～ 49 歳

50 ～ 59 歳

60 ～ 69 歳

70 歳以上

11.8

13.4

10.5

9.4

7.2

7.0 22.0 36.6 19.9 14.5

8.9 35.0 28.6 21.7 5.9

13.2 29.3 21.3 14.9 21.3

24.4 29.8 14.9 1.2 29.8

28.0 26.4 24.0 14.4

22.2 32.5 23.9 12.0

25.7 27.8 20.3 15.8

31.1 25.3 13.4 16.8

28.2 26.6 17.2 16.2
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資料：県男女参画・ボランティア課調べ
資料：平成16年度　富山県男女共同参画社会に関する意識調査報告書

（県男女参画・ボランティア課）

資料：県男女参画・ボランティア課調べ※（ 　）は、全国順位
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男女共同参画の推進

●「富山県民男女共同参画計画」に基づき様々な取組みを進めてきた結果、県職員

や学校における女性管理職の割合は、全国上位で推移しており、県の審議会等

への女性の参画も、直近5年で6.5％増加するなど公的部門の男女共同参画は、

着実に進展しています。また、雇用状況をみると、女性の就業率（Ｈ17:50.8%）

や平均勤続年数（Ｈ17:11.5年）が全国トップクラスにあります。

●一方、民間も合わせた女性管理職の登用は、進んでいない状況（Ｈ12:3.4％（全

国45位））にありますが、製造業のウェイトが高いことや男性中心の職場慣行、

性別による固定的役割分担意識が残っていることなどがその背景にあると考え

られます。

●女性のライフステージに応じた多様な選択が拡がる中で、一人ひとりの女性が

家族の協力や社会の支援のもとに、主体的に人生を切り拓くことによって、そ

の個性と能力を十分に発揮できる社会が求められています。また、配偶者等か

らの暴力に関する相談件数が依然として多い状況にあるなど、ＤＶ（※1）被害が

顕在化しています。

　男女を問わず誰もが、家庭、職場、地域などあらゆる分野の活動に参画す
る機会が確保され、社会の対等な構成員として、共に責任を担っていること。

●政策・方針決定過程や職場、地域での女性の参画を進めるとともに、子育て後

の再就職、起業など様々な分野への女性のチャレンジ支援を推進します。

●県民のあらゆる層を対象とした意識啓発や情報提供を行い、男女共同参画意識

の定着を図ります。また、女性相談センターの機能強化など配偶者等からの暴

力の防止及び被害者対策の充実を図ります。

●職場における均等な機会と待遇の確保や、働き方の見直しなど、男女がともに

いきいきと働くことができる環境づくりに努めます。

県の審議会等における
女性委員の割合

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」
という考え方について

県の女性管理職、小・中・高等学校の女性校長の状況（平成17年度）
及び民間も合わせた女性管理職の登用状況（平成12年度）　　　　��

（※1） ＤＶ（Domestic Violence）：一般的には、「夫や恋人など親密な関係にある、又はあった男性から女性に対してふるわれる暴
力」という意味で使用される。
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政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

10.4

13.3

17.2

25.9

32.4

重点施策

重点施策 内　　　容

・審議会などへの女性の参画促進

・企業における女性管理職候補者の資質向上のための研修の実施など、管理職への登

用促進

・チャレンジ支援コーナーでの相談や各種講座の充実による女性のチャレンジ支援

・富山県女性のチャレンジ支援連絡協議会による効果的な支援体制の構築や、チャレ

ンジに関する総合的なサイトの開設による情報提供の充実

・福祉や農産品加工などの分野での意欲的な起業活動に対する支援

・富山県民共生センターや公民館における男性向けの家事応援講座、家庭教育講座等

の充実

・男女共同参画推進員による地域における意識啓発活動の推進

・男女共同参画の視点に立った制度や慣行（社会通念、習慣、しきたり）の見直し促

進

・児童生徒の発達段階に応じた、学校における男女平等教育の充実

・街頭キャンペーンや公開講座の実施など、女性への暴力を許さない社会の実現に向

けた教育・啓発活動の推進

・女性相談センターの移転改築や相談体制の強化など安全・安心な被害者救済体制の

充実

・富山県ＤＶ対策連絡協議会を通じた関係機関の連携強化や民間団体との協働などに

よる被害者の自立支援体制の強化

女性の参画の拡
大とチャレンジ
支援機能の充実

男女共同参画の
意識啓発

1
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配偶者等からの
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被害者保護対策
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現状と課題 取組みの
基本方向
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　＊関連政策：未来1「子育ての支援」（仕事と子育ての両立）

富山県

全国平均

5.7％（8位）

4.4％

32.4％（7位）

18.2％

6.0％（15位）

4.8％

6.5％（5位）
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3.4%（45位）

4.5%

県の女性管理職
の割合

小学校の女性校長
の割合

中学校の女性校長
の割合

高等学校の女性校長
の割合

民間も合わせた
女性管理職の割合

審議会等における女性委員の割合は着実に増加し
ている。

平成16年度調査では、平成2年の調査開始以来、初めて反対が賛成を上回ったが、
男女別に見ると、依然として男性の賛成の割合が高い。

賛成　　　どちらかといえば賛成　　　どちらかといえば反対　　　反対　　　わからない
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20 ～ 29 歳
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40 ～ 49 歳

50 ～ 59 歳

60 ～ 69 歳
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13.4
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7.0 22.0 36.6 19.9 14.5

8.9 35.0 28.6 21.7 5.9

13.2 29.3 21.3 14.9 21.3

24.4 29.8 14.9 1.2 29.8

28.0 26.4 24.0 14.4

22.2 32.5 23.9 12.0
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（※2） 男女共同参画チーフ・オフィサー：企業の役員クラス等を男女共同参画の推進責任者として委嘱し、企業の女性人材の活用や仕
事と家庭の両立支援などの取組みを進めてもらうもの。

Ⅱ多彩な県民活動の推進

・企業における男女共同参画チーフ・オフィサー（※2）の設置促進

・男女共同参画の取組みに積極的な企業・事業所の認証や顕彰

・短時間勤務など多様な勤務形態の導入による職場での働き方の見直し促進

・事業所内保育施設の設置促進など仕事と子育てを両立しやすい職場環境の形成

・男女雇用機会均等法等の啓発

県民等に期待する
主な役割

男女共同参画
イメージ図

職場における
男女共同参画の推進 

4

企　業

県　民

市町村・仕事と家庭の両立支援

・職場における性別役割分担意識の解消

・雇用機会均等の確保

・男女共同参画意識の向上

・家庭や地域における性別役割分担意

識の解消

・家事、育児、介護等の相互協力

・男女共同参画に関する教育の充実

・性別にとらわれない進路、生徒指

　導の充実

・男女共同参画の普及啓発

・審議会などへの女性の参画促進

・DV対策の推進

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

審議会等における女
性委員の割合
県の審議会、委員会等に

おける女性委員の割合

女性の管理職比率
管理的職業従事者に占め

る女性の割合

男女の地位の平等感
家庭や職場、慣習等の分

野で平等になっていると

感じている人の割合

引き続き女性委員の登用に努め、国の目標

値（H32:40%）に先行して達成を目指す。

製造業のウェイトが比較的高いことなどを

反映している面もあると考えられるが、企

業等における女性管理職の登用を働きかけ、

全国低位の現況から全国値に近づける。

25.9％

（Ｈ13）
40％

5％

32.4％

（Ｈ18）

3.4％

（H12）

[全国値4.5%]

2.55％

（H7）

[全国値3.3%]

家庭20.9％

[全国値39.9%]

職場12.3％

[全国値25.0%]

慣習等8.3％

[全国値17.2%]

（Ｈ16）

家庭21.4％

[全国値39.7%]

職場15.0％

[全国値24.5%]

慣習等7.9％

[全国値15.8%]

（Ｈ11）

幅広い分野における男女共同参画の推進に

努め、家庭や職場、慣習等の各分野での平

等感の全国値との差を相当程度解消するこ

とを目指す。

全国値に近

づける      

学　校

富山県民共生センター
（愛称：サンフォルテ）

男性料理教室

ともに築き輝く
男女共同参画社会の実現

家庭・職場・地域における男女共同参画の推進

配偶者からの暴力の根絶

男女の人権の尊重 性別による固定的
役割分担意識の解消

仕事と家庭の
両立支援

教育・学習機会
の充実

女性の参画の拡大 女性の人材育成
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（※2） 男女共同参画チーフ・オフィサー：企業の役員クラス等を男女共同参画の推進責任者として委嘱し、企業の女性人材の活用や仕
事と家庭の両立支援などの取組みを進めてもらうもの。

Ⅱ多彩な県民活動の推進

・企業における男女共同参画チーフ・オフィサー（※2）の設置促進

・男女共同参画の取組みに積極的な企業・事業所の認証や顕彰

・短時間勤務など多様な勤務形態の導入による職場での働き方の見直し促進

・事業所内保育施設の設置促進など仕事と子育てを両立しやすい職場環境の形成

・男女雇用機会均等法等の啓発

県民等に期待する
主な役割

男女共同参画
イメージ図

職場における
男女共同参画の推進 

4

企　業

県　民

市町村・仕事と家庭の両立支援

・職場における性別役割分担意識の解消

・雇用機会均等の確保

・男女共同参画意識の向上

・家庭や地域における性別役割分担意

識の解消

・家事、育児、介護等の相互協力

・男女共同参画に関する教育の充実

・性別にとらわれない進路、生徒指

　導の充実

・男女共同参画の普及啓発

・審議会などへの女性の参画促進

・DV対策の推進

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

審議会等における女
性委員の割合
県の審議会、委員会等に

おける女性委員の割合

女性の管理職比率
管理的職業従事者に占め

る女性の割合

男女の地位の平等感
家庭や職場、慣習等の分

野で平等になっていると

感じている人の割合

引き続き女性委員の登用に努め、国の目標

値（H32:40%）に先行して達成を目指す。

製造業のウェイトが比較的高いことなどを

反映している面もあると考えられるが、企

業等における女性管理職の登用を働きかけ、

全国低位の現況から全国値に近づける。

25.9％

（Ｈ13）
40％

5％

32.4％

（Ｈ18）

3.4％

（H12）

[全国値4.5%]

2.55％

（H7）

[全国値3.3%]

家庭20.9％

[全国値39.9%]

職場12.3％

[全国値25.0%]

慣習等8.3％

[全国値17.2%]

（Ｈ16）

家庭21.4％

[全国値39.7%]

職場15.0％

[全国値24.5%]

慣習等7.9％

[全国値15.8%]

（Ｈ11）

幅広い分野における男女共同参画の推進に

努め、家庭や職場、慣習等の各分野での平

等感の全国値との差を相当程度解消するこ

とを目指す。

全国値に近

づける      

学　校

富山県民共生センター
（愛称：サンフォルテ）

男性料理教室

ともに築き輝く
男女共同参画社会の実現

家庭・職場・地域における男女共同参画の推進

配偶者からの暴力の根絶

男女の人権の尊重 性別による固定的
役割分担意識の解消

仕事と家庭の
両立支援

教育・学習機会
の充実

女性の参画の拡大 女性の人材育成
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若者や中高年世代の活躍の場の拡大

●若者については、高校卒業後入社3年以内に5割近くが離職するなど早期離職

率が高い水準にあることから、在学中から将来の職業的自立に向け、しっかり

とした職業意識を身につけさせていく必要があります。

●また、近年、経済的、社会的に自立が遅れているフリーター（※1）等の非正規雇

用者やニート（※2）などが問題となっており、正規雇用者との格差の固定化が懸

念されています。

●県内では、共同生活の中で農作業等の就業体験などを通して、ニート等の社会

的自立を支援していることで全国的にも名高いＮＰＯ等が積極的な取組みを行

っており、こうした取組みと連携して、若者の職業的、社会的自立をバックア

ップする仕組みづくりが求められています。

●今後、少子高齢化の進行や団塊世代の大量退職により、労働力人口の減少や経

済活力の低下が懸念されており、中高年世代の人々に、地域において豊かな経

験や知識を発揮しながら、いきいきと活躍してもらう環境づくりが重要となっ

ています。

●一方、少子化が進む中で、県内の人材不足感が高まっていますが、本県は従来

から人材輸出県となっており、若者の定着率（10年前の15歳人口に対する25歳

人口の割合）は平成17年では83.1％となっています。また、県内高校卒業生で

大学へ進学する人のうち、県外大学への進学割合は高い状況にあり（Ｈ18：

81.6％）、本県の発展を支える人材を確保する観点からも、若者を中心にＵ・

Ｉターンを促すことが必要です。

　若者や団塊世代のＵターン・Ｉターンやフリーター対策が進み、若者、中
高年世代が、地域社会の一員として積極的な活動を行っていること。

●学校在学中から職業意識の形成を図るとともに、ＮＰＯ等や関係機関とのネッ

トワークを構築し、フリーターやニートなどの若者の自立を促進するほか、企

業や地域社会において若者が活躍できる機会の創出に取り組みます。

●中高年世代の起業やＮＰＯ活動等への挑戦を応援し、幅広い分野において元気

に活躍できる場を広げていきます。

●本県の魅力を情報発信する取組みを進め、若者や団塊の世代を含め幅広い世代

のＵ・Ｉターンを促します。

若者の離職率（平成15年3月卒）

フリーター：15～34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者かつ未婚の者であって、さらに①就業者については、勤め先での呼称
が「アルバイト」または「パート」である者、②無業者については、家事も通学もしておらず、「アルバイト」または「パート」の
仕事を希望する者。
ニート：15～34歳で、仕事や求職活動をしていない者のうち、家事も通学もしていない者。
複線型採用：フリーター等の非正規雇用者などにも広く正規雇用への門戸を拡げるために、新規学卒者を中心とした従来の「定
期採用」の仕組みを「複線化」して採用すること。
キャリア教育：学校教育と職業生活との円滑な接続を図るため、在学中から、望ましい職業観・勤労観や職業に関する知識・技
能を身につけさせるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育。
インターンシップ：学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行う制度。

9
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

重点施策

重点施策 内　　　容

・富山県若者就業支援センター（ヤングジョブとやま）を中心とした若者の自立を総合

的に支援する体制の整備推進

・ニート等の自立支援に積極的に取り組むＮＰＯ等や教育・福祉・保健機関・経済団体・

市町村等との若者自立支援ネットワークの構築による地域ぐるみの若者の自立促進

・新規学卒者以外に広く門戸を拡げる複線型採用（※3）の導入など、若者の雇用や人

材育成についての企業経営者等への意識啓発

・高校や大学等における授業・講義等を通じたキャリア教育(※4)やインターンシップ

（※5）の実施など、職業意識の早期形成の促進

・企業の人材ニーズに適合し若者の適性を活かす能力開発の支援

・高校生、大学生等を対象とする起業家精神の醸成やボランティア活動の推進

・若者の相互交流の拡大と地域活動への参加促進

・起業やＮＰＯ活動等に挑戦する意欲的・主体的な取組みの支援

・熟年世代向けボランティア講座の開催など、ボランティア活動の支援

・高齢者が有する豊富な知識・経験・技能を社会で発揮できる環境づくり

ニート、
フリーター
対策など若者の
自立の促進

団塊世代など
中高年世代の
チャレンジの
促進

1

2

資料：新規大学等卒業就職者の就職離職状況調査（厚生労働省）

50

40

30

20
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0

（％）

富山県 全　国
高校

富山県 全　国
短大

富山県 全　国
大学

現状と課題 取組みの
基本方向
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　＊関連政策：活力8「雇用の確保と創出」（就業支援）

年齢別有効求人倍率（パートを含む常用）　

資料：富山労働局（H18.6）

（単位：倍）

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

1.07

1.17

1.53

2.04

2.24

～24歳

0.74

0.70

0.88

1.09

1.09

25～34歳

1.03

0.96

1.21

1.43

1.43

35～44歳

0.37

0.40

0.56

0.78

1.00

45～54歳

0.16

0.22

0.28

0.40

0.59

55歳～区　分

24.1 24.9

17.4 19.1
13.2 15.3

24.1 24.9

17.4 19.1
13.2 15.3

11.0

9.4

9.2

8.613.0

11.3

12.3

8.7
14.3

9.9

12.7

9.1

3年後の離職率
2年後の離職率
1年後の離職率

富
山
県

3年後の離職率
2年後の離職率
1年後の離職率

全
　
国

（※1）

（※2）
（※3）

（※4）

（※5）
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若者や中高年世代の活躍の場の拡大

●若者については、高校卒業後入社3年以内に5割近くが離職するなど早期離職

率が高い水準にあることから、在学中から将来の職業的自立に向け、しっかり

とした職業意識を身につけさせていく必要があります。

●また、近年、経済的、社会的に自立が遅れているフリーター（※1）等の非正規雇

用者やニート（※2）などが問題となっており、正規雇用者との格差の固定化が懸

念されています。

●県内では、共同生活の中で農作業等の就業体験などを通して、ニート等の社会

的自立を支援していることで全国的にも名高いＮＰＯ等が積極的な取組みを行

っており、こうした取組みと連携して、若者の職業的、社会的自立をバックア

ップする仕組みづくりが求められています。

●今後、少子高齢化の進行や団塊世代の大量退職により、労働力人口の減少や経

済活力の低下が懸念されており、中高年世代の人々に、地域において豊かな経

験や知識を発揮しながら、いきいきと活躍してもらう環境づくりが重要となっ

ています。

●一方、少子化が進む中で、県内の人材不足感が高まっていますが、本県は従来

から人材輸出県となっており、若者の定着率（10年前の15歳人口に対する25歳

人口の割合）は平成17年では83.1％となっています。また、県内高校卒業生で

大学へ進学する人のうち、県外大学への進学割合は高い状況にあり（Ｈ18：

81.6％）、本県の発展を支える人材を確保する観点からも、若者を中心にＵ・

Ｉターンを促すことが必要です。

　若者や団塊世代のＵターン・Ｉターンやフリーター対策が進み、若者、中
高年世代が、地域社会の一員として積極的な活動を行っていること。

●学校在学中から職業意識の形成を図るとともに、ＮＰＯ等や関係機関とのネッ

トワークを構築し、フリーターやニートなどの若者の自立を促進するほか、企

業や地域社会において若者が活躍できる機会の創出に取り組みます。

●中高年世代の起業やＮＰＯ活動等への挑戦を応援し、幅広い分野において元気

に活躍できる場を広げていきます。

●本県の魅力を情報発信する取組みを進め、若者や団塊の世代を含め幅広い世代

のＵ・Ｉターンを促します。

若者の離職率（平成15年3月卒）

フリーター：15～34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者かつ未婚の者であって、さらに①就業者については、勤め先での呼称
が「アルバイト」または「パート」である者、②無業者については、家事も通学もしておらず、「アルバイト」または「パート」の
仕事を希望する者。
ニート：15～34歳で、仕事や求職活動をしていない者のうち、家事も通学もしていない者。
複線型採用：フリーター等の非正規雇用者などにも広く正規雇用への門戸を拡げるために、新規学卒者を中心とした従来の「定
期採用」の仕組みを「複線化」して採用すること。
キャリア教育：学校教育と職業生活との円滑な接続を図るため、在学中から、望ましい職業観・勤労観や職業に関する知識・技
能を身につけさせるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育。
インターンシップ：学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行う制度。

9
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

重点施策

重点施策 内　　　容

・富山県若者就業支援センター（ヤングジョブとやま）を中心とした若者の自立を総合

的に支援する体制の整備推進

・ニート等の自立支援に積極的に取り組むＮＰＯ等や教育・福祉・保健機関・経済団体・

市町村等との若者自立支援ネットワークの構築による地域ぐるみの若者の自立促進

・新規学卒者以外に広く門戸を拡げる複線型採用（※3）の導入など、若者の雇用や人

材育成についての企業経営者等への意識啓発

・高校や大学等における授業・講義等を通じたキャリア教育(※4)やインターンシップ

（※5）の実施など、職業意識の早期形成の促進

・企業の人材ニーズに適合し若者の適性を活かす能力開発の支援

・高校生、大学生等を対象とする起業家精神の醸成やボランティア活動の推進

・若者の相互交流の拡大と地域活動への参加促進

・起業やＮＰＯ活動等に挑戦する意欲的・主体的な取組みの支援

・熟年世代向けボランティア講座の開催など、ボランティア活動の支援

・高齢者が有する豊富な知識・経験・技能を社会で発揮できる環境づくり

ニート、
フリーター
対策など若者の
自立の促進

団塊世代など
中高年世代の
チャレンジの
促進

1

2

資料：新規大学等卒業就職者の就職離職状況調査（厚生労働省）
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　＊関連政策：活力8「雇用の確保と創出」（就業支援）

年齢別有効求人倍率（パートを含む常用）　

資料：富山労働局（H18.6）
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Ⅱ多彩な県民活動の推進

・65歳までの雇用確保措置（定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止）

の普及促進

・企業の人材ニーズに適合し中高年世代の適性を活かす能力開発の支援

・シルバー人材センターが実施する就業開拓活動の支援

・民間就職支援会社との連携による全国でのＵターン就職相談や県内求人の開拓

・県出身の大学卒業予定者等を対象とした「元気とやま！就職セミナー」の開催

・「Ｕターンフェア・イン・とやま」（帰省中の大学生等を対象とする合同企業説明会）

の開催

・首都圏等の高い技術を持つ地方就職希望者等を対象としたＩターン就職の促進

・県外大学等に在学する学生の県内企業におけるインターンシップへの参加支援

・とやま帰農塾など農林漁業への就業支援

県民等に期待する
主な役割

中高年世代の
意欲や能力に
応じた就業支援

U・Ｉターン
の推進

3

4

企　業

県　民

ＮＰＯ等

市町村

・若者や中高年世代の積極的な

　活用

・Ｕ・Ｉターン者の雇用

・企業内教育・訓練の実施

・意欲や能力に応じた就業

・起業やＮＰＯ活動へのチャレンジ

・若者や中高年世代の活躍の場の

　提供

・若者の自立支援等の活動の展開
・ 県外在住者への情報提供

・ ＮＰＯ等の活動支援

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

若者の県内への定着
率
25歳人口を10年前の15

歳人口で割った値

若者の就業率
15歳から34歳の人口に

占める就業者の割合

60歳から64歳の就業
率
60歳から64歳の人口に

占める就業者の割合

産業振興による県内就業率のアップ、Ｕ・

Ｉターンの促進などにより、過去の最高値

並みの水準（Ｈ7：84.6％、Ｈ12：86.1％）

を目指す。

現況は全国１位と高い水準に達しており、

現況以上を目指すことにより、全国上位を

維持する。

86.1％

（H12）
85％以上

現況以上

83.1％

（H17）

65.8％

（H17）

65.0％

（H12）

現況は全国 5 位であり、全国 1 位（長野県）

の就業率（63.0％）程度を目途として、全

国上位を目指す。

60％以上58.5％

（H17）

55.0％

（H12）

・職場体験などを通じた職業意識

　の醸成

・新規学卒者の就職支援

学　校

富山県若者就業支援センター（ヤングジョブとやま） 元気とやま！就職セミナーの開催風景
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人権を尊重し心がふれあう地域社会の形成

●少子高齢化、核家族化等による家庭機能の低下や、命を大切にし他を思いやる

心の希薄化などに伴い、配偶者等からの暴力（ＤＶ）、いじめ、児童虐待、高齢

者虐待など、女性、子ども、高齢者などに対する人権侵害が顕在化しており、

県では、ＤＶ対策基本計画、未来とやま子育てプラン、高齢者保健福祉計画な

どに基づき、それぞれ対策を講じてきています。

　また、障害者については、新とやま障害者自立共生プランに基づき、障害者の

自立、社会参加を支援しています。

●今後、団塊の世代の退職に伴うＵＩＪターンや国際化の進展などにより、地域

への転入者の増加が予想されるなか、地域コミュニティの連帯感の希薄化が懸

念される一方、住民が協力して地域のさまざまな課題を主体的に解決していく

動きが広まりつつあります。

　多様な価値観の人が共に暮らす時代を迎えて、地域の活力や課題解決力を高め、

自立した魅力ある地域社会を創っていくためには、県民一人ひとりが、多様な

価値観や生活様式を尊重し、心のふれあいを大切にする地域コミュニティづく

りを意識的に進めていくことが求められます。

　誰もが互いの人権や多様な価値観を尊重し、相互の信頼や連帯感のもと
自立意識の高い地域社会が形成されていること。

●人権教育・啓発に関する基本計画を策定し、日常生活において人権への配慮が

県民一人ひとりの意識と行動に定着するよう人権教育・啓発の推進に努めると

ともに、常に人権の視点を踏まえて各種施策を推進することにより、誰もが安

心して心豊かに暮らせる人権尊重社会の形成を進めます。

●子どもの頃から地域ボランティア活動等への参加を促すとともに、地域におけ

る世代間の交流や地域外からの転入者との交流を促進し、人と人とのふれあい

の中で、開かれた県民意識の醸成を図っていきます。

●地縁組織やＮＰＯ等を中心に、住民主体の地域活動を促進しながら、子どもか

ら若者、高齢者まで心がふれあう、信頼や連帯感で結ばれた地域コミュニティ

を形成していくことによって、地域の課題解決力を高めていきます。

県民が関心のある人権課題

10
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

重点施策

重点施策 内　　　容

・ケーススタディの採用など人権教育に関する研修内容の充実や人権教育の担い手と

なる指導者の養成

・人権講演会等のイベントやテレビスポット等のメディアを活用した効果的な人権啓

発の実施

・絵本や副読本などを活用した子どもの人権尊重意識の醸成

・自然体験学習や社会奉仕体験活動を積極的に取り入れた、命を大切にする心や思い

やりの心を育てる学習機会の充実

・女性、子ども、高齢者等への暴力や虐待などの人権侵害に対する相談体制や救済・

支援ネットワークの充実

・高齢者、障害者、外国人等の生活、社会参加への支援や就労環境の改善に向けた取

組みの促進

・バリアフリー化をさらに進めたユニバーサルデザインの普及促進

・あいさつ運動や地域ボランティア活動への参加など、地域におけるふれあいを通し

た明るい人間関係の形成

・転入者とのふれあい・交流イベント等を通じた相互理解の増進

・福祉、子育て、教育、環境、防犯・防災、文化、まちづくりなど多様な分野におけ

る地域コミュニティ活動の促進

・若者や中高年世代の地域コミュニティ活動への参加促進と活動の中核となる人材の

育成

・活動の拠点となる学校施設やスポーツ施設などの開放促進

・地縁組織やＮＰＯ等と行政との協働の促進

人権や
思いやりの心を
大切にする教育・
啓発の推進

人権課題への
対応

1

2

開かれた
県民意識の醸成

3

心ふれあう
地域コミュニティ
活動の促進

4

資料：人権に関する県民意識調査（H16.3、県生活文化課）

高齢者に関する問題

子どもに関する問題

障害のある人に関する問題

女性に関する問題

犯罪被害者等に関する問題

インターネットに関する問題

HIV感染者・エイズ患者に関する問題

ハンセン病患者・元患者に関する問題

刑を終えて出所した人に関する問題

外国人に関する問題

同和問題

アイヌの人々に関する問題

その他

特にない

50（％）403020100

現状と課題

取組みの
基本方向
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39.4
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13.5
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Ⅱ多彩な県民活動の推進

県民等に期待する
主な役割

企　業

県　民

市町村

・人権に関する企業内教育や就労

環境の改善

・社員が地域活動に参加しやすい

環境づくり

・地域コミュニティ活動への支援

・思いやりの心を持った日常生活

・地域コミュニティ活動への積極的な参加

・人権教育・啓発の推進

・国や県と連携した人権課題への対応

・地域の取組みへの支援や協働

・住民ニーズに対応した公共サービス

の提供

・住民の地域コミュニティ活動への参

加機会の提供

・地域コミュニティ活動のコーディネ

ート（つなぎ役）

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

いじめの発生件数（千
人あたり）
小中学校の児童生徒千人

あたりのいじめ発生件数（文

部科学省の定義による）

＊再掲

（未来 3 　義務教育等の充

実）

家庭や近所の人にあ
いさつをする児童生
徒の割合
家庭や近所の人にあいさ

つしていると答える小学

校5年生及び中学校2年生

の調査対象者全体に対す

る割合

＊再掲

（未来 3 　義務教育等の充

実）

地域活動に参加して
いる人の割合
県政世論調査において、

自分の住んでいる地域の

活動に「積極的に参加して

いる」又は「ときどき参加

している」と答えた人の割

合

いのちの教育の推進などにより、いじめが

無くなることを目指す。

小  1.0件

[全国値1.3件]

中  2.4件

[全国値5.1件]

（H12）

できるだけ

ゼロに近づ

ける　　　

小  0.9件

[全国値 0.7件]

中  2.8件

[全国値3.8件]

（H17）

家庭や地域との連携促進などにより、ほと

んどの児童生徒が自ら進んであいさつする

ようになることを目指す。

増　加

させる

小  88.6％

中  81.1％

（H18）

―

地域活動に「現在参加していないが今後参

加したい」と考える人（16.1％）の参加を促

進し、増加を目指す。

増　加

させる

67.1％

（Ｈ18）
－

・命を大切にする心や思いやりの心の育成

・児童生徒や保護者が相談しやすい体制づ

くり

・地域住民の活動拠点

学　校

地縁組織等

誰もが安心して心豊かに暮らせる人権尊重社会の実現を
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主な役割
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県　民

市町村
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の提供
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る割合

＊再掲

（未来 3 　義務教育等の充

実）

地域活動に参加して
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自分の住んでいる地域の

活動に「積極的に参加して

いる」又は「ときどき参加

している」と答えた人の割

合

いのちの教育の推進などにより、いじめが

無くなることを目指す。

小  1.0件

[全国値1.3件]

中  2.4件

[全国値5.1件]

（H12）

できるだけ

ゼロに近づ

ける　　　

小  0.9件

[全国値 0.7件]

中  2.8件

[全国値3.8件]

（H17）

家庭や地域との連携促進などにより、ほと

んどの児童生徒が自ら進んであいさつする

ようになることを目指す。

増　加

させる

小  88.6％

中  81.1％

（H18）

―

地域活動に「現在参加していないが今後参

加したい」と考える人（16.1％）の参加を促

進し、増加を目指す。

増　加

させる

67.1％

（Ｈ18）
－

・命を大切にする心や思いやりの心の育成

・児童生徒や保護者が相談しやすい体制づ

くり

・地域住民の活動拠点

学　校

地縁組織等

誰もが安心して心豊かに暮らせる人権尊重社会の実現を
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芸術文化の振興

●文化催事に出かける人の割合は約90％（H17文化に関する県民アンケート調査。

H9は約77％）と増えています。また、県内の文化施設は、ホール数で人口当た

り全国第 5 位（H14）、博物館数で全国第 2 位（H16）と全国トップレベルの整備

水準にあります。

●わが国初の芸術特区「舞台芸術特区TOGA」の認定を受けた利賀芸術公園におい

て、国内外の一流の舞台芸術家が集い、創造、研鑚、発信する世界演劇祭利賀

フェスティバルや国際的な人材育成事業が展開されており、国際的な舞台芸術

の拠点づくりが進んでいます。（⇒コラム 3-11）

●平成18年に本県を中心に開催された「日露文化フォーラム」は、日本とロシアの

文化交流の先導的役割を担う機会となったほか、本県で開催している世界ポス

タートリエンナーレ、富山国際アマチュア演劇祭、世界こども演劇祭等は国際

的に高く評価されています。また、県内の文化団体は、ハンガリー、チェコ、

環日本海諸国との交流を繰り広げ、国内外のコンクールで受賞するなど優れた

実績を挙げています。

●文化施設については、特色ある運営が活発に行われている施設もありますが、

練習や発表など地域の文化活動の拠点としての役割をさらに高めていくことが

求められています。また、本県の多彩な歴史・文化や活発な芸術文化活動につ

いて、全国への周知や県民の認知は十分といえないことから、効果的な情報発

信が必要です。

●文化はまちづくりや経済活動など地域社会に幅広く関わってくるものであるこ

とから、にぎわいづくり、産業振興、観光との連携など、社会の各分野で文化

と連携した総合的な文化振興施策の展開が求められています。

　誰もが幅広く芸術文化に親しみ、身近な活動に参加するとともに、世界に
誇ることのできる芸術文化が創造・発信されていること。

●県民が身近な文化施設等において文化の鑑賞や創造を楽しみ、文化活動に幅広

く参加できる環境づくりを進めるとともに、文化施設が県民の文化活動の拠点

となるよう運営の工夫を図ります。とりわけ、次世代を担う子どもの文化活動

の充実に努めます。さらに、地域、ＮＰＯ、ボランティア、メセナ(※)企業など

文化を支援する層の拡大を図ります。

●日露文化フォーラムの成果を踏まえ、「舞台芸術特区TOGA」の優れた舞台芸術

空間を活用した、国際的な文化交流や新たな芸術文化の創造、国際的な舞台芸

術の人材育成事業等を推進し、世界に誇ることのできる質の高い文化の発信を

進めます。

　また、県内での世界的なコンクールや国際イベントの開催を支援し、国内外と

の交流や指導者招へい等を通じた文化のレベルアップと富山の文化的魅力の再

発見・発信の取組みにより、県民の誇りとなる文化の「とやまブランド」の確立

を目指します。

●産業振興、観光等幅広い分野において文化との連携を進め、文化による地域の

活性化、国内外からの交流人口の増大に努めるとともに、食の魅力やまちのデ

ザイン、ものづくりなど生活全般について文化による地域の魅力の向上を図り

ます。

（※） メセナ：芸術文化支援を意味するフランス語。

11
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

重点施策

重点施策 内　　　容

・巡回展示や出前公演など、身近なところで、誰でも優れた文化を鑑賞する機会の拡

充

・分野や部門を超えて幅広い参加をめざす県民芸術文化祭や美の祭典越中アートフェ

スタ、県立美術館を活用した県展の開催

・文化施設の練習割引や空きホールの割引制度などによる練習や発表、批評など県民

の多彩な文化活動の場の確保

・芸術文化指導者の招へいなどを通じた文化活動の指導者の育成

・地域、ＮＰＯ、文化ボランティア、メセナ企業など文化を支援する層の拡大と施設

の運営への参画

・高齢者、障害者などの文化活動の促進

・学校との連携による鑑賞体験教室の開催、コンクールの開催や多くの生徒の参加、

発表機会の確保など、次世代を担う子ども、青少年の文化活動の充実

文化活動への
幅広い
県民の参加

1

現状と課題

取組みの
基本方向

190 第2編─第1章（第3節） 191第2編─第1章（第3節）

　＊関連政策：未来14「自然、歴史、伝統文化など地域の魅力の継承・再発見」（伝統文化）

文化振興を通じて「元気とやま」を創造するために重点を置くべき施策

資料：平成17年　文化に関する県民アンケート調査（県生活文化課）

子どもたちが文化に親しむ機会の拡充

県民が文化を鑑賞する機会の拡充

伝統芸能や文化財の保存・継承・活用

文化施設のハード面の整備よりも、企画運営を担う人材養成も含めソフト面の充実

文化を活かした中心市街地のにぎわいの創出

住民が自ら演じたり、作ったりするなど、文化活動に参加する機会の拡充

文化団体の育成や支援

住民の日常的な文化活動のみならず、高いレベルの芸術の創造のための拠点の充実

文化の国際交流や地域間交流の促進

企業やＮＰＯ、個人による文化への支援活動（メセナや文化ボランティアなど）の促進

文化施設のハード面を整備または充実する

その他

わからない・特にない

60（％）50403020100

58.8

43.4

31.0

21.9

20.2

18.6

14.6

10.8

8.1

7.5

6.4

2.5

8.6
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芸術文化の振興
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H9は約77％）と増えています。また、県内の文化施設は、ホール数で人口当た

り全国第 5 位（H14）、博物館数で全国第 2 位（H16）と全国トップレベルの整備

水準にあります。

●わが国初の芸術特区「舞台芸術特区TOGA」の認定を受けた利賀芸術公園におい

て、国内外の一流の舞台芸術家が集い、創造、研鑚、発信する世界演劇祭利賀

フェスティバルや国際的な人材育成事業が展開されており、国際的な舞台芸術

の拠点づくりが進んでいます。（⇒コラム 3-11）

●平成18年に本県を中心に開催された「日露文化フォーラム」は、日本とロシアの

文化交流の先導的役割を担う機会となったほか、本県で開催している世界ポス

タートリエンナーレ、富山国際アマチュア演劇祭、世界こども演劇祭等は国際

的に高く評価されています。また、県内の文化団体は、ハンガリー、チェコ、

環日本海諸国との交流を繰り広げ、国内外のコンクールで受賞するなど優れた

実績を挙げています。

●文化施設については、特色ある運営が活発に行われている施設もありますが、

練習や発表など地域の文化活動の拠点としての役割をさらに高めていくことが

求められています。また、本県の多彩な歴史・文化や活発な芸術文化活動につ

いて、全国への周知や県民の認知は十分といえないことから、効果的な情報発

信が必要です。

●文化はまちづくりや経済活動など地域社会に幅広く関わってくるものであるこ

とから、にぎわいづくり、産業振興、観光との連携など、社会の各分野で文化

と連携した総合的な文化振興施策の展開が求められています。

　誰もが幅広く芸術文化に親しみ、身近な活動に参加するとともに、世界に
誇ることのできる芸術文化が創造・発信されていること。

●県民が身近な文化施設等において文化の鑑賞や創造を楽しみ、文化活動に幅広

く参加できる環境づくりを進めるとともに、文化施設が県民の文化活動の拠点

となるよう運営の工夫を図ります。とりわけ、次世代を担う子どもの文化活動

の充実に努めます。さらに、地域、ＮＰＯ、ボランティア、メセナ(※)企業など

文化を支援する層の拡大を図ります。

●日露文化フォーラムの成果を踏まえ、「舞台芸術特区TOGA」の優れた舞台芸術

空間を活用した、国際的な文化交流や新たな芸術文化の創造、国際的な舞台芸

術の人材育成事業等を推進し、世界に誇ることのできる質の高い文化の発信を

進めます。

　また、県内での世界的なコンクールや国際イベントの開催を支援し、国内外と

の交流や指導者招へい等を通じた文化のレベルアップと富山の文化的魅力の再

発見・発信の取組みにより、県民の誇りとなる文化の「とやまブランド」の確立

を目指します。

●産業振興、観光等幅広い分野において文化との連携を進め、文化による地域の

活性化、国内外からの交流人口の増大に努めるとともに、食の魅力やまちのデ

ザイン、ものづくりなど生活全般について文化による地域の魅力の向上を図り

ます。

（※） メセナ：芸術文化支援を意味するフランス語。
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スタ、県立美術館を活用した県展の開催

・文化施設の練習割引や空きホールの割引制度などによる練習や発表、批評など県民

の多彩な文化活動の場の確保

・芸術文化指導者の招へいなどを通じた文化活動の指導者の育成

・地域、ＮＰＯ、文化ボランティア、メセナ企業など文化を支援する層の拡大と施設

の運営への参画

・高齢者、障害者などの文化活動の促進

・学校との連携による鑑賞体験教室の開催、コンクールの開催や多くの生徒の参加、

発表機会の確保など、次世代を担う子ども、青少年の文化活動の充実
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文化振興を通じて「元気とやま」を創造するために重点を置くべき施策
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伝統芸能や文化財の保存・継承・活用
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住民の日常的な文化活動のみならず、高いレベルの芸術の創造のための拠点の充実

文化の国際交流や地域間交流の促進
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Ⅱ多彩な県民活動の推進

・利賀芸術公園を拠点とした国際的な舞台芸術の交流、共同制作による創造や世界に

向けた発信、人材育成事業、青少年への普及・教育事業等の推進

・舞台芸術の拠点としての「TOGA」ブランドの世界への発信

・世界の子どもたちが参加する舞台芸術祭、世界ポスタートリエンナーレなど特色あ

る国際的な文化振興事業の展開と発信

・演劇、舞踊、吹奏楽、合唱等における国際交流や指導講習をとおした技術向上など、

国際的コンクール等での活躍を目指す活動の支援

・木工・金工などの工芸、歴史的建造物やまち並み、おわらや麦屋などの民謡、曳山・

獅子舞・子供歌舞伎などの民俗芸能など多彩な伝統文化の発信

・越中万葉や立山信仰などの歴史・文化、散居村や定置網等魅力ある景観など、富山

の魅力の再発見と発信

・芸術文化情報のデジタル化の促進と新しいメディアを活用した文化の発信

・伝統芸能や食など、文化を活かした観光モデルコースの設定・ＰＲ

・大伴家持にちなんだ万葉集全20巻朗唱の会や立山信仰に由来する布橋灌頂会など、

地域における文化資源を活かしたまちづくり、にぎわい創出の支援

・自然や伝統に育まれたとやまの食文化の魅力の磨き上げと国内外への発信

・デザインなど文化に関連する産業の振興、心のいやし、美的感性など文化の視点を

取り入れた最先端のものづくりの創造

県民等に期待する
主な役割

質の高い
文化の創造と
世界への発信

文化と他分野
の連携

2

3

企　業

県　民

市町村

・地域文化活動への支援

・文化活動への幅広い参加 ・ 県民ニーズに配慮した運営

・地域、ＮＰＯ、ボランティア、企

業との連携

・地域文化活動への支援

・文化施設の拠点化の推進

・学校･地域と連携した文化活動の推進

・文化施設の企画運営への参加

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

芸術文化に親しむ機
会が充足されている
と思う人の割合
県政世論調査において「音

楽や演劇、美術など芸術

文化に親しむ機会」につい

て「充足されている」と答

える人の割合

国及び県の文化事業
に参加した子どもの
割合
文化庁、県、県教委が実

施又は支援する子どもを

対象とした鑑賞・指導に

係る事業に参加した子ど

もの割合

県立文化ホールの利
用率
県民会館、教育文化会館、

高岡文化ホール、新川文

化ホール、県民小劇場に

おけるホールの利用率

文化に関する国際交
流事業数（派遣、招聘
別）
県・市町村・学校・団体

等の国際交流事業数

県民の意識に関わる数値のため、数値目標

の設定が困難であることから、「充足され

ていると思う県民の割合の増加」を目標と

する。

過去5年間で、派遣・招聘とも20件に達し

ていないが、今後とも特色ある国際文化交

流を積極的に支援し、高い水準を目指す。

―
増　加

させる

各20件

23.6％

（H18）

派遣13件

招聘14件

（H17）

派遣 9件

招聘17件

（H12）

利用率は低下傾向にあるが、全国平均

（H14;57.6％）を上回る水準にある。使用

料の割引や練習利用の促進、サービスの向

上に努め、直近5年間の最高値（H15;62.2

％）以上を目指す。

現状では小･中･高･特殊学校の全児童生徒（約

125千人）のうち22,265人（約18％）が参

加しているが、10年後には概ね2割まで引

き上げることを目指す。

20％
17.9％

（H17）
―

63％60.4％

（Ｈ17）

61.2％

（Ｈ12）

県民芸術文化祭 生活文化展 こども演劇祭

文化施設

芸術文化団体

舞台芸術特区ＴＯＧＡ
コラム3─11

　平成18年 3 月に全国初の芸術特区として国の認定を受けた「舞台芸術特区TOGA」は、世界演劇

祭「利賀フェスティバル」の開催で国際的に｢演劇の利賀｣として知られています。

　利賀芸術公園（南砺市利賀村）には全国的にもめずらしい合掌造り劇場があり、その闇と光の舞台

芸術空間は、芸術性を高く評価されています。

　特区では、この空間の避難誘導灯を消灯時には目立たない代替照明にすることが可能になりまし

た。

　この合掌造り劇場やギリシャ風野外劇場を活かし、毎年、「利賀サマー･アーツ･プログラム」や「利

賀フェスティバル」などが開催されます。国内外からたくさんの舞台芸術家、劇団、観客が利賀村

を訪れ、国際色豊かな文化交流が繰り広げられます。

　平成18年夏に開催された日露文化フォーラムでも利賀の演劇が好評を博しました。

　舞台芸術特区TOGAでは、舞台芸術家が集い、世界一流の舞台芸術を創造・発信し、国内外に誇れる世界のブランド「TOGA」を目指し

ています。

利賀フェスティバル（新利賀山房）



未
来
と
や
ま
　
　
芸
術
文
化
の
振
興

11

第

　
章
1

基 

本 

計 

画

192 第2編─第1章（第3節） 193第2編─第1章（第3節）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

・利賀芸術公園を拠点とした国際的な舞台芸術の交流、共同制作による創造や世界に

向けた発信、人材育成事業、青少年への普及・教育事業等の推進

・舞台芸術の拠点としての「TOGA」ブランドの世界への発信

・世界の子どもたちが参加する舞台芸術祭、世界ポスタートリエンナーレなど特色あ

る国際的な文化振興事業の展開と発信

・演劇、舞踊、吹奏楽、合唱等における国際交流や指導講習をとおした技術向上など、

国際的コンクール等での活躍を目指す活動の支援

・木工・金工などの工芸、歴史的建造物やまち並み、おわらや麦屋などの民謡、曳山・

獅子舞・子供歌舞伎などの民俗芸能など多彩な伝統文化の発信

・越中万葉や立山信仰などの歴史・文化、散居村や定置網等魅力ある景観など、富山

の魅力の再発見と発信

・芸術文化情報のデジタル化の促進と新しいメディアを活用した文化の発信

・伝統芸能や食など、文化を活かした観光モデルコースの設定・ＰＲ

・大伴家持にちなんだ万葉集全20巻朗唱の会や立山信仰に由来する布橋灌頂会など、

地域における文化資源を活かしたまちづくり、にぎわい創出の支援

・自然や伝統に育まれたとやまの食文化の魅力の磨き上げと国内外への発信

・デザインなど文化に関連する産業の振興、心のいやし、美的感性など文化の視点を

取り入れた最先端のものづくりの創造

県民等に期待する
主な役割

質の高い
文化の創造と
世界への発信

文化と他分野
の連携

2

3

企　業

県　民

市町村

・地域文化活動への支援

・文化活動への幅広い参加 ・ 県民ニーズに配慮した運営

・地域、ＮＰＯ、ボランティア、企

業との連携

・地域文化活動への支援

・文化施設の拠点化の推進

・学校･地域と連携した文化活動の推進

・文化施設の企画運営への参加

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

芸術文化に親しむ機
会が充足されている
と思う人の割合
県政世論調査において「音

楽や演劇、美術など芸術

文化に親しむ機会」につい

て「充足されている」と答

える人の割合

国及び県の文化事業
に参加した子どもの
割合
文化庁、県、県教委が実

施又は支援する子どもを

対象とした鑑賞・指導に

係る事業に参加した子ど

もの割合

県立文化ホールの利
用率
県民会館、教育文化会館、

高岡文化ホール、新川文

化ホール、県民小劇場に

おけるホールの利用率

文化に関する国際交
流事業数（派遣、招聘
別）
県・市町村・学校・団体

等の国際交流事業数

県民の意識に関わる数値のため、数値目標

の設定が困難であることから、「充足され

ていると思う県民の割合の増加」を目標と

する。

過去5年間で、派遣・招聘とも20件に達し

ていないが、今後とも特色ある国際文化交

流を積極的に支援し、高い水準を目指す。

―
増　加

させる

各20件

23.6％

（H18）

派遣13件

招聘14件

（H17）

派遣 9件

招聘17件

（H12）

利用率は低下傾向にあるが、全国平均

（H14;57.6％）を上回る水準にある。使用

料の割引や練習利用の促進、サービスの向

上に努め、直近5年間の最高値（H15;62.2

％）以上を目指す。

現状では小･中･高･特殊学校の全児童生徒（約

125千人）のうち22,265人（約18％）が参

加しているが、10年後には概ね2割まで引

き上げることを目指す。

20％
17.9％

（H17）
―

63％60.4％

（Ｈ17）

61.2％

（Ｈ12）

県民芸術文化祭 生活文化展 こども演劇祭

文化施設

芸術文化団体

舞台芸術特区ＴＯＧＡ
コラム3─11

　平成18年 3 月に全国初の芸術特区として国の認定を受けた「舞台芸術特区TOGA」は、世界演劇

祭「利賀フェスティバル」の開催で国際的に｢演劇の利賀｣として知られています。

　利賀芸術公園（南砺市利賀村）には全国的にもめずらしい合掌造り劇場があり、その闇と光の舞台

芸術空間は、芸術性を高く評価されています。

　特区では、この空間の避難誘導灯を消灯時には目立たない代替照明にすることが可能になりまし

た。

　この合掌造り劇場やギリシャ風野外劇場を活かし、毎年、「利賀サマー･アーツ･プログラム」や「利

賀フェスティバル」などが開催されます。国内外からたくさんの舞台芸術家、劇団、観客が利賀村

を訪れ、国際色豊かな文化交流が繰り広げられます。

　平成18年夏に開催された日露文化フォーラムでも利賀の演劇が好評を博しました。

　舞台芸術特区TOGAでは、舞台芸術家が集い、世界一流の舞台芸術を創造・発信し、国内外に誇れる世界のブランド「TOGA」を目指し

ています。

利賀フェスティバル（新利賀山房）



未
来
と
や
ま
　
　
国
際
化
の
推
進

12

第

　
章
1

基 

本 

計 

画

国際化の推進

●県内の外国人登録者数は平成17年末現在14,431人と、10年前（平成 7 年末

6,948人）の2.1倍となっています。特に、就労を目的とした日系ブラジル人の

増加、企業などで技能の研修や実習に従事する中国人の増加が顕著です。

●伏木富山港からの中古自動車輸出の増加に伴い、港湾周辺地区で中古自動車の

売買に従事するロシア人、パキスタン人の滞在、定住も増加しています。

●このような在住外国人の増加に伴い、生活習慣・文化や価値観の相違などから、

地域社会では日本人住民との間にあつれきが生じるなど様々な問題が生じており、

外国人にとっても県民にとっても暮らしやすい地域づくりが求められています。

●ボーダレス化、グローバル化が進展しており、本県としても地球社会の一員と

して、国際社会の多様なニーズに応え、世界の平和と発展に応分の貢献をして

いくことが求められています。

　外国人にとっても県民にとっても暮らしやすい地域づくりが進んでいると
ともに、環日本海地域をはじめとする各国地域との幅広い交流や協力のもと、
グローバルに活動する人材が育っていること。

●外国人住民の増加、定住化の進展を踏まえ、情報の多言語化などによる外国人

住民への情報提供の充実や外国人住民の地域参加の促進などを通じて、在住外

国人と地域住民の相互理解を増進し、ともに安心して暮らせる地域づくりを推

進します。

●地域社会の活性化、国際的な人材育成、国際理解の増進、世界の平和や発展へ

の貢献などの観点から、日常生活に根ざした県民主体の多様な国際交流・国際

協力活動が活発に行われるよう支援します。

●次代を担う県内の青少年が、グローバルに活動し国際社会に貢献する人材とし

て育つよう、青年海外協力隊への支援や小中高生の国際理解教育、国際交流を

促進します。

県内の外国人登録者数の推移と県人口に占める割合

日本海学：中国、朝鮮半島、ロシアを含めた環日本海地域についての理解を深めるとともに、この地域の貴重な財産である森や
海を守り、文化・経済交流を推進するなど、日本や富山が果たすべき役割を考える学際的な取組み。
北西太平洋行動計画（NOWPAP）：国連環境計画（UNEP）が進める地域海行動計画の一つであり、日本海及び黄海の環境保全
を目的として、日本、中国、韓国、ロシアの4か国により1994年に採択された。2004年11月、富山市に本部事務局が設置さ
れた。

12
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

重点施策

重点施策 内　　　容

・多言語による生活情報の提供や日本語学習機会の提供を通じて、外国人住民が日本

の生活習慣、規範等を理解し、地域社会に円滑に溶け込めるよう支援

・専門相談会の開催など在住外国人への相談体制の充実や、外国人児童生徒に対する

学習サポートなど、生活支援体制の充実

・日本語ボランティア養成講座の開催など在住外国人の生活を支援するボランティア

の養成や活動機会の提供

・在住外国人の増加・国籍の多様化に対応した、地域社会における異文化理解の取組

みを推進

・多文化共生の地域づくりを推進する組織の設置など、多文化共生の推進体制の整備

・（財）とやま国際センターと連携協力したイベントや活動情報の提供、活動のスペー

スや活動機会の提供など、県民やNPO等による国際交流・協力活動への支援

・富山県大連事務所など関係する海外拠点の活用や友好提携先との交流情報の提供など、

民間交流を促進する環境の整備

・富山ファン倶楽部など本県滞在経験者のネットワークの充実（⇒コラム 3-12）

・環日本海地域の自然、環境、文化、交流などを研究し、これからの発展の方向性を

探る「日本海学」（※1）の推進

・北西太平洋行動計画（NOWPAP）（※2）本部事務局への支援など環日本海地域等に

おける環境協力活動の推進

多文化共生の
まちづくり

多様な国際交流・
協力活動への
支援

1

2

資料：外国人登録国籍別人員調査（県国際・日本海政策課）
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現状と課題

取組みの
基本方向

194 第2編─第1章（第3節） 195第2編─第1章（第3節）

　＊関連政策：活力9「環日本海など国際経済交流の促進」

　　　　　　　活力13「広域観光・国際観光の振興」

登録者数　　　総人口に占める割合

昭和 55 年上位国

                  （25 人以上）

1 韓国・北朝鮮

2 中国　　　　　

3 米国　　　　　

4 フィリピン    

5 カナダ　　　　

（計　26 か国）

1,916 人

51 人

36 人

35 人

25 人

平成 17 年上位国

　　　　　 （200 人以上）

1 中国　　　　

2 ブラジル　　

3 フィリピン　

4 韓国・北朝鮮

5 ロシア　　　　

6 パキスタン　　

（計　69 か国）

4,865 人

4,565 人

1,676 人

1,391 人

299 人

265 人

2,134 2,262

3,288

6,948

9,564

14,431

0.20

0.29

0.62

0.85

1.30

0.19

（※1）

（※2）
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国際化の推進

●県内の外国人登録者数は平成17年末現在14,431人と、10年前（平成 7 年末

6,948人）の2.1倍となっています。特に、就労を目的とした日系ブラジル人の

増加、企業などで技能の研修や実習に従事する中国人の増加が顕著です。

●伏木富山港からの中古自動車輸出の増加に伴い、港湾周辺地区で中古自動車の

売買に従事するロシア人、パキスタン人の滞在、定住も増加しています。

●このような在住外国人の増加に伴い、生活習慣・文化や価値観の相違などから、

地域社会では日本人住民との間にあつれきが生じるなど様々な問題が生じており、

外国人にとっても県民にとっても暮らしやすい地域づくりが求められています。

●ボーダレス化、グローバル化が進展しており、本県としても地球社会の一員と

して、国際社会の多様なニーズに応え、世界の平和と発展に応分の貢献をして

いくことが求められています。

　外国人にとっても県民にとっても暮らしやすい地域づくりが進んでいると
ともに、環日本海地域をはじめとする各国地域との幅広い交流や協力のもと、
グローバルに活動する人材が育っていること。

●外国人住民の増加、定住化の進展を踏まえ、情報の多言語化などによる外国人

住民への情報提供の充実や外国人住民の地域参加の促進などを通じて、在住外

国人と地域住民の相互理解を増進し、ともに安心して暮らせる地域づくりを推

進します。

●地域社会の活性化、国際的な人材育成、国際理解の増進、世界の平和や発展へ

の貢献などの観点から、日常生活に根ざした県民主体の多様な国際交流・国際

協力活動が活発に行われるよう支援します。

●次代を担う県内の青少年が、グローバルに活動し国際社会に貢献する人材とし

て育つよう、青年海外協力隊への支援や小中高生の国際理解教育、国際交流を

促進します。

県内の外国人登録者数の推移と県人口に占める割合

日本海学：中国、朝鮮半島、ロシアを含めた環日本海地域についての理解を深めるとともに、この地域の貴重な財産である森や
海を守り、文化・経済交流を推進するなど、日本や富山が果たすべき役割を考える学際的な取組み。
北西太平洋行動計画（NOWPAP）：国連環境計画（UNEP）が進める地域海行動計画の一つであり、日本海及び黄海の環境保全
を目的として、日本、中国、韓国、ロシアの4か国により1994年に採択された。2004年11月、富山市に本部事務局が設置さ
れた。

12
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅱ多彩な県民活動の推進

重点施策

重点施策 内　　　容

・多言語による生活情報の提供や日本語学習機会の提供を通じて、外国人住民が日本

の生活習慣、規範等を理解し、地域社会に円滑に溶け込めるよう支援

・専門相談会の開催など在住外国人への相談体制の充実や、外国人児童生徒に対する

学習サポートなど、生活支援体制の充実

・日本語ボランティア養成講座の開催など在住外国人の生活を支援するボランティア

の養成や活動機会の提供

・在住外国人の増加・国籍の多様化に対応した、地域社会における異文化理解の取組

みを推進

・多文化共生の地域づくりを推進する組織の設置など、多文化共生の推進体制の整備

・（財）とやま国際センターと連携協力したイベントや活動情報の提供、活動のスペー

スや活動機会の提供など、県民やNPO等による国際交流・協力活動への支援

・富山県大連事務所など関係する海外拠点の活用や友好提携先との交流情報の提供など、

民間交流を促進する環境の整備

・富山ファン倶楽部など本県滞在経験者のネットワークの充実（⇒コラム 3-12）

・環日本海地域の自然、環境、文化、交流などを研究し、これからの発展の方向性を

探る「日本海学」（※1）の推進

・北西太平洋行動計画（NOWPAP）（※2）本部事務局への支援など環日本海地域等に

おける環境協力活動の推進

多文化共生の
まちづくり

多様な国際交流・
協力活動への
支援

1

2

資料：外国人登録国籍別人員調査（県国際・日本海政策課）
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　＊関連政策：活力9「環日本海など国際経済交流の促進」

　　　　　　　活力13「広域観光・国際観光の振興」

登録者数　　　総人口に占める割合

昭和 55 年上位国

                  （25 人以上）

1 韓国・北朝鮮

2 中国　　　　　

3 米国　　　　　

4 フィリピン    

5 カナダ　　　　

（計　26 か国）

1,916 人

51 人

36 人

35 人

25 人

平成 17 年上位国

　　　　　 （200 人以上）

1 中国　　　　

2 ブラジル　　

3 フィリピン　

4 韓国・北朝鮮

5 ロシア　　　　

6 パキスタン　　

（計　69 か国）

4,865 人

4,565 人

1,676 人

1,391 人

299 人

265 人

2,134 2,262

3,288

6,948

9,564

14,431

0.20

0.29

0.62

0.85

1.30

0.19

（※1）

（※2）
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Ⅱ多彩な県民活動の推進

・活動情報の提供など（財）とやま国際センターを通じた国際交流・協力活動への県民

の参加促進

・顔の見える国際協力活動として高い評価を受けている青年海外協力隊への参加促進

・小中高生への国際理解教育や海外の学校との交流など、国際交流の推進

・外国人留学生への支援

・富山県大連事務所など関係する海外拠点による県内企業の海外進出支援など、国際

経済交流の促進

・海外からの技術研修員等の受入れ

県民等に期待する
主な役割

グローバルに
活動する
人材の育成

3

県　民
ＮＰＯ等

市町村
・地域での交流活動への参加

・異文化理解と国際交流・協力活

動への積極的な参加
・国際交流・協力活動への県民の参加機会

　の提供

・国際交流・協力活動の企画や実践

・在住外国人のための生活相談や情報提供

・在住外国人にも利用しやすい行政サービス

の提供 県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

青年海外協力隊及び
シニア海外ボランテ
ィアの派遣者数
人口10万人あたりの派遣

活動者数

日本語ボランティア
養成者数
とやま国際センター（TIC）

で養成したボランティア

数

ホームステイ登録者
数
TICに登録している受入

協力家庭数

外国人留学生数
県内高等教育機関等に在

学する留学生数

現況は全国平均（H17で3.0人）に達してい

るが、全国平均伸び率の推移及び施策効果

を加味し、設定した。今後、団塊の世代な

どシニア層への働きかけを進め、達成を目

指す。

在住外国人の増加に対応してTICで実施す

る日本語ボランティア講座を引き続き開催し、

地域住民と在住外国人の橋渡し的役割を担

う人材を養成する。

1.7人

（Ｈ12）
4.1人

3.1人

（Ｈ17）

71人

（Ｈ12）
425人

225人

（Ｈ17）

303人

（Ｈ12）
現状維持

513人

（Ｈ17）

142家庭

（Ｈ12）

増　加

させる

167家庭

（Ｈ17）

市町村や民間団体のホームステイ事業に応

じて登録者数の増加を図る。

今後、留学生の質の確保を重視し、受入数

は現状維持を目指すこととする。

環日本海諸国図（通称“逆さ地図”）
環日本海地域との交流・協力を推進する富山県が作成した地図。

日本海が大きな湖のように見え、日本海を挟んで、日本と対岸諸国が一体的な地域であ

ることが視覚的にイメージできる。

在住外国人

富山ファン倶楽部（中国名：富山聯誼会）

コラム3─12

　富山県と中国遼寧省との20年以上の交流の蓄積として、留学生や国際交流員、研修員などとして富山県

に滞在したことのある中国人の方々は多く、現在、母国において地方政府等の中堅幹部や、大学の教員、

企業経営者、弁護士などとして活躍されています。

　富山ファン倶楽部は、こうした富山県での滞在経験があり、富山県の魅力をよく知る中国の方々を会員

として、富山県大連事務所が開設された平成16年に設立されました。

　会員は、遼寧省を中心として、北京や上海など中国各地に広がっており、平成18年の時点で200名を超

えています。

　富山ファン倶楽部では、会員相互の交流に加えて、中国における富山県のイメージアップや、中国との

交流を希望する県内企業や県民と会員との橋渡しなどに取り組んでおり、例えば、富山県大連事務所には、

中国との貿易や投資に関して県内企業から数多くの問合せが寄せられますが、こうした際に会員の方々か

ら様々な協力をいただいています。

　特に中国は人間関係を大切にする国であることから、今後とも、富山ファン倶楽部の人的ネットワーク

を活かした、富山県と中国との幅広い分野の交流の拡大が期待されています。
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Ⅱ多彩な県民活動の推進

・活動情報の提供など（財）とやま国際センターを通じた国際交流・協力活動への県民

の参加促進

・顔の見える国際協力活動として高い評価を受けている青年海外協力隊への参加促進

・小中高生への国際理解教育や海外の学校との交流など、国際交流の推進

・外国人留学生への支援

・富山県大連事務所など関係する海外拠点による県内企業の海外進出支援など、国際

経済交流の促進

・海外からの技術研修員等の受入れ

県民等に期待する
主な役割

グローバルに
活動する
人材の育成

3

県　民
ＮＰＯ等

市町村
・地域での交流活動への参加

・異文化理解と国際交流・協力活

動への積極的な参加
・国際交流・協力活動への県民の参加機会

　の提供

・国際交流・協力活動の企画や実践

・在住外国人のための生活相談や情報提供

・在住外国人にも利用しやすい行政サービス

の提供 県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

青年海外協力隊及び
シニア海外ボランテ
ィアの派遣者数
人口10万人あたりの派遣

活動者数

日本語ボランティア
養成者数
とやま国際センター（TIC）

で養成したボランティア

数

ホームステイ登録者
数
TICに登録している受入

協力家庭数

外国人留学生数
県内高等教育機関等に在

学する留学生数

現況は全国平均（H17で3.0人）に達してい

るが、全国平均伸び率の推移及び施策効果

を加味し、設定した。今後、団塊の世代な

どシニア層への働きかけを進め、達成を目

指す。

在住外国人の増加に対応してTICで実施す

る日本語ボランティア講座を引き続き開催し、

地域住民と在住外国人の橋渡し的役割を担

う人材を養成する。

1.7人

（Ｈ12）
4.1人

3.1人

（Ｈ17）

71人

（Ｈ12）
425人

225人

（Ｈ17）

303人

（Ｈ12）
現状維持

513人

（Ｈ17）

142家庭

（Ｈ12）

増　加

させる

167家庭

（Ｈ17）

市町村や民間団体のホームステイ事業に応

じて登録者数の増加を図る。

今後、留学生の質の確保を重視し、受入数

は現状維持を目指すこととする。

環日本海諸国図（通称“逆さ地図”）
環日本海地域との交流・協力を推進する富山県が作成した地図。

日本海が大きな湖のように見え、日本海を挟んで、日本と対岸諸国が一体的な地域であ

ることが視覚的にイメージできる。

在住外国人

富山ファン倶楽部（中国名：富山聯誼会）

コラム3─12

　富山県と中国遼寧省との20年以上の交流の蓄積として、留学生や国際交流員、研修員などとして富山県

に滞在したことのある中国人の方々は多く、現在、母国において地方政府等の中堅幹部や、大学の教員、

企業経営者、弁護士などとして活躍されています。

　富山ファン倶楽部は、こうした富山県での滞在経験があり、富山県の魅力をよく知る中国の方々を会員

として、富山県大連事務所が開設された平成16年に設立されました。

　会員は、遼寧省を中心として、北京や上海など中国各地に広がっており、平成18年の時点で200名を超

えています。

　富山ファン倶楽部では、会員相互の交流に加えて、中国における富山県のイメージアップや、中国との

交流を希望する県内企業や県民と会員との橋渡しなどに取り組んでおり、例えば、富山県大連事務所には、

中国との貿易や投資に関して県内企業から数多くの問合せが寄せられますが、こうした際に会員の方々か

ら様々な協力をいただいています。

　特に中国は人間関係を大切にする国であることから、今後とも、富山ファン倶楽部の人的ネットワーク

を活かした、富山県と中国との幅広い分野の交流の拡大が期待されています。
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交流人口の拡大、定住・半定住の促進

●人口減少時代が到来し、個性を活かした地域づくりが求められるなか、県内外

の地域間で人の交流や移動が活発化することは、地域経済の活性化につながる

ほか、県民が自分の住む地域の個性や文化を再認識するきっかけとなるなど、

大きなメリットがあります。

　このことから、本県としても北陸新幹線の開業などの効果を活かし、住み良い

富山の地域イメージを全国に発信し、交流人口を拡大して地域の活性化を図っ

ていく必要があります。

●大都市圏等の団塊世代を中心に、自然に恵まれた地方での暮らしに対する潜在

的なニーズは相当程度ありますが、このニーズを顕在化し、本県への定住・半

定住に結びつけていく仕組みは整備されていません。

　平成18年度に行った三大都市圏等に在住の富山県出身者を対象としたアンケー

ト調査でも、約半数が、ふるさと富山県での定住・半定住の意向を持っており、

今後、これらのニーズに総合的かつきめ細かく対応していく体制を整備してい

く必要があります。

　首都圏をはじめとして大都市圏等との交流人口が拡大し、ＵＩＪターンな
どの県内への移住や、季節滞在などの半定住（交流居住）が増大していること。

●富山の「くらし良さ」を全国にアピールし、地域イメージのブランド化を推進し

ます。

●団塊の世代や子育て世代などの多様なニーズに対応した「富山暮らし体験モデル」

の開発に市町村、民間企業、NPO等と連携して取り組み、定住・半定住ニーズ

の掘り起こしに努めます。　

●半定住や定住を希望する人の実際のニーズやネックを把握し、総合的かつきめ

細かく対応していく受入体制の整備に行政、民間が一体となって取り組みます。

富山県での定住・半定住に対する意向

13
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅲ魅力ある地域づくり

重点施策

重点施策 内　　　容

・富山の魅力を絞り込んだロゴマーク「くらしたい国、富山」を活用し、本県のくら

し良さを全国にアピール

・県ＰＲ誌や全国雑誌等において、富山へ定住・半定住された都市出身者等の生活体

験を紹介し、全国にＰＲ

・質の高い芸術、文化やコンベンションなどの開催による交流の促進

・農作業、地引き網体験ができる体験型観光モデルルートの開発、田・樹木等のオー

ナー制度の導入など、都市住民にとって魅力のあるグリーン・ツーリズムの推進

・和漢薬、薬膳料理、森林セラピー等のいやし・健康プログラムを盛り込んだツアー

の開発、情報発信の推進

・県からの情報提供を希望する登録者や県人会会員等に対する定住情報等の提供等に

よる新たな定住・半定住ニーズの掘り起こし

・Ｕターン情報センターや東京アンテナショップでの定住・半定住情報の提供

・「富山暮らし体験モデル（ロングステイ）」の開発と誘客

団塊世代や子育て世代、女性などターゲット別に、 1 週間～ 1 ヶ月程度のコス

トの安い滞在モデルを市町村や民間企業、団体等と連携して開発し、富山暮ら

しを体験する機会を拡大

「富山」の地域
イメージの発信

交流人口の
拡大に向けた
取組み

1

2

定住・半定住
ニーズの掘り起
こしと情報発信

3

多様な
生活体験モデル
の開発

4

45（％）

100（％）9080706050403020100

4035302520151050

現状と課題

取組みの
基本方向
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　＊関連政策：活力13「広域観光・国際観光の振興」（観光交流）

　　　　　　　活力14「富山のブランド力アップ」（地域イメージの発信）

　　　　　　　未来9「若者や中高年の活躍の場の拡大」（ＵＩＪターン）

　　　　　　　未来16「農山漁村の活性化」（農山漁村の資源を活用した交流）

　　　　　　　安心13「住環境の整備」（住宅の流通）

交流居住に対する都市住民のニーズ

既に交流居住を実施

具体的に探している

真剣に考えている

あこがれている

行いたいと思わない

無回答

富山県での定住を考えてみたい

富山県での半定住を考えてみたい

既に富山県での半定住を実施している

富山県以外で定住・半定住を考えてみたい

現在の暮らしを続けたい

無回答

20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

70 代以上

（20人）

（66人）

（146人）

（355人）

（308人）

（48人）

（サンプル数）

富山県での定住を考えてみたい
富山県での半定住を考えてみたい
既に富山県での半定住を実施している
富山県以外で定住・半定住を考えてみたい
現在の暮らしを続けたい
無回答

2.5%

0.2%

0.5%

23.5%

72.2%

1.1%

2.4%

0.0%

2.0%

28.2%

66.5%

0.9%

全体 14大都市

資料：平成16年　総務省過疎対策室調査

資料：平成18年　三大都市圏在住の富山県出身者等に対するアンケート調査（県知事政策室）

資料：平成18年　三大都市圏在住の富山県出身者等に対するアンケート調査（県知事政策室）

富山県での定住・半定住に対する意向（年齢別）

20.5

25.0

40.2

3.6

9.3

1.4

45.0

45.5

34.9

19.7

8.8

10.4 12.5 2.1 6.3 68.8

26.0 4.5 7.1 51.6 1.9

31.3 3.7 11.8 32.4 1.1

18.5 2.7 9.6 32.2 2.1

13.6 7.6 33.3

15.0 10.0 10.0 20.0

定住、半定住を決めるに際して大切だと考える事項

20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

70 代以上

全 体

生活の利便性
（40.0%）

生活の利便性
（27.3%）

医療や福祉サービス
（41.1%）
就　　労

（43.1%）
住　　居

（44.5%）
自然環境

（35.4%）
就　　労

（42.8%）

就　　労
（85.0%）
就　　労

（80.3%）
就　　労

（66.4%）
医療や福祉サービス

（50.4%）
医療や福祉サービス

（57.5%）
医療や福祉サービス

（54.2%）
医療や福祉サービス

（49.0%）

住　　居
（30.0%）
住　　居

（25.8%）
生活の利便性
（23.2%）
住　　居

（33.5%）
自然環境

（26.6%）
住　　居

（33.3%）
住　　居

（34.5%）

20

66

146

355

308

48

947

回答数 1位 2位 3位年代

資料：平成18年　三大都市圏在住の富山県出身者等に対するアンケート調査（県知事政策室）
　　　　　　　　　（注）年代不明の回答者（4名）があったことから、回答数の内訳合計は全体数に一致しない
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交流人口の拡大、定住・半定住の促進

●人口減少時代が到来し、個性を活かした地域づくりが求められるなか、県内外

の地域間で人の交流や移動が活発化することは、地域経済の活性化につながる

ほか、県民が自分の住む地域の個性や文化を再認識するきっかけとなるなど、

大きなメリットがあります。

　このことから、本県としても北陸新幹線の開業などの効果を活かし、住み良い

富山の地域イメージを全国に発信し、交流人口を拡大して地域の活性化を図っ

ていく必要があります。

●大都市圏等の団塊世代を中心に、自然に恵まれた地方での暮らしに対する潜在

的なニーズは相当程度ありますが、このニーズを顕在化し、本県への定住・半

定住に結びつけていく仕組みは整備されていません。

　平成18年度に行った三大都市圏等に在住の富山県出身者を対象としたアンケー

ト調査でも、約半数が、ふるさと富山県での定住・半定住の意向を持っており、

今後、これらのニーズに総合的かつきめ細かく対応していく体制を整備してい

く必要があります。

　首都圏をはじめとして大都市圏等との交流人口が拡大し、ＵＩＪターンな
どの県内への移住や、季節滞在などの半定住（交流居住）が増大していること。

●富山の「くらし良さ」を全国にアピールし、地域イメージのブランド化を推進し

ます。

●団塊の世代や子育て世代などの多様なニーズに対応した「富山暮らし体験モデル」

の開発に市町村、民間企業、NPO等と連携して取り組み、定住・半定住ニーズ

の掘り起こしに努めます。　

●半定住や定住を希望する人の実際のニーズやネックを把握し、総合的かつきめ

細かく対応していく受入体制の整備に行政、民間が一体となって取り組みます。

富山県での定住・半定住に対する意向

13
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅲ魅力ある地域づくり

重点施策

重点施策 内　　　容

・富山の魅力を絞り込んだロゴマーク「くらしたい国、富山」を活用し、本県のくら

し良さを全国にアピール

・県ＰＲ誌や全国雑誌等において、富山へ定住・半定住された都市出身者等の生活体

験を紹介し、全国にＰＲ

・質の高い芸術、文化やコンベンションなどの開催による交流の促進

・農作業、地引き網体験ができる体験型観光モデルルートの開発、田・樹木等のオー

ナー制度の導入など、都市住民にとって魅力のあるグリーン・ツーリズムの推進

・和漢薬、薬膳料理、森林セラピー等のいやし・健康プログラムを盛り込んだツアー

の開発、情報発信の推進

・県からの情報提供を希望する登録者や県人会会員等に対する定住情報等の提供等に

よる新たな定住・半定住ニーズの掘り起こし

・Ｕターン情報センターや東京アンテナショップでの定住・半定住情報の提供

・「富山暮らし体験モデル（ロングステイ）」の開発と誘客

団塊世代や子育て世代、女性などターゲット別に、 1 週間～ 1 ヶ月程度のコス

トの安い滞在モデルを市町村や民間企業、団体等と連携して開発し、富山暮ら

しを体験する機会を拡大

「富山」の地域
イメージの発信

交流人口の
拡大に向けた
取組み

1

2

定住・半定住
ニーズの掘り起
こしと情報発信

3

多様な
生活体験モデル
の開発

4

45（％）

100（％）9080706050403020100

4035302520151050

現状と課題

取組みの
基本方向
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　＊関連政策：活力13「広域観光・国際観光の振興」（観光交流）

　　　　　　　活力14「富山のブランド力アップ」（地域イメージの発信）

　　　　　　　未来9「若者や中高年の活躍の場の拡大」（ＵＩＪターン）

　　　　　　　未来16「農山漁村の活性化」（農山漁村の資源を活用した交流）

　　　　　　　安心13「住環境の整備」（住宅の流通）

交流居住に対する都市住民のニーズ

既に交流居住を実施

具体的に探している

真剣に考えている

あこがれている

行いたいと思わない

無回答

富山県での定住を考えてみたい

富山県での半定住を考えてみたい

既に富山県での半定住を実施している

富山県以外で定住・半定住を考えてみたい

現在の暮らしを続けたい

無回答

20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

70 代以上

（20人）

（66人）

（146人）

（355人）

（308人）

（48人）

（サンプル数）

富山県での定住を考えてみたい
富山県での半定住を考えてみたい
既に富山県での半定住を実施している
富山県以外で定住・半定住を考えてみたい
現在の暮らしを続けたい
無回答

2.5%

0.2%

0.5%

23.5%

72.2%

1.1%

2.4%

0.0%

2.0%

28.2%

66.5%

0.9%

全体 14大都市

資料：平成16年　総務省過疎対策室調査

資料：平成18年　三大都市圏在住の富山県出身者等に対するアンケート調査（県知事政策室）

資料：平成18年　三大都市圏在住の富山県出身者等に対するアンケート調査（県知事政策室）

富山県での定住・半定住に対する意向（年齢別）

20.5

25.0

40.2

3.6

9.3

1.4

45.0

45.5

34.9

19.7

8.8

10.4 12.5 2.1 6.3 68.8

26.0 4.5 7.1 51.6 1.9

31.3 3.7 11.8 32.4 1.1

18.5 2.7 9.6 32.2 2.1

13.6 7.6 33.3

15.0 10.0 10.0 20.0

定住、半定住を決めるに際して大切だと考える事項

20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

70 代以上

全 体

生活の利便性
（40.0%）

生活の利便性
（27.3%）

医療や福祉サービス
（41.1%）
就　　労

（43.1%）
住　　居

（44.5%）
自然環境

（35.4%）
就　　労

（42.8%）

就　　労
（85.0%）
就　　労

（80.3%）
就　　労

（66.4%）
医療や福祉サービス

（50.4%）
医療や福祉サービス

（57.5%）
医療や福祉サービス

（54.2%）
医療や福祉サービス

（49.0%）

住　　居
（30.0%）
住　　居

（25.8%）
生活の利便性
（23.2%）
住　　居

（33.5%）
自然環境

（26.6%）
住　　居

（33.3%）
住　　居

（34.5%）

20

66

146

355

308

48

947

回答数 1位 2位 3位年代

資料：平成18年　三大都市圏在住の富山県出身者等に対するアンケート調査（県知事政策室）
　　　　　　　　　（注）年代不明の回答者（4名）があったことから、回答数の内訳合計は全体数に一致しない
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Ⅲ魅力ある地域づくり

・定住・半定住の実現に必要な地域における仕事、住居、医療、福祉、教育などの生

活関連サービスをコーディネートしていくため、意欲ある市町村との連携を図りな

がら、受入組織づくりを促進

・グリーン・ツーリズム、自然学校など都市住民との交流に取り組んでいるＮＰＯな

どの育成

・都市住民の移住等のニーズを地方につなぐ全国的なネットワークへの参加

・観光ボランティアをはじめとした関係団体等に対する研修の実施など、富山の自然

や伝統・文化、生活などの魅力を積極的に伝えていく「おもてなしの心」の醸成

県民等に期待する
主な役割

官民の協力による
受入体制の整備

5

県　民

ＮＰＯ等

市町村

・「おもてなし意識」の向上

・定住、半定住者のコミュニティへの

積極的な受入れ

・子弟などのＵターン促進

・グリーン・ツーリズム、自然学校など都

市住民との交流、定住支援事業の拡大

・交流人口拡大に向けた地域情報の積極的な発信

・田舎暮らし体験事業等での滞在拠点の確保や地

域との調整

・定住、半定住ニーズに対応した交通、

住宅、仕事、医療、福祉などの総合的

な地域サービスの提供

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

富山県への県外から
の転入数
住民基本台帳人口移動報

告（総務省統計）による県

外からの転入者数

富山県での定住・半
定住に関する相談件
数
県、市町村、県Uターン

情報センターなど公的機

関において受け付けた定

住・半定住に関する相談

件数

県情報を希望する登
録者数
県に対して富山県に関す

る各種情報提供を希望す

る者の登録者数

退職を迎える世代は増加するものの、人口

は全体として減少基調にあるため、本県で

の就労、住居及び自然環境などの魅力を発

信することにより、現状維持を目指す。

本県でのくらし良さを積極的にアピールす

ることなどにより、県外在住者の関心度を

高め、県外からの転入者の概ね１％程度の

方から、定住に向けての相談を受けること

を目指す。

17,065人

（H12）
現状維持

14,880人

（H17）

― 150件―

現状では、本県出身者で首都圏在住者のみ

の登録であるが、今後、他県出身者、首都

圏以外の在住者も対象として登録者数の増

加に努める。

国土交通省による今後の「二地域居住人口」

の推計値の伸び率（H17→H22:1.9倍）を参

考として、情報提供希望者はそれよりも多

いことから約3倍となることを目指す。

1,300人
436人

（H18）
―

民間事業者

とやま夏期大学
平成18年度において、県内外の人々を対象として、立山のふも

との雄大で美しい自然のなか、質の高い学びと楽しみの場を提

供

ときどき富山県民モニターツアー
平成18年度において、首都圏在住者を対象として、富山県内の

魅力を体験する短期滞在のツアーを実施
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Ⅲ魅力ある地域づくり

・定住・半定住の実現に必要な地域における仕事、住居、医療、福祉、教育などの生

活関連サービスをコーディネートしていくため、意欲ある市町村との連携を図りな

がら、受入組織づくりを促進

・グリーン・ツーリズム、自然学校など都市住民との交流に取り組んでいるＮＰＯな

どの育成

・都市住民の移住等のニーズを地方につなぐ全国的なネットワークへの参加

・観光ボランティアをはじめとした関係団体等に対する研修の実施など、富山の自然

や伝統・文化、生活などの魅力を積極的に伝えていく「おもてなしの心」の醸成

県民等に期待する
主な役割

官民の協力による
受入体制の整備

5

県　民

ＮＰＯ等

市町村

・「おもてなし意識」の向上

・定住、半定住者のコミュニティへの

積極的な受入れ

・子弟などのＵターン促進

・グリーン・ツーリズム、自然学校など都

市住民との交流、定住支援事業の拡大

・交流人口拡大に向けた地域情報の積極的な発信

・田舎暮らし体験事業等での滞在拠点の確保や地

域との調整

・定住、半定住ニーズに対応した交通、

住宅、仕事、医療、福祉などの総合的

な地域サービスの提供

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

富山県への県外から
の転入数
住民基本台帳人口移動報

告（総務省統計）による県

外からの転入者数

富山県での定住・半
定住に関する相談件
数
県、市町村、県Uターン

情報センターなど公的機

関において受け付けた定

住・半定住に関する相談

件数

県情報を希望する登
録者数
県に対して富山県に関す

る各種情報提供を希望す
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自然、歴史、伝統文化など地域の魅力の継承・再発見

●富山県には、自然、歴史、伝統文化、行事など、大都市圏にはない地域の魅力

が数多くありますが、県民にその魅力が十分に認識されているとは必ずしも言

えません。

●今後、県民自身が身近にある地域の魅力を再認識するとともに、これらの魅力

をさらに高める地域活動や、誇りと愛着を感じながら保存・継承していく人材

の育成、地域間の相互連携による県民一体となった取組みを促すことにより、

富山県全体の魅力づくりにつなげていくことが求められます。

　県内各地域において育まれてきた自然、歴史や伝統文化などの魅力を継承、
再発見し、質を高める活動が活発に行われるなかで、郷土への誇りと愛着が
深まっていること。

●富山らしい魅力ある地域資源を発掘し、さらにその価値を高め、新しい魅力の

創造につなげるなど、郷土への誇りと愛着を抱きながら魅力ある地域づくりを

進めるようとする、地域や県民主体の取組みを促進します。

全国的に又は国際的に誇れる文化

14
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅲ魅力ある地域づくり

重点施策

重点施策 内　　　容

・富山の風土に根ざした身近な地域資源を「とやま未来遺産」として認定するなど、地

域資源を発掘し、地域の魅力創造、地域活性化に活用する取組みの推進

・富山の自然、歴史、伝統文化など様々な地域資源について、実際に体験しながら魅

力を再発見していく「越中富山ふるさとチャレンジ」の展開（⇒コラム 3-14）

・県内の優れた歴史・文化資産の世界遺産登録への活動を通じて、富山の魅力の再発見、

全国への情報発信を推進

・地域資源を活かしたイベントやまち並み整備、魅力ある景観形成など資源の価値を

高め、県民自身が地域に誇りと愛着を感じながら地域づくりに取り組む活動への支

援

・「立山布橋灌頂会」など、地域の魅力を磨き上げる先進的事例の紹介やＰＲの積極的

な展開と、魅力ある地域づくりに向けた意識の醸成

・地域住民が主体となり、魅力ある地域づくりに取り組む地域団体の組織化（ネットワ

ーク化）や活動に対する積極的な支援

・世界遺産「五箇山の合掌造り集落」、国指定重要文化財「勝興寺」をはじめとする文化

遺産の保存修理や、高岡御車山をはじめとする曳山行事などへの支援をとおした保

護意識の醸成

・「おわら風の盆」、県内各地の獅子舞など、伝統文化を地域の子どもたちへ伝承する

活動に対する支援や、活動事例の紹介等を通じた、伝統文化を保存継承する人材の

育成・確保

・「麦屋節」、「筑子唄」などの民謡や「せり込み蝶六」、「越中の稚児舞」などに代表さ

れる県民に愛着のある民俗芸能を公開する場の確保

・ 文化財愛護ボランティアの育成支援

・インターネットを活用した伝統文化の魅力の発信

・散居村や伝統的なまち並み、歴史的建造物など大都市圏にない富山の魅力を活かし

たまちづくりの推進

・「おわら風の盆」などの伝統芸能や曳山行事などの魅力的な伝統行事・文化を観光資

源としたまちづくりの推進

地域の魅力の
発掘・再発見の
推進

地域の良さや
魅力を磨き
上げる活動への
支援

1

2

歴史・伝統文化
など地域の魅力
を活かした
まちづくり

4

伝統文化の
保存・継承

3

資料：平成17年　文化に関する県民アンケート調査（県生活文化課）

世界遺産「五箇山の合掌造り集落」などの歴史的な町並みや集落、建造物

「おわら」、「むぎや」に代表される民謡や曳山などの民俗芸能

国宝瑞龍寺や勝興寺、瑞泉寺などの社寺

高岡銅器・漆器、井波彫刻などの伝統工芸

近代美術館や水墨美術館、立山博物館などの特色ある美術館・博物館

ますのすし、地酒、五箇山豆腐などの歴史・風土に培われた食文化

世界演劇祭「利賀フェスティバル」の開催など国際的な舞台芸術の拠点づくり

万葉や立山信仰などの歴史にゆかりのある文芸活動やイベント

舞踊、吹奏楽、演劇等、優秀な指導者のもと、国内外で活躍する芸術活動

国際アマチュア演劇祭、こども演劇祭などの国際文化交流

文化ホール、美術館などを拠点とする住民参加による文化活動

その他

わからない、特にない

80（％）706050403020100

現状と課題

取組みの
基本方向

202 第2編─第1章（第3節） 203第2編─第1章（第3節）

　＊関連政策：活力14「富山のブランド力アップ」（地域の魅力の発信）

　　　　　　　未来11「芸術文化の振興」

70.6

64.0

54.9

40.7

29.6

20.0

13.6

9.5

0.9

35.8

8.3

7.2

6.6
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富山県全体の魅力づくりにつなげていくことが求められます。
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Ⅲ魅力ある地域づくり

県民等に期待する
主な役割

県　民

市町村

・地域の魅力の保存・継承活動への参加

・伝統文化を保存・継承する活動の実施

・地域の魅力の継承・再発見に関する組織的な

取組みの展開

・地域の魅力に関する情報発信

・地域や県民主体の取組みへの支援

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

地域の魅力づくりに
取り組むＮＰＯ法人
数
認証を受けているＮＰＯ

法人のうち、主としてま

ちづくりの推進を図る活

動を行っているものの数

県内に自信をもって
誇れるものがたくさ
んあると思う人の割
合
県政世論調査において「県

外の知人、友人等に自信

をもって紹介したり、奨

めたりできるものがたく

さんある」と答える人の割

合

地域文化に関係する
ボランティア活動者
数
指定文化財など地域の文

化資源を対象として保存

伝承、解説案内等の活動

を継続的に実施している

団体の活動者数

地域の魅力づくりに関する県民意識の高ま

りを見込み、ＮＰＯ法人全体（H17→H27 

約2.5倍）と同程度以上の伸びを目指す。

県民の意識に関わる数値であるため、数値

目標の設定が困難であることから、「誇れ

るものがたくさんあると思う県民の割合の

増加」を目標とする。

0法人

（H12）
40法人

15法人

（H17）

― 13,700人
13,200人

（H17）

観光ガイドグループ等への県民の参加拡大（年

平均50人程度）を見込み設定。

増　加

させる

32.2％

(H18)
―

立山布橋灌頂会（伝統儀式の再現） 文化財愛護ボランティアの解説活動

ＮＰＯ等

富山の魅力再発見の取組み

越中富山ふるさとチャレンジ
コラム3─14

　平成18年11月、富山の自然や歴史、文化、産業などについて理解度を問う検定試験が初めて実施され、

約3,300名が受検しました。

　越中富山ふるさとチャレンジは、県と市町村、民間団体等が連携し、検定試験等を実施することにより、

県民一人ひとりがふるさとの魅力を再発見・再認識し、誇りをもって全国にＰＲしていただくことを目的

としています。

　検定試験に先立ち、県内の博物館、観光施設やイベント等をめぐるスタンプラ

リー、バスツアー、富山大学の協力によるセミナーなど、県民参加型のキャンペ

ーンも展開され、他都道府県の「ご当地検定」との差別化が図られています。

　今後、検定試験のマスターコースの設置など、取組みのさらなる充実を目指す

こととしています。

五箇山の合掌造り集落 おらわ風の盆
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0法人

（H12）
40法人

15法人

（H17）

― 13,700人
13,200人

（H17）

観光ガイドグループ等への県民の参加拡大（年

平均50人程度）を見込み設定。

増　加

させる

32.2％

(H18)
―

立山布橋灌頂会（伝統儀式の再現） 文化財愛護ボランティアの解説活動

ＮＰＯ等

富山の魅力再発見の取組み

越中富山ふるさとチャレンジ
コラム3─14

　平成18年11月、富山の自然や歴史、文化、産業などについて理解度を問う検定試験が初めて実施され、

約3,300名が受検しました。

　越中富山ふるさとチャレンジは、県と市町村、民間団体等が連携し、検定試験等を実施することにより、

県民一人ひとりがふるさとの魅力を再発見・再認識し、誇りをもって全国にＰＲしていただくことを目的

としています。

　検定試験に先立ち、県内の博物館、観光施設やイベント等をめぐるスタンプラ

リー、バスツアー、富山大学の協力によるセミナーなど、県民参加型のキャンペ

ーンも展開され、他都道府県の「ご当地検定」との差別化が図られています。

　今後、検定試験のマスターコースの設置など、取組みのさらなる充実を目指す

こととしています。

五箇山の合掌造り集落 おらわ風の盆
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美しい景観づくり・歴史や文化を活かした
まち並みづくり

●ダイナミックな自然景観や美しい田園景観に恵まれ、現代的な都市景観も新た

に形成されていますが、景観づくりの主役である県民や事業者の意識は必ずし

も高いとは言えません。

●県内各地域において歴史的、文化的なまち並みを保存、修復しようとする活動

や新しい都市景観づくりの動きが見られ、今後、地域イメージの向上や交流人

口の拡大につながることが期待されます。

●景観の重要な構成要素である屋外広告物が無秩序に大量かつ乱雑に設置され、

美しいまち並みづくりを阻害していることから、約7割の県民は規制強化が必

要であるとの意向を示しています。

　美しい自然景観や田園景観が守り育てられ、良好な都市景観づくりが行わ
れるとともに、歴史や文化を活かしたまち並みづくりが進められていること。

●地域の景観が県民の共有財産であるとの意識を高め、県民参加のもとに、美し

い景観の保全と創造を進めます。

●歴史や文化、豊かな緑や花、田園景観や水辺空間など地域の個性を活かしながら、

景観づくり・まち並みづくりに取り組みます。

●沿道景観に関する県民、広告業者、広告主等の理解と意識を高めるとともに、

屋外広告物に対する規制の強化、地域の景観に調和した良質な屋外広告物の設

置誘導を図り、美しいまち並みづくりに取り組みます。

地域の景観を損ねているもの 屋外広告物規制強化の必要性

15
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅲ魅力ある地域づくり

重点施策

重点施策 内　　　容

・優れた景観が見られる地域等の「景観づくり重点地域」指定や、地域の景観に調和し

た建築物の誘導など、景観に配慮した美しいまちづくりの推進

・「ふるさと眺望点」の指定による眺望景観の保全

・新幹線駅等を中心とした、周辺との調和に配慮し、富山県の玄関口にふさわしい魅

力ある景観づくり

・水辺を活かした、魅力的で賑わいのある美しい景観づくり

・美しい自然景観を保全、復元する河川の整備

・景観に配慮した海岸保全施設の整備による優れた海岸景観の保全

・地域住民と都市住民等が一体となった、散居村、棚田など美しい田園景観の保全活

動に対する支援

・歴史や文化などを活かしたまち並みづくりを進めるための景観に関するルールづく

りへの支援

・地域に親しまれている建造物や名勝地等をふるさとの記念物に指定することによる

景観資源の保全

・良好な景観形成に向けた屋外広告物の規制強化や違反屋外広告物適正化の推進

・ガイドラインによる良質な屋外広告物の誘導やモデル地区における重点的な取組み

の推進

・市街地等における道路の無電柱化の推進

・パンフレット、ホームページを利用した景観づくり活動に関する情報提供

・フォーラムの開催、優れた建築物や活動に対する表彰等による県民の景観づくり意

識の高揚

・景観づくり住民協定など地域の景観づくり活動に対する、専門家の派遣等による支

援

地域の個性を
活かした
景観づくり

歴史や文化を
活かした
景観づくり

1

2

美しい沿道
景観づくり

3

県民参加の
景観づくり
活動への支援

4

60（％）50403020100

現状と課題

取組みの
基本方向

206 第2編─第1章（第3節） 207第2編─第1章（第3節）

県民等に期待する
主な役割

企　業

県　民
ＮＰＯ等

市町村
・地域の景観に配慮した建築物や

広告物の設置

・身近な景観づくり活動への参加

・景観形成のための計画策定への参加

・景観づくり活動の実施

・地域の景観形成のための計画策定・

事業実施

無回答 3.2％

自発的に改善する
よう誘導する
だけでよい
12.6％

規制も誘導も
必要ない
1.2％

わからない
10.5％

誘導するだけで
なく、規制も
強化した方がよい
50.8％

誘導より規制を
強化した方が
　よい
　　　21.7％

乱立した屋外広告物

野積みされたスクラップなど

鉄塔、電柱、電線

雑然とした市街地や住宅地のまち並み

花や緑の少ないまち並み

ビルなどの大規模な建築物

高架橋などの大規模な構造物

その他

資料：景観に関する県民アンケート調査（H18.4、県建築住宅課）

資料：景観に関する県民アンケート調査
（H18.4、県建築住宅課）

50.7

44.4

43.7

33.9

28.6

9.6

5.2

7.2
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●ダイナミックな自然景観や美しい田園景観に恵まれ、現代的な都市景観も新た

に形成されていますが、景観づくりの主役である県民や事業者の意識は必ずし

も高いとは言えません。

●県内各地域において歴史的、文化的なまち並みを保存、修復しようとする活動

や新しい都市景観づくりの動きが見られ、今後、地域イメージの向上や交流人

口の拡大につながることが期待されます。

●景観の重要な構成要素である屋外広告物が無秩序に大量かつ乱雑に設置され、

美しいまち並みづくりを阻害していることから、約7割の県民は規制強化が必

要であるとの意向を示しています。

　美しい自然景観や田園景観が守り育てられ、良好な都市景観づくりが行わ
れるとともに、歴史や文化を活かしたまち並みづくりが進められていること。

●地域の景観が県民の共有財産であるとの意識を高め、県民参加のもとに、美し

い景観の保全と創造を進めます。

●歴史や文化、豊かな緑や花、田園景観や水辺空間など地域の個性を活かしながら、

景観づくり・まち並みづくりに取り組みます。

●沿道景観に関する県民、広告業者、広告主等の理解と意識を高めるとともに、

屋外広告物に対する規制の強化、地域の景観に調和した良質な屋外広告物の設

置誘導を図り、美しいまち並みづくりに取り組みます。

地域の景観を損ねているもの 屋外広告物規制強化の必要性

15
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅲ魅力ある地域づくり

重点施策

重点施策 内　　　容

・優れた景観が見られる地域等の「景観づくり重点地域」指定や、地域の景観に調和し

た建築物の誘導など、景観に配慮した美しいまちづくりの推進

・「ふるさと眺望点」の指定による眺望景観の保全

・新幹線駅等を中心とした、周辺との調和に配慮し、富山県の玄関口にふさわしい魅

力ある景観づくり

・水辺を活かした、魅力的で賑わいのある美しい景観づくり

・美しい自然景観を保全、復元する河川の整備

・景観に配慮した海岸保全施設の整備による優れた海岸景観の保全

・地域住民と都市住民等が一体となった、散居村、棚田など美しい田園景観の保全活

動に対する支援

・歴史や文化などを活かしたまち並みづくりを進めるための景観に関するルールづく

りへの支援

・地域に親しまれている建造物や名勝地等をふるさとの記念物に指定することによる

景観資源の保全

・良好な景観形成に向けた屋外広告物の規制強化や違反屋外広告物適正化の推進

・ガイドラインによる良質な屋外広告物の誘導やモデル地区における重点的な取組み

の推進

・市街地等における道路の無電柱化の推進

・パンフレット、ホームページを利用した景観づくり活動に関する情報提供

・フォーラムの開催、優れた建築物や活動に対する表彰等による県民の景観づくり意

識の高揚

・景観づくり住民協定など地域の景観づくり活動に対する、専門家の派遣等による支

援

地域の個性を
活かした
景観づくり

歴史や文化を
活かした
景観づくり

1

2

美しい沿道
景観づくり

3

県民参加の
景観づくり
活動への支援

4

60（％）50403020100

現状と課題

取組みの
基本方向

206 第2編─第1章（第3節） 207第2編─第1章（第3節）

県民等に期待する
主な役割

企　業

県　民
ＮＰＯ等

市町村
・地域の景観に配慮した建築物や

広告物の設置

・身近な景観づくり活動への参加

・景観形成のための計画策定への参加

・景観づくり活動の実施

・地域の景観形成のための計画策定・

事業実施

無回答 3.2％

自発的に改善する
よう誘導する
だけでよい
12.6％

規制も誘導も
必要ない
1.2％

わからない
10.5％

誘導するだけで
なく、規制も
強化した方がよい
50.8％

誘導より規制を
強化した方が
　よい
　　　21.7％

乱立した屋外広告物

野積みされたスクラップなど

鉄塔、電柱、電線

雑然とした市街地や住宅地のまち並み

花や緑の少ないまち並み

ビルなどの大規模な建築物

高架橋などの大規模な構造物

その他

資料：景観に関する県民アンケート調査（H18.4、県建築住宅課）

資料：景観に関する県民アンケート調査
（H18.4、県建築住宅課）

50.7

44.4

43.7

33.9

28.6

9.6

5.2

7.2
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Ⅲ魅力ある地域づくり

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

景観づくり住民協定
の締結件数（累計）
県または市町村の景観条

例に基づく住民協定等を

締結した地区の数

市街地の幹線道路に
おける無電柱化率
市街地の幹線道路（国道及

び県道）の総延長のうち、

電柱・電線のない道路延

長の割合

地域の景観を美しい
と思う人の割合
県政世論調査において、「自

分の住んでいる地域の景

観を美しいと思う」と答え

る人の割合

景観条例施行後の3年間に、2地区におい

て締結されているが、今後、県民意識の高

揚を図り、市町村数の半分の地区での締結

を目指す。

「無電柱化推進計画」に基づき、電線管理者

との間で、実施箇所の合意に向けた協議を

順次進めることにより、目標達成を目指す。

―
8地区

2地区

（H17）

4.5％

（H13）
10％

6.9％

（H17）

県民意識に関わる数値のため、数値目標の

設定が困難であることから、「自分の住ん

でいる地域の景観を美しいと思う県民の割

合の増加」を目標とする。

増　加

させる

44.0％

（H18）
―

雨晴海岸から富山湾越しに見る
立山連峰

農業の営みの中で守られてきた棚田

富岩運河環水公園と一体となった
富山駅北地区

土蔵造りのまち並みと御車山祭り

水田と屋敷林でつくられる
特徴的な景観の散居村

瑞泉寺の門前町としての
歴史的なまち並み
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県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）
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長の割合
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と思う人の割合
県政世論調査において、「自

分の住んでいる地域の景

観を美しいと思う」と答え

る人の割合

景観条例施行後の3年間に、2地区におい

て締結されているが、今後、県民意識の高

揚を図り、市町村数の半分の地区での締結

を目指す。

「無電柱化推進計画」に基づき、電線管理者

との間で、実施箇所の合意に向けた協議を

順次進めることにより、目標達成を目指す。

―
8地区

2地区

（H17）

4.5％

（H13）
10％

6.9％

（H17）

県民意識に関わる数値のため、数値目標の

設定が困難であることから、「自分の住ん

でいる地域の景観を美しいと思う県民の割

合の増加」を目標とする。

増　加

させる

44.0％

（H18）
―

雨晴海岸から富山湾越しに見る
立山連峰

農業の営みの中で守られてきた棚田

富岩運河環水公園と一体となった
富山駅北地区

土蔵造りのまち並みと御車山祭り

水田と屋敷林でつくられる
特徴的な景観の散居村

瑞泉寺の門前町としての
歴史的なまち並み
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　＊関連政策：活力10「農業生産の振興」

　　　　　　　活力11「森林・林業の振興」

　　　　　　　活力12「水産業の振興」

　　　　　　　活力13「広域観光・国際観光の振興」（グリーン・ツーリズム）

　　　　　　　未来13「交流人口の拡大、定住・半定住の促進」（グリーン・ツーリズム）

　　　　　　　未来17「豊かで美しい森づくり・花と緑の地域づくり」（森づくり）
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農山漁村の活性化

●農山漁村においては、農業従事者数が最近10年間で約16万人（H 7 ）から約10

万人（H17）へと減少する一方、うち65歳以上が占める割合が約25％（H 7 ）か

ら約34％（H17）へと増加するなど、過疎化や高齢化の進展とともに、非農家世

帯の増加など混住化が進んでいます。

●こうした変化に伴って、生産活動の停滞や集落機能の低下がみられ、農地・農

業用水、里山などの保全・管理が難しくなっており、農山漁村固有の自然、景観、

伝統文化等の喪失が懸念されています。

●とりわけ、県土の 8 割を占める中山間地域は、県土や環境の保全などの重要な

役割を果たしているにもかかわらず、耕作放棄地が増加するなど、地域活力の

低下が深刻化しています。

●一方、人々の価値観やライフスタイルが多様化しており、農山漁村の食料供給

機能に加え、美しい自然や景観、緑・水資源の維持・保全、伝統文化の継承など、

農山漁村の持つ多面的機能に対する期待や関心が高まっており、県内外からの

重要な観光・交流資源として農山漁村の価値を高めていくことが求められてい

ます。

　豊かな自然、美しい景観、伝統文化等の地域資源の活用や、都市住民との
交流などにより、個性豊かな魅力ある農山漁村が形成されていること。

●農地・農業用水、里山などの良好な保全・管理や生活環境の向上を促進し、農

山漁村の持続的な発展を図りつつ、その多面的機能を維持・増進します。

●地域資源を活かした産業の育成とともに、都市と農山漁村の交流、さらにはグ

リーン・ツーリズム・ビジネスへの発展の推進などにより、個性豊かな魅力あ

る農山漁村づくりを進めます。

●中山間地域については、豊かで美しい自然、培われた伝統文化、高齢者の知恵

と技などを活かし、担い手対策、鳥獣被害の防止等の多様な課題に取り組み、

地域の活性化を図ります。

農業従事者数の推移 望ましい農村の姿として期待するもの

（※1） エコファーマー：堆肥利用による土づくりや減農薬・減化学肥料栽培など環境に配慮した農業を実践する者

16
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅲ魅力ある地域づくり

重点施策

重点施策 内　　　容

・農地・水・環境保全向上対策の推進等による地域ぐるみや都市住民の協力を得た農地・

農業用水、里山などの保全・管理の取組みの推進

・県土や自然環境、農村景観の保全などの多面的機能に配慮した農山漁村の生産基盤

や生活環境の整備と維持・管理の推進

・エコファーマー（※1）の育成、農薬・化学肥料の大幅な低減等の先進的な営農を行

う地域・組織の活動強化など、環境にやさしい農業の一層の推進

・有機資源の堆肥化など循環型社会の構築に向けたバイオマスの利活用の推進

・中山間地域直接支払制度等を活用した耕作放棄地の増加防止

・牛の放牧帯や電気柵の設置等の鳥獣被害対策などによる美しく安らぎのある郷づく

りの推進

・県民の棚田保全意識醸成のためのイベント開催、棚田ボランティアの育成等による

棚田保全の推進

・地域特産物に係る生産、加工、販売の一貫した体制づくり、観光との連携等による

地場産業の振興

・生活環境の整備や医療・福祉関連施策による定住環境の維持・向上

・大都市住民の田舎生活体験を通じた定住・半定住の促進

・祭りやその担い手の育成など特色ある伝統文化の振興

地域資源の保全・
管理と環境に
やさしい農業の
推進

中山間地域の
活性化

1

2

出典：農林業センサス（農林水産省） 出典：平成14年　農業・農村と環境についてのアンケート調査（県耕地課）
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さと

農業従事者数　　　65歳以上が占める割合

177,682

155,697

124,987

96,630

33.5％

69.4

38.7

28.5

2.4

1.3

29.7％

26.2％

20.0％

米や野菜などの食料を供給するところ

豊かな人情や伝統文化の残っているところ

老後の生活に適するところ

その他

わからない

美しい自然や景観が保たれ、休養・保養に
役立つところ

緑資源を維持し、大気、水等を
浄化するところ

農業や地場産業など、いろんな産業が
営まれているところ

農家のみならず、広く一般に居住の場を
提供するところ

野外スポーツやレクリエーションの場を
提供するところ

57.0

56.4

25.7

14.2

10.8
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　＊関連政策：活力10「農業生産の振興」

　　　　　　　活力11「森林・林業の振興」

　　　　　　　活力12「水産業の振興」

　　　　　　　活力13「広域観光・国際観光の振興」（グリーン・ツーリズム）

　　　　　　　未来13「交流人口の拡大、定住・半定住の促進」（グリーン・ツーリズム）

　　　　　　　未来17「豊かで美しい森づくり・花と緑の地域づくり」（森づくり）
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グリーン・ツーリズム：都市住民が農山村において、農林業体験や自然を舞台としたスポーツ等を通じて、人・自然・文化との
交流を楽しむ滞在型の余暇活動
フォレストリーダー：子どもたちの森林内でのふれあい・体験を支援・演出する指導者（県が認定）

Ⅲ魅力ある地域づくり

・市町村、ＮＰＯ等と連携したグリーン・ツーリズム（※2）の推進

・都市と農山漁村の交流の拠点となる市民農園等交流施設の整備

・研究会の開催や、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体が参画するイベントの開催を通

じた、推進気運の醸成と魅力の発信

・研修開催、モニター事業の実施、立山黒部アルペンルート観光との連携など、農林

水産業との複合経営が可能なレストラン・民宿等のグリーン・ツーリズム・ビジネ

スの支援

・水田等オーナー制度の推進、フォレストリーダー（※3）による子どもたちへの森林

環境学習機会の提供、地引網体験や修学旅行の受入れなど、都市の子どもや親子を

対象とした農林漁業体験等の推進

・「いきいき富山館」や3大都市圏におけるイベントの活用など、農山漁村の魅力の都

市部への情報発信

・ソバづくり（利賀）や定置網漁業（氷見）等による諸外国との技術交流など、農林水産

業を通じた国際交流の推進

県民等に期待する
主な役割

都市と農山漁村の
交流の推進

3

企　業

県　民
ＮＰＯ等

市町村

・地域資源を活用した事業展開

・交流活動への参加、支援

・自然体験・保養の場としての活用

・農地・農業用水、里山等の保全活

動への積極的参加 ・都市と農山漁村の交流活動の企画・実施

・農地・農業用水、里山等の保全・管理

・環境にやさしい農業の実践

・農林水産業や「食」に関する体験や交

流の場の提供

・地域の魅力に関する情報発信・ＰＲ

・地域活動のコーディネート

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

農村環境の保全を目
指す集落数
地域ぐるみで農地や水を

守る共同活動や環境保全

に向けた営農活動を行う

集落協定を締結した集落

数

農林漁業等体験者数
県内における棚田オーナ

ー、観光農園、そば打ち、

地引網等の体験活動に参

加した延べ人数

これまで推進してきた中山間地域直接支払

制度に係る集落協定に加え、今後、「農地・

水・環境保全向上対策」による平場の集落

協定の増加を見込み、県内農業集落（2,226）

の半数を超える集落での締結を目指す。

近年における都市住民の農山漁村の自然、

景観等に対する関心の高まりに対応し、棚

田オーナー等の取組みの拡大などグリーン・

ツーリズムの推進により、2割程度の増加

を目指す。

225集落

（H12）
1,300集落

380集落

（H17）

26,000人

（H12）
46,000人

39,000人

（H17）

農林漁業者

中山間地域の活性化 都市と農山漁村の交流の推進

地域資源の保全・管理

過疎化・高齢化の進展、集落機能の低下、
農山漁村の自然、景観、伝統文化等の喪失

県民の価値観やライフスタイルの
多様化、農山漁村への期待の高まり

農山漁村の活性化

（※2）

（※3）
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協定の増加を見込み、県内農業集落（2,226）

の半数を超える集落での締結を目指す。

近年における都市住民の農山漁村の自然、

景観等に対する関心の高まりに対応し、棚

田オーナー等の取組みの拡大などグリーン・

ツーリズムの推進により、2割程度の増加

を目指す。

225集落

（H12）
1,300集落

380集落

（H17）

26,000人

（H12）
46,000人

39,000人

（H17）

農林漁業者

中山間地域の活性化 都市と農山漁村の交流の推進

地域資源の保全・管理

過疎化・高齢化の進展、集落機能の低下、
農山漁村の自然、景観、伝統文化等の喪失

県民の価値観やライフスタイルの
多様化、農山漁村への期待の高まり

農山漁村の活性化

（※2）

（※3）
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豊かで美しい森づくり・花と緑の地域づくり

●林業採算性の悪化や地元に居住しない森林所有者の増加等により手入れが不十

分な人工林が増えるとともに、生活様式の変化等により利用されなくなり放棄

された里山林が増加しており、森林が有する水源かん養や土砂災害防止、地球

温暖化の緩和、生物多様性の保全などの公益的機能の低下が懸念されています。

●従来のような森林所有者や地域住民のみによる森林管理が困難となっているなか、

近年、森林ボランティア団体等による森づくり活動への取組みが増えており、

今後、こうしたボランティア活動の輪を広げ、それを支援していくことが求め

られています。

●このため、県民全体で支える森づくりの推進に関する基本理念を定め、施策の

基本方針、新たな施策の財源とする「水と緑の森づくり税」の導入等を盛り込ん

だ「富山県森づくり条例」を制定しました。

●花と緑の地域づくりについては、花と緑の銀行の活動を中心に、県民が主役と

なった取組みが進められてきているとともに、中央植物園を中核とした植物公

園ネットワークや都市公園緑地、学校緑地、道路などの緑化も進んできており、

この気運を継続し、定着させていくことが望まれます。

　県民の参加により、豊かで多様な「とやまの森」が整備、保全されている
とともに、四季折々の花と緑が満ちあふれた快適な生活環境が形成されてい
ること。

●森林が有する公益的機能の持続的な発揮を図るため、適切な林業生産活動の展開、

山村の振興を推進するとともに、県民全体でとやまの森づくりを支えることを

基本に、森林の整備・保全を推進します。

●森林の整備・保全にあたっては、富山県森づくり条例に基づき策定した「富山県

森づくりプラン」を基本として、天然林を人家周辺の「里山林」と自然の推移に

委ねる「保全林」に、人工林を木材生産の「生産林」と水土保全等を担う「混交林」

に区分し、森林の状態、立地条件、地域ニーズ等に対応した多様な森づくりを

目指します。

●「水と緑の森づくり税」を活用し、生物多様性の保全や野生生物との共生などを

目指した里山林の整備、水土保全機能などの維持・向上を目指した混交林の整

備を推進するとともに、とやまの森を支える人づくりなどに取り組みます。

●家庭や地域などにおいて県民による自主的な緑化活動を促進し、県下一円にお

いて県民がうるおいと安らぎを感じる花と緑に満ちあふれた地域づくりを推進

します。

とやまの森の公益的機能の評価額 県民参加による森づくりについて

17
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅲ魅力ある地域づくり

重点施策

重点施策 内　　　容

・「とやまの森づくりサポートセンター」による活動グループのネットワーク化、関連

情報の提供、人材育成のための技術研修など、森林ボランティアの活動支援

・森林ボランティアの拡大を図るための広報宣伝活動の強化やボランティア体験ツア

ーの開催

・企業の森づくり活動や取組みへの支援

・森づくりに関する情報の発信を図るための「とやまの森づくり総合情報システム」の

整備

・児童・生徒をはじめ広く県民を対象とした森林教室の開催、とやまの森林・林業を

わかりやすく解説した副読本の作成など、森林環境教育の推進

・県産材の有効利用に向けた普及啓発の取組み推進

・「里山林」については、利用されなくなり放棄された林を対象として、生物多様性の

確保などや県民の憩いの場とすることを目指す県民参加による森づくりを推進

・「保全林」については、自然の推移により成熟した天然林を目指す保全・保護

・「生産林」については、水土保全機能や生物多様性の保全などの公益的機能を確保し

つつ、持続的な木材生産を重点として整備

・「混交林」については、手入れ不足で荒廃した人工林や風雪被害を受けた人工林を対

象として、水土保全機能などの公益的機能の維持・向上に寄与するスギと広葉樹が

混在する森林を目指す県民参加による森づくりを推進

・里山林整備や混交林への誘導など、森づくりに必要な技術の確立と普及

とやまの森を
支える人づくり
の推進

多様な森づくり
の推進

1

2

資料：日本学術会議試算方法に基づき、県森林政策課で試算 資料：水と緑の森づくりに関する県民意識調査（H17.10、県森林政策課）

現状と課題

取組みの
基本方向

214 第2編─第1章（第3節） 215第2編─第1章（第3節）

　＊関連政策：活力11「森林・林業の振興」（持続的な林業生産）

　　　　　　　未来16「農山漁村の活性化」（山村の振興）

　　　　　　　安心8「自然環境の保全」（生物多様性の確保、野生鳥獣との共生）

　　　　　　　安心15「県土保全の推進」（治山）

無回答 2.9％地球環境保全機能  163 億円
その他 3.2％

もっと取り組む
べきである
51.6％

水源
かん養
機能
6,522
　 億円

土砂災害
防止機能
4,270
　 億円

どちらかと
いえば取り組む
べきである
　　40.3％

取り組む
必要はない　　
2.0％

保健・レクレーション機能　　
255 憶円

年間総額
  1 兆　　　　

1,210 億円
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豊かで美しい森づくり・花と緑の地域づくり

●林業採算性の悪化や地元に居住しない森林所有者の増加等により手入れが不十

分な人工林が増えるとともに、生活様式の変化等により利用されなくなり放棄

された里山林が増加しており、森林が有する水源かん養や土砂災害防止、地球

温暖化の緩和、生物多様性の保全などの公益的機能の低下が懸念されています。

●従来のような森林所有者や地域住民のみによる森林管理が困難となっているなか、

近年、森林ボランティア団体等による森づくり活動への取組みが増えており、

今後、こうしたボランティア活動の輪を広げ、それを支援していくことが求め

られています。

●このため、県民全体で支える森づくりの推進に関する基本理念を定め、施策の

基本方針、新たな施策の財源とする「水と緑の森づくり税」の導入等を盛り込ん

だ「富山県森づくり条例」を制定しました。

●花と緑の地域づくりについては、花と緑の銀行の活動を中心に、県民が主役と

なった取組みが進められてきているとともに、中央植物園を中核とした植物公

園ネットワークや都市公園緑地、学校緑地、道路などの緑化も進んできており、

この気運を継続し、定着させていくことが望まれます。

　県民の参加により、豊かで多様な「とやまの森」が整備、保全されている
とともに、四季折々の花と緑が満ちあふれた快適な生活環境が形成されてい
ること。

●森林が有する公益的機能の持続的な発揮を図るため、適切な林業生産活動の展開、

山村の振興を推進するとともに、県民全体でとやまの森づくりを支えることを

基本に、森林の整備・保全を推進します。

●森林の整備・保全にあたっては、富山県森づくり条例に基づき策定した「富山県

森づくりプラン」を基本として、天然林を人家周辺の「里山林」と自然の推移に

委ねる「保全林」に、人工林を木材生産の「生産林」と水土保全等を担う「混交林」

に区分し、森林の状態、立地条件、地域ニーズ等に対応した多様な森づくりを

目指します。

●「水と緑の森づくり税」を活用し、生物多様性の保全や野生生物との共生などを

目指した里山林の整備、水土保全機能などの維持・向上を目指した混交林の整

備を推進するとともに、とやまの森を支える人づくりなどに取り組みます。

●家庭や地域などにおいて県民による自主的な緑化活動を促進し、県下一円にお

いて県民がうるおいと安らぎを感じる花と緑に満ちあふれた地域づくりを推進

します。

とやまの森の公益的機能の評価額 県民参加による森づくりについて

17
政策目標（政策の目指すべき成果）

Ⅲ魅力ある地域づくり

重点施策

重点施策 内　　　容

・「とやまの森づくりサポートセンター」による活動グループのネットワーク化、関連

情報の提供、人材育成のための技術研修など、森林ボランティアの活動支援

・森林ボランティアの拡大を図るための広報宣伝活動の強化やボランティア体験ツア

ーの開催

・企業の森づくり活動や取組みへの支援

・森づくりに関する情報の発信を図るための「とやまの森づくり総合情報システム」の

整備

・児童・生徒をはじめ広く県民を対象とした森林教室の開催、とやまの森林・林業を

わかりやすく解説した副読本の作成など、森林環境教育の推進

・県産材の有効利用に向けた普及啓発の取組み推進

・「里山林」については、利用されなくなり放棄された林を対象として、生物多様性の

確保などや県民の憩いの場とすることを目指す県民参加による森づくりを推進

・「保全林」については、自然の推移により成熟した天然林を目指す保全・保護

・「生産林」については、水土保全機能や生物多様性の保全などの公益的機能を確保し

つつ、持続的な木材生産を重点として整備

・「混交林」については、手入れ不足で荒廃した人工林や風雪被害を受けた人工林を対

象として、水土保全機能などの公益的機能の維持・向上に寄与するスギと広葉樹が

混在する森林を目指す県民参加による森づくりを推進

・里山林整備や混交林への誘導など、森づくりに必要な技術の確立と普及

とやまの森を
支える人づくり
の推進

多様な森づくり
の推進

1

2

資料：日本学術会議試算方法に基づき、県森林政策課で試算 資料：水と緑の森づくりに関する県民意識調査（H17.10、県森林政策課）

現状と課題

取組みの
基本方向

214 第2編─第1章（第3節） 215第2編─第1章（第3節）

　＊関連政策：活力11「森林・林業の振興」（持続的な林業生産）

　　　　　　　未来16「農山漁村の活性化」（山村の振興）

　　　　　　　安心8「自然環境の保全」（生物多様性の確保、野生鳥獣との共生）

　　　　　　　安心15「県土保全の推進」（治山）

無回答 2.9％地球環境保全機能  163 億円
その他 3.2％

もっと取り組む
べきである
51.6％

水源
かん養
機能
6,522
　 億円

土砂災害
防止機能
4,270
　 億円

どちらかと
いえば取り組む
べきである
　　40.3％

取り組む
必要はない　　
2.0％

保健・レクレーション機能　　
255 憶円

年間総額
  1 兆　　　　

1,210 億円
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216 第2編─第1章（第3節） 217第2編─第1章（第3節）

Ⅲ魅力ある地域づくり

・花と緑の銀行を中心とした花と緑のグループの育成・活動支援

・地域緑化の推進役となるグリーンキーパーの各市町村への適正配置による、新たな

グループの発掘と支援

・中央植物園などの拠点施設の活用とネットワーク化の推進

・道路や水辺、公園や学校などに花と緑があふれる地域づくりの推進

・「都市緑化祭」「花と緑のコンクール」など各地で開催される緑化行事等を通じた、花

や緑に親しみ学習する機会の提供と花と緑に関する情報提供機能の充実

県民等に期待する
主な役割

県民緑化運動の
推進と花と
緑あふれる
地域づくり

3

企　業

県　民

市町村

・森づくりへの参加

・事業所における緑化活動

・森林の公益的機能の理解と森

　づくりへの積極的な参加

・地域緑化活動への自主的な参加
・森林の公益的機能の認識と所有

　森林の整備・保全

・森林の整備・保全

・森づくりを担う人材の育成 ・市町村森づくりプランの策定

・森づくりに関する地域住民等との

　合意形成

・地域の緑化活動への支援

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

県民参加による森づ
くりの年間参加延べ
人数
里山林等の森づくり活動

への年間の参加延べ人数

里山林の整備面積
竹林を含む里山林を対象

として、生物多様性の保

全や野生動物との棲み分

けなどを目的として整備

する面積

混交林の整備面積
風雪被害林等の人工林を

対象として、水土保全機

能などの維持・向上を目

的として、スギと広葉樹

が混在する混交林へと誘

導整備する面積

グリーンキーパー数
地域緑化の推進役として

花と緑の銀行に登録され

た花と緑の指導員の数

花と緑のグループ等
が育成する花壇数
地域の公共の場において

ボランティア活動により

維持される花壇数

「とやまの森づくりサポートセンター」を通

じた効果的な施策の展開により、森林ボラ

ンティア参加人数や活動回数の増加を図る。

人家、耕地周辺などの里山林のうち、整備

及び管理又は利用について合意形成が図ら

れる森林を対象として、市町村等との連携

のもと、「水と緑の森づくり税」などを活用

し、幅広い県民の参加により整備を目指す。

630人

（H12）
7,000人

1,672人

（H17）

風雪被害を受けた人工林や過密となった人

工林のうち公益上又は景観上早急に整備が

必要な人工林を対象として、市町村等との

連携のもと、「水と緑の森づくり税」などを

活用し、県民の支援により整備を目指す。

2,000ha――

2,000ha――

地域緑化の推進役であるグリーンキーパー

の適正配置（1地方銀行あたり最小4人の

配置を目標）を進めることにより、これま

で緑化活動が低調な地域での新たな緑化活

動の拡大を図り、県下一円の緑化推進を目

指す。

地域緑化の推進役であるグリーンキーパー

の適正配置を進めることにより、新たなグ

ループの発掘や活動の拡大を図り、花壇数

の増加を目指す。

2,000人
1,632人

（Ｈ18）

1,038人

（H12）

2,500

箇所

2,146箇所

（H17）

―

森林組合

森林所有者

保全林
混交林

生産林

緑化施設（公園、道路等）

里山林

登
　
録

支
　
援

とやまの森づくり
サポートセンター

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
　
企
業
　
個
人
　
地
域
住
民

グ
ル
ー
プ
　
　
　
団
体
　
　
　
　
森
林
所
有
者
等

幅
広
い
県
民
の
協
働
に
よ
る
森
づ
く
り

情
報
・
提
案

支
　
援

花と緑の銀行
組織

花
と
緑
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業
　
　
学
校
　
　
家
庭
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ル
ー
プ
　
　
団
体
　
　
　
　
　
　
地
域
住
民
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Ⅲ魅力ある地域づくり

・花と緑の銀行を中心とした花と緑のグループの育成・活動支援

・地域緑化の推進役となるグリーンキーパーの各市町村への適正配置による、新たな

グループの発掘と支援

・中央植物園などの拠点施設の活用とネットワーク化の推進

・道路や水辺、公園や学校などに花と緑があふれる地域づくりの推進

・「都市緑化祭」「花と緑のコンクール」など各地で開催される緑化行事等を通じた、花

や緑に親しみ学習する機会の提供と花と緑に関する情報提供機能の充実

県民等に期待する
主な役割

県民緑化運動の
推進と花と
緑あふれる
地域づくり

3

企　業

県　民

市町村

・森づくりへの参加

・事業所における緑化活動

・森林の公益的機能の理解と森

　づくりへの積極的な参加

・地域緑化活動への自主的な参加
・森林の公益的機能の認識と所有

　森林の整備・保全

・森林の整備・保全

・森づくりを担う人材の育成 ・市町村森づくりプランの策定

・森づくりに関する地域住民等との

　合意形成

・地域の緑化活動への支援

県民参考指標（政策目標を具体的にイメージするための参考となる指標）

指標名及び指標の説明 概ね 5 年前 現況 平成27年度の姿

県民参加による森づ
くりの年間参加延べ
人数
里山林等の森づくり活動

への年間の参加延べ人数

里山林の整備面積
竹林を含む里山林を対象

として、生物多様性の保

全や野生動物との棲み分

けなどを目的として整備

する面積

混交林の整備面積
風雪被害林等の人工林を

対象として、水土保全機

能などの維持・向上を目

的として、スギと広葉樹

が混在する混交林へと誘

導整備する面積

グリーンキーパー数
地域緑化の推進役として

花と緑の銀行に登録され

た花と緑の指導員の数

花と緑のグループ等
が育成する花壇数
地域の公共の場において

ボランティア活動により

維持される花壇数

「とやまの森づくりサポートセンター」を通

じた効果的な施策の展開により、森林ボラ

ンティア参加人数や活動回数の増加を図る。

人家、耕地周辺などの里山林のうち、整備

及び管理又は利用について合意形成が図ら

れる森林を対象として、市町村等との連携

のもと、「水と緑の森づくり税」などを活用

し、幅広い県民の参加により整備を目指す。

630人

（H12）
7,000人

1,672人

（H17）

風雪被害を受けた人工林や過密となった人

工林のうち公益上又は景観上早急に整備が

必要な人工林を対象として、市町村等との

連携のもと、「水と緑の森づくり税」などを

活用し、県民の支援により整備を目指す。

2,000ha――

2,000ha――

地域緑化の推進役であるグリーンキーパー

の適正配置（1地方銀行あたり最小4人の

配置を目標）を進めることにより、これま

で緑化活動が低調な地域での新たな緑化活

動の拡大を図り、県下一円の緑化推進を目

指す。

地域緑化の推進役であるグリーンキーパー

の適正配置を進めることにより、新たなグ

ループの発掘や活動の拡大を図り、花壇数

の増加を目指す。

2,000人
1,632人

（Ｈ18）

1,038人

（H12）

2,500

箇所

2,146箇所

（H17）

―

森林組合

森林所有者

保全林
混交林

生産林

緑化施設（公園、道路等）

里山林
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